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１ 教育研究上の目的と三つの方針 

 

【基準 １-１】 

薬学教育プログラムにおける教育研究上の目的が、大学又は学部の理念及び薬剤師養成教

育として果たすべき使命を踏まえて設定され、公表されていること。 

注釈：「薬学教育プログラム」とは、６年制におけるプログラムを指す。複数学科を持つ場合は、

教育研究上の目的を学科ごとに定めること。 

 

【観点 1-1-1 】教育研究上の目的が、医療を取り巻く環境、薬剤師に対する社会のニーズを反映し

たものとなっていること。 

【観点 1-1-2 】教育研究上の目的が、学則等で規定され、教職員及び学生に周知が図られるととも

に、ホームページ等で公表されていること。 

 

［現状］ 

 薬学は、様々な基礎科学を薬に関して総合し、医療への応用を目指す学問である。医療に不

可欠な学問である薬学を志す人は、薬を通じて人類の健康と福祉の発展に貢献することが求め

られる。愛知県内の国立大学には薬学部は設置されておらず、名古屋市立大学薬学部は県内唯

一の公立大学薬学部として、薬学科（６年制）と生命薬科学科（４年制）を設置している。こ

れら各学科の教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的は、本大学学則「名古屋市立大学

人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的に関する規程」（資料９）に定められてい

る（表 1−1−2-1）。この規定は、名古屋市立大学教育研究審議会（理事長、学長、理事、学長補

佐、研究科長、事務局長等が一堂に会する、名古屋市立大学の教育と研究に関する最終決定会

議）において議論のうえ決定され、2020（令和 2）年 4月 1日から施行された。 

 薬学部薬学科の教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的は、地域社会及び医療におけ

る薬剤師及び薬物の専門家に対するニーズを反映したものになっている。具体的には、医療薬

学及び関連分野の教育研究を通じ、適正な医療・保健衛生等の推進に貢献できる人材を養成し、

かつ我々自身が情報発信することを教育研究上の目的としている。さらには、医薬品と薬物療

法に関わる医療科学を総合的に修得し、薬剤師として、また様々な分野における薬の専門家（創

薬研究者、薬事行政・衛生行政を主導的に担える者、大学教員等を含む）として貢献できる人

材の育成も目指している。【観点 1-1-1 】 

 本学部の教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的は、本学全学のホームページ「教育

情報の公表」（資料１０）、及び本学部ホームページ「人材養成の目標」のページ（資料１１）

に掲載することで、教職員と学生に周知されるとともに、社会にも公表されている。【観点 1-

1-2 】 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

【基準 １-２】 

教育研究上の目的に基づき、三つの方針が一貫性・整合性のあるものとして策定され、公

表されていること。 

注釈：「三つの方針」とは、学校教育法施行規則第165条の2に規定されている「卒業の認定に関

する方針」、「教育課程の編成及び実施に関する方針」及び「入学者の受入れに関する方針」

を指す。なお、それぞれこれらの策定及び運用に関するガイドラインに記載されている「卒

業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリ

キュラム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）と同じ

意味内容を指すものである。 

 

【観点 1-2-1 】卒業の認定に関する方針では、卒業までに学生が身につけるべき資質・能力が具

体的に設定されていること。 

注釈：「卒業までに学生が身につけるべき資質・能力」は、知識・技能、思考力・判断力・表現力

等の能力、主体性を持って多様な人々と協働する態度等を指す。 

【観点 1-2-2 】教育課程の編成及び実施に関する方針では、卒業の認定に関する方針を踏まえた

教育課程編成、当該教育課程における教育内容・方法、学修成果の評価の在り方

等が具体的に設定されていること。 

【観点 1-2-3 】教育課程の編成及び実施に関する方針は、学習の質を重視し、学習・教授方法及

び成績評価のための課題が意図する成果のために想定された学習活動に整合す

るように設定されていることが望ましい。 

【観点 1-2-4 】入学者の受入れに関する方針では、卒業の認定に関する方針並びに教育課程の編

成及び実施に関する方針を踏まえ、どのような学生を求め、多様な学生をどのよ

うに評価・選抜するか等が具体的に設定されていること。 

【観点 1-2-5 】三つの方針が、教職員及び学生に周知が図られるとともに、ホームページ等で公

表されていること。 

 

［現状］ 

 名古屋市を設置母体とする総合大学である名古屋市立大学は、市民によって支えられる市民

のための大学であることを、全学部学士課程共通のディプロマ・ポリシー（DP）に明記してい

る（資料１２）。ここには、地域社会や国際社会の発展に貢献し、社会全体の幸福の実現や持続

可能な社会の構築に資する優れた人材を養成するという教育上の目的に鑑み、個性を認識し自

らの立場を自覚したうえで人生の様々な局面において自ら活路を見出すための思考基盤とな

る教養を修得し、次世代をリードできる優れたバランス感覚と上質かつ豊かな感性で社会と向

き合う力を身につけたものに学位を授与すると明示している（表 1−2−1-1、資料１２）。 

 これらに加え、本学薬学部薬学科の三つの方針（DP、カリキュラム・ポリシー（CP）、アドミ

ッション・ポリシー（AP））は、それぞれ、表 1−2−1-1、表 1-2-2-1、表 1-2-4-1のように策定



 

 

 

されている。なお、参考のため、生命薬科学科の DP、CP、APをそれぞれ表 1−2−1-2、表 1-2-2-

2、表 1-2-4-2 に示す。同じ薬学部に属する両学科の内容には共通する部分も多いが、それぞ

れの学科の特徴が明確に示されている。 

 薬学科の DP（表 1-2-1-1）には、基礎学力と問題解決能力、国際化する社会で活躍できる能

力、薬剤師として必要な知識・技能と医療人としてふさわしい自覚・態度・倫理観をもち、人

類の健康と福祉の発展に貢献できる人材に対して、学士（薬学）を授与すると明記している。

さらに具体的に示すため、「１．薬学についての基礎能力」「２．社会人・国際人としての基礎

能力」「３．医療人としての基礎能力と態度」の三項目に分け、卒業までに身につけるべき能力、

知識、言語力、表現力、使命感、倫理観、意欲、態度とはいかなるものかを、文章にて明確に

示している。【観点 1-2-1 】 

 薬学科の CP（表 1-2-2-1）においては、DPを達成するための教養教育の目的や早期体験科目

及び学外施設見学の意義を含め、教育課程編成の方針を年次ごとに明示している。さらに、基

礎薬学科目から卒業研究実習にいたるまでの考え方、薬学専門教育の内容と方法、学修成果の

評価についても具体的に明示している。【観点 1-2-2 】【観点 1-2-3 】 

 名古屋市立大学では、全学士課程共通の AP前文として、「教育に関する目標」を掲げ、ホー

ムページで公表している（資料１３）。そこでは、教育は、学部・大学院を問わず、大学が社会

や学生・大学院生に対して果たす最優先の責務であり、その強化に取り組むこと、あらゆる機

会を通じて幅広い視野と教養、「共生」の精神、豊かな創造性を身につけた人材を育成すること

を明示している。また、高度な知識と技術を身につけ、目的意識と主体性を持って、地域社会

及び国際社会に貢献することができる人材を育成することも明示している。さらに、名古屋市

立大学全学士課程共通 APを設定し、ホームページで公表している（資料１３）。そこでは、本

学の各学部がその理念と目的に応じて、入学者選抜試験における教科・科目を設定しており、

明確な目的意識と勉学への強い意欲を持ち、名古屋市立大学の教育に関する目的を理解し、次

のような資質を有する多様な学生を求めると明示している。 

・十分な基礎学力とそれに裏打ちされた知識・技能 

・自ら課題を発見・解決し、それを伝える思考力・判断力・表現力 

・主体性を持ち、幅広い視野で多様な人々と協働して学ぶ態度 

・豊かな人間性と、地域や社会で活躍できる適性 

 薬学科の AP（表 1-2-4-1）は、薬学という学問の概要とそれを中心として扱う職業及び社会

貢献について説明したうえで、DPを満たす人材になるために入学前に必要とされる能力につい

て記載し、CP を十分意識して、受験生向けに平易な言葉で述べられている。選抜方法ごとに、

どのような能力を、何をもって評価するのかが、明確に述べられている。【観点 1-2-4 】 

 名古屋市立大学全体の「教育に関する目標」、及び、全学共通及び薬学部の APは、各種学生

募集要項（資料８−２ p2-p3、資料８−３ p2-p3、資料８−４ p2, p4-p5、資料８−５ p2-p3）に

記載されている。薬学部の AP は高校生向けに特化した本学部パンフレット（資料１ p1-p2）

にも記載されている。CP と DP は、全教員と全学生に配布される履修要項（資料３ p16-p17, 



 

 

 

p22）に記載され、DP は学生に対して学年ガイダンスで周知されている（資料４−２ p1, p7, 

p14, p19, p24）。これは、第 1期薬学教育評価報告書の助言 13にあった、「学位授与の方針が

学生と教職員に徹底できるよう、「履修要項」に収載し、履修ガイダンスや FD で繰り返し説明

することが望ましい」にも対応したものである。さらに、本学薬学部ホームページ「３つのポ

リシー（AP・CP・DP）」にて、学内のみならず、一般にも向けても公表している（資料１４）。

【観点 1-2-5 】 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

根拠資料

DPを（再）検討した直近の会議

令和３年度第４回教務FD委員会（９月１４日）

令和３年度第８回薬学部教授会（１０月１１日）

令和３年度第12回名古屋市立大学教育研究審議会（２月２８日）

訪問時１６

訪問時１７

訪問時１８

DPの検証

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度

は第6回教務FD委員会（2月7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16

回薬学部教授会（2月24日）で検討したが、変更事項はなかった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

三つのポリシーの一貫性・整合性

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度

は第6回教務FD委員会（2月7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16

回薬学部教授会（2月24日）で検討したが、変更事項はなかった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

教職員・学生への周知方法

教職員・学生全員に配布する履修要項に収載している。全学ホームページ

「教育情報の公表」、および、薬学部ホームページ「人材養成の目標」の概

要の「三つのポリシー」のページに掲載している。新入生には新入生ガイダ

ンスで、２年次以上には学年ガイダンスで説明している。

資料３, p22、

資料４−２ p1, p7, p14, 

p19, p24、資料１０、

資料１２、資料14

社会への公表状況

全学ホームページ「教育情報の公表」、および、薬学部ホームページ「人材

養成の目標」の概要の「三つのポリシー（AP・CP・DP）」のページに掲載して

いる。

資料１０、資料１４

（表 １-2-1-1）　薬学科三つのポリシー / ディプロマ・ポリシー

【名古屋市立大学　学士課程共通　ディプロマ・ポリシー】

名古屋市立大学では、市民によって支えられる市民のための大学として、地域社会や国際社会の発展に貢献し、社会全体

の幸福の実現や持続可能な社会の構築に資する優れた人材を育成するという教育上の目的に鑑み、個性を認識し自らの立

場を自覚したうえで人生の様々な局面において自ら活路を見出すための思考基盤となる教養を修得し、次世代をリードできる

優れたバランス感覚と上質かつ豊かな感性で社会と向き合う力を身につけ、所定の単位を修得し、所定の要件を満たした学

生に対し、卒業を認定し、学位を授与します。

【薬学部薬学科　ディプロマ・ポリシー】

薬学科では、医療や科学の高度化に対応できる基礎学力と問題解決能力、国際化する社会で活躍できる能力を有し、薬剤

師として必要な知識・技能と医療人としてふさわしい自覚・態度・倫理観を身につけ、人類の健康と福祉の発展に貢献できる

人材を育成するという教育上の目的に鑑み、以下の能力を有すると認められた者に対し、卒業を認定し、学士(薬学)の学位を

授与します。

1. 薬学についての基礎能力

・生体及び環境等に対する医薬品や化学物質の影響を理解するために必要な代表的な構造、反応、分離法等の科学的知

識を有し、それらを臨床現場で活用できる基礎能力を有する。

・薬物療法を主体的に計画・実施・評価して個々の患者に適したより効果的で安全な医薬品の使用を推進・指導できる基本

的な知識・技能を有し、それを実践できる基礎能力を有する。

・社会において薬剤師が果たすべき責任、義務などを正しく理解し、薬学ならびに医療に必要な法律、制度、経済等に関する

基本的な知識を身につけている。

・薬学・医療の進歩と改善に貢献する研究マインドを持ち、研究を遂行する基礎能力を有する。

2. 社会人・国際人としての基礎能力

・適切に情報を収集し円滑な意志疎通を行うことができるコミュニケーション能力とともに、有益な情報を人々に提供できるプ

レゼンテーションの基礎能力を有する。

・グローバルな視野、視点を有し、国際化する社会で活躍できる基礎的な言語力、表現力を有する。

3. 医療人としての基礎能力と態度

・薬学の専門分野に限らず、人文科学、社会科学、自然科学等、広く各分野について総合的・積極的に学修し、自ら新たな課

題に取り組む態度を身につけている。

・医療の担い手として必要な義務および法令を遵守するとともに、医療に貢献する高い使命感、責任感および倫理観を身につ

けている。

・チーム医療に貢献するための臨床における実践的能力と強い意志を身につけている。

・卒業後も生涯に渡って自らの知識・技能について研鑽し続ける態度を身につけている。

・自らが修得した専門的な知識を広く伝え教育することで、次世代を担う人材を育成する意欲を持つ。



 

 

 

 

 

  

根拠資料

CPを（再）検討した直近の会議

令和３年度第４回教務FD委員会（９月１４日）

令和３年度第８回薬学部教授会（１０月１１日）

令和３年度第12回名古屋市立大学教育研究審議会（２月２８日）

訪問時１６

訪問時１７

訪問時１８

CPの検証

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度は第6回教務FD

委員会（2月7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16回薬学部教授会（2月24日）で検

討したが、変更事項はなかった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

三つのポリシーの一貫性・整合性

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度は第6回教務FD

委員会（2月7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16回薬学部教授会（2月24日）で検

討したが、変更事項はなかった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

教職員・学生への周知方法

教職員・学生全員に配布する履修要項に収載している。全学ホームページ「教育情報の公

表」、および、薬学部ホームページ「人材養成の目標」の概要の「三つのポリシー」のペー

ジに掲載している。

資料３, p16-p17、

資料１０、資料１４

社会への公表状況
全学ホームページ「教育情報の公表」、および、薬学部ホームページ「人材養成の目標」の

概要の「三つのポリシー（AP・CP・DP）」のページに掲載している。
資料１０、資料１４

（表 １-2-2-1）　薬学科三つのポリシー　/　カリキュラム・ポリシー

【薬学部共通カリキュラム・ポリシー】

・豊かな教養および人間性と国際性を育むため、幅広い教養教育を実施します。

・学生が自らの将来を明確に意識して学ぶことができるよう、早期体験科目や学外施設見学の機会を提供します。

・自然科学の基礎から薬学専門科目まで着実に身につけることができるよう、基礎薬学科目を段階的・系統的に配置します。

・科学的思考に立脚した問題発見能力および問題解決能力を醸成させるために、卒業研究実習を実施します。

【薬学部薬学科カリキュラム・ポリシー】

・課程編成

1年次では、薬学人としての素養の修得を図り、薬学の概略や生物や物理などの基礎を身につけるための科目を提供します(薬学概論、

基礎生物化学等)。また、地域医療、チーム医療を学ぶため、同じ医療系学部である医学部、看護学部の学生と一緒に学ぶ科目(医薬看

連携地域参加型学修)を提供します。

2年次から3年次では、薬学に関する基礎知識の底上げを図るとともに(薬学概論等)、より専門的な知識、薬剤師として必要とされる知識を

修得するための科目(生薬学、薬剤学、製剤学等)を提供します。また、各講義科目と連携して、実験技能の修得のための実習科目を提

供します(物理系、化学系、生物系、医療機能系の各実習)。

4年次では、医療薬学(臨床)の実践的知識の修得のための講義科目(臨床薬学、公衆衛生学、薬局管理学等)、5年次の実務実習に向け

た薬剤師実務の能力修得を図るための実習科目(実務実習事前学修)を提供します。また、実務実習を行うための知識や技能が備わって

いるかを問う試験であり、合格した者のみ実務実習に参加資格を与えられる共用試験(OSCE・CBT)を実施します。

4年次から6年次の卒業までの期間、それぞれの研究室で個別の指導・教育を受けることで、研究能力・問題解決能力の修得を目指す機

会を設けるため、卒業研究実習を提供します。

5年次では、実際の薬剤師業務を体験し、臨床での実践的能力を修得するため、病院と薬局(各11週間)それぞれでの実務実習を提供し

ます(臨床薬学実務実習)。

6年次では、4年次から取り組んできた研究内容の取りまとめを行い、自身で見出した成果を卒業研究発表会にて発表する機会を設けま

す。

4年次共用試験に合格し、5年次実務実習を修了したうえで、卒業に必要な所定の単位を修得して薬学科を卒業した者に薬剤師国家試験

の受験資格を与えます。

・実践

専門科目を個々に単体で独立した科目として学ぶのではなく、実習科目も含めて、各領域(物理系、化学系、生物系、医療機能系等)の科

目が連携するカリキュラムを編成し、総合的な学修を進める環境を提供します。

学生の理解度を適切に把握してフィードバックすることで、理解度を深めるため、教員からの一方向の教授による講義形式だけでなく、双

方向型授業(クリッカーシステム等)、小グループ討論による課題解決型授業(PBL)等を提供します。

4年次から研究室に所属することで、各教員の直接的な指導のもと、学生が主体的に調査、分析、実験等の研究を行える能力、また自ら

問題解決を図る能力を育む機会を提供します。

医療系3学部を有する本学の特徴を活かし、医学部、看護学部、さらには附属病院とも連携しながら、地域医療、チーム医療を実践的に

学ぶことのできる機会を提供します。

・学修成果の評価方法

基礎知識および実践知識の評価は、講義科目の成績（定期試験、またはこれに小テストやレポートを加味したもの）をもとに行います。実

験技能の評価は、実習科目の成績（実習受講態度、レポート、確認試験）をもとに行います。臨床での実践能力の評価は、実務実習の成

績（実習受講態度、日誌および週間レポート、ポートフォリオ、指導薬剤師の評価）をもとに行います。研究能力の評価は、卒業研究発表

会および卒業論文をもとに行います。

関連事項



 

 

 

 

  

根拠資料

APを（再）検討した直近の会議

令和３年度第４回教務FD委員会（９月１４日）

令和３年度第８回薬学部教授会（１０月１１日）

令和３年度第９回入学試験委員会（全学）（３月７日）

令和4年度第2回名古屋市立大学教育研究審議会（4月1８日）

訪問時１６

訪問時１７

訪問時１９

訪問時２０

APの検証

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度は第6回教務FD委員

会（2月7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16回薬学部教授会（2月24日）で検討したが、

変更事項はなかった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

三つのポリシーの一貫性・整合性

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度は第6回教務FD委員

会（2月7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16回薬学部教授会（2月24日）で検討したが、

変更事項はなかった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

教職員・学生への周知方法

高校生向けパンフレットおよび学生募集要項に記載している。全学ホームページ「教育情報の公

表」、および、薬学部ホームページ「人材養成の目標」の概要の「三つのポリシー」のページに掲

載している。

資料１ p1-p2

資料１０、資料１４

社会への公表状況

高校生向けパンフレットおよび学生募集要項に記載している。名古屋市立大学ホームページ「入

試情報」、および、薬学部ホームページ「人材養成の目標」の概要の「三つのポリシー」のページ

に掲載している。

資料１ p1-p2、資料８−２ p3、資料８−３ p2-p3、

資料８−４ p4-p5、資料８−５ p2-p3、

資料１０、資料１３、資料１４

（表 １-2-4-1）　薬学科三つのポリシー / アドミッション・ポリシー

【名古屋市立大学　学士課程共通　アドミッション・ポリシー】

名古屋市立大学では、各学部がその理念と目的に応じて、入学者選抜試験における教科・科目を設定しており、明確な目的意識と勉学への強い意欲を持ち、大学の教育に関する目的

を理解し、次のような資質を有する多様な学生を求めます。

・十分な基礎学力とそれに裏打ちされた知識・技能

・自ら課題を発見・解決し、それを伝える思考力・判断力・表現力

・主体性を持ち、幅広い視野で多様な人々と協働して学ぶ態度

・豊かな人間性と、地域や社会で活躍できる適性

【薬学部薬学科アドミッションポリシー】

理念・目的・教育目標

薬学は、様々な基礎科学を薬に関して総合し、医療への応用を目指す学問です。医療に不可欠な学問である薬学を志す人は、薬を通じて人類の健康と福祉の発展に貢献することが求

められています。これを踏まえ、薬学部では生命薬科学科と薬学科を設置し、薬の創製・生産・臨床応用・適正管理・適正使用のための基礎知識と創造力・研究能力を有し、世界に羽

ばたける多彩な薬のスペシャリストを社会に送り出すことを目指しています。本学部では次のような人を求め、入学を歓迎します。

求める学生像

本学部では次のような人を求め、入学を歓迎します。

ー　学部共通　ー

薬学への強い意欲と探究心を持った人

科学としての薬学に強い学習意欲と探究心を有している人を求めます。

・医療・薬学への使命感と倫理観を持った人

　薬のスペシャリストとして医療現場での薬剤師活動、医薬品の研究開発、行政などを通じて、人類の健康と福祉の発展に貢献するという使命感と倫理観を持てる人を求めます。

・科学を中心とする幅広い学力を有する人

　薬学は自然科学の応用分野で、理科系の学力を重視します。しかし、薬剤師や薬学分野の研究者・技術者には、社会科学や人文社会学をも含む幅広い学問知識と教養が必要です。

そのため、文科系科目に関しても基礎的な知識を有する人を求めます。

・国際的な視野とコミュニケーション能力を持てる人

　医薬品研究開発や医療人としての活動において、国際的なレベルでの連携が不可欠な時代となっています。将来、国際的な視野で考え、コミュニケーションを円滑に取り、行動できる

能力の獲得を目指し、そのための努力を継続できる人を求めます。

・大学院への進学意欲を持つ人

　卒業後は大学院に進学して創薬・生命科学、臨床薬学の進歩に貢献しようとする強い意欲を持った人を求めます。

ー　薬学科のみ　ー

・医療人としての自覚を持てる人

　将来、薬剤師として患者さんを思いやり、医療に携わる様々な職種の人々と協調して、患者さんのための医療に貢献しようという意欲のある人を求めます。

修得しておくべき知識等の内容・水準（学部共通）

薬学部では、両学科とも広範で多様な学問分野を総合的に学習する。また、どのような分野で活躍するにしても、語学力(国語,英語)が必要とされる。したがって、薬学部での学修を実り

多いものとするために、入学までに、化学、物理学、生物学、数学、語学の基礎学力をつけておくことが必要である。さらに、部活やボランティアなど、様々な活動に積極的に取り組むこと

で、表現力やコミュニケーション能力のほか、幅広い視野と高い倫理観、そして豊かな人間性を育むことが望ましい。

【選抜方法】

志望する学科で必要な幅広い知識、思考力、学習意欲、探究心、倫理観を有する学生を、以下の方法により選抜する。

学校推薦型選抜Ａ

高等学校卒業レベルの基礎学力を持ち、薬学を学ぶ上で重要な科目への高い理解力と応用力を有し、意欲的で協調性に富み行動力に溢れる学生を選抜する。

調査書、志願理由書および面接試験では、理解力や判断力とともに、人間性、倫理観、協調性、向学心を評価する。

小論文試験では、化学の基礎知識、文章やデータを読み解く力、論理的思考力、英語力を評価する。

学校推薦型選抜Ｂ

高等学校卒業レベルの基礎学力を持ち、薬学を学ぶ上で重要な科目への高い理解力と応用力を有し、意欲的で協調性に富み行動力に溢れる学生を選抜する。

大学入学共通テストでは、5教科7科目の試験を課し、基礎学力を評価する。

調査書、志願理由書および面接試験では、理解力や判断力とともに、人間性、倫理観、協調性、向学心を評価する。

一般選抜

高等学校卒業程度の基礎学力を身につけ、特に数学、化学、英語について高い水準の学力がある学生を選抜する。

大学入学共通テストでは、5教科7科目の幅広い基礎学力をはかる。

個別学力検査では、数学、化学、英語を課し、理解力や応用力などを評価する。

私費外国人留学生選抜

日本語で講義・実習を遂行できる程度の日本語能力を有し、数学、化学、英語について充分な水準の学力がある学生を選抜する。

日本留学試験では、日本語、数学、理科（化学を必須とする）の基礎学力をはかる。

TOEICによって、英語力をはかる。

個別学力検査（面接試験）では、理解力や判断力とともに、人間性、倫理観、協調性、向学心を評価する。

関連事項



 

 

 

  

根拠資料

DPを（再）検討した直近の会議

令和３年度第４回教務FD委員会（９月１４日）

令和３年度第８回薬学部教授会（１０月１１日）

令和３年度第12回名古屋市立大学教育研究審議会（２月２８日）

訪問時１６

訪問時１７

訪問時１８

DPの検証

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度は第6回教

務FD委員会（2月7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16回薬学部教授会（2月

24日）で検討したが、変更事項はなかった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

三つのポリシーの一貫性・整合性

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度は第6回教

務FD委員会（2月7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16回薬学部教授会（2月

24日）で検討したが、変更事項はなかった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

教職員・学生への周知方法

教職員・学生全員に配布する履修要項に収載している。全学ホームページ「教育情

報の公表」、および、薬学部ホームページ「人材養成の目標」の概要の「三つのポリ

シー」のページに掲載している。新入生には新入生ガイダンスで、２年次以上には学

年ガイダンスで説明している。

資料３, p30、

資料４−２ p1, p7, 

p14, p19, p24、資料

１０、

資料１２、資料14

社会への公表状況
全学ホームページ「教育情報の公表」、および、薬学部ホームページ「人材養成の目

標」の概要の「三つのポリシー（AP・CP・DP）」のページに掲載している。
資料１０、資料１４

（表 １-2-1-2）　生命薬科学科三つのポリシー / ディプロマ・ポリシー

【名古屋市立大学　学士課程共通　ディプロマ・ポリシー】

名古屋市立大学では、市民によって支えられる市民のための大学として、地域社会や国際社会の発展に貢献し、社会全体の幸福

の実現や持続可能な社会の構築に資する優れた人材を育成するという教育上の目的に鑑み、個性を認識し自らの立場を自覚したう

えで人生の様々な局面において自ら活路を見出すための思考基盤となる教養を修得し、次世代をリードできる優れたバランス感覚と

上質かつ豊かな感性で社会と向き合う力を身につけ、所定の単位を修得し、所定の要件を満たした学生に対し、卒業を認定し、学位

を授与します。

【薬学部生命薬科学科　ディプロマ・ポリシー】

生命薬科学科では、医療や科学の高度化に対応できる基礎学力と問題解決能力、国際化する社会で活躍できる能力を有し、創薬

科学および生命科学に関する総合的な知識と技術、生命や健康を扱う社会人としての自覚・態度・倫理観を身につけ、人類の健康と

福祉の発展に貢献できる人材を育成するという教育上の目的に鑑み、以下の能力を有すると認められた者に対し、卒業を認定し、学

士(薬科学)の学位を授与します。

1. 薬学についての基礎能力

医薬品および化学物質の基本的な反応性を理解するため、代表的な構造、反応、分離法等の基本的な知識、技術を身につけ、それ

らを説明、実施できる基礎能力を有する。

創薬科学、生命科学の基礎から先端技術まで幅広く理解し、基礎薬学研究や医薬品創出を目指した研究・開発に取り組むために必

要な創造的思考力と実験技術の基礎能力を有する。

生命現象を科学の目で捉え、理解し、分析する基礎能力を有する。

2. 社会人・国際人としての基礎能力

適切に情報を収集し円滑な意志疎通を行うことができるコミュニケーション能力とともに、有益な情報を人々に提供できるプレゼン

テーションの基礎能力を有する。

グローバルな視野、視点を有し、国際化する社会で活躍できる基礎的な言語力、表現力を有する。

3. 薬学研究者としての基礎能力と態度

創薬科学、生命科学の専門分野に限らず、人文科学、社会科学、自然科学等、広く各分野について総合的・積極的に学修し、自ら

新たな課題に取り組む態度を身につけている。

生命や健康を扱う研究者、社会人としての自覚・態度・高い倫理観を身につけている。

主体的に研究を遂行し、自ら設定した目標に対し、常に客観的に評価、検証する態度を身につけている。

卒業後も自らの知識・技能について研鑽し続ける態度を身につけている。

自らの修得した科学的な知識を広く伝え教育することで、次世代を担う人材を育成する意欲を持つ。



 

 

 

 

 

 

  

根拠資料

CPを（再）検討した直近の会議

令和３年度第４回教務FD委員会（９月１４日）

令和３年度第８回薬学部教授会（１０月１１日）

令和３年度第12回名古屋市立大学教育研究審議会（２月２８日）

訪問時１６

訪問時１７

訪問時１８

CPの検証

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度は第

6回教務FD委員会（2月7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16回薬学部

教授会（2月24日）で検討したが、変更事項はなかった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

三つのポリシーの一貫性・整合性

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度は第

6回教務FD委員会（2月7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16回薬学部

教授会（2月24日）で検討したが、変更事項はなかった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

教職員・学生への周知方法

教職員・学生全員に配布する履修要項に収載している。全学ホームページ「教

育情報の公表」、および、薬学部ホームページ「人材養成の目標」の概要の「三

つのポリシー」のページに掲載している。

資料３, p16、

資料１０、資料１４

社会への公表状況
全学ホームページ「教育情報の公表」、および、薬学部ホームページ「人材養成

の目標」の概要の「三つのポリシー（AP・CP・DP）」のページに掲載している。
資料１０、資料１４

（表 １-2-2-2）　生命薬科学科三つのポリシー　/　カリキュラム・ポリシー

【薬学部共通カリキュラム・ポリシー】

・豊かな教養および人間性と国際性を育むため、幅広い教養教育を実施します。

・学生が自らの将来を明確に意識して学ぶことができるよう、早期体験科目や学外施設見学の機会を提供します。

・自然科学の基礎から薬学専門科目まで着実に身につけることができるよう、基礎薬学科目を段階的・系統的に配置します。

・科学的思考に立脚した問題発見能力および問題解決能力を醸成させるために、卒業研究実習を実施します。

【薬学部生命薬科学科カリキュラム・ポリシー】

・課程編成

1年次では、薬学人としての素養の修得を図り、薬学の概略や生物・物理・化学の基礎を身につけるための科目を提供します (薬

学概論、基礎生物化学等)。また、生命薬科学研究への導入教育として医薬品およびその研究・開発等についての見聞を広め、

少人数グループに分かれて論理的思考、ディスカッション、調査、プレゼンテーション等を体験し基礎能力を修得するための科目

を提供します(生命薬科学研究入門)。

2年次から3年次前期では、薬学に関する基礎知識の底上げを図るとともに(薬学概論等)、薬学専門科目の体系的な修得を進

め、さらに各講義科目と連携して、実験技能の修得のための実習科目を提供します(物理系、化学系、生物系、医療機能系の各

実習)。

3年次後期では、2年次までに学んだ薬学の基礎的知識を土台として、より専門的な科目を学ぶとともに、各自の興味に応じて高

度で専門的な科目を履修して、研究につながる知識・技能の幅を広げるため、多数の生命薬科学系専門科目(有機金属化学、コ

ロイド・高分子化学等)を提供します。また、研究成果発表能力の醸成を目的とし、プレゼンテーション演習科目を提供します。

3年次後期から4年次の卒業までの期間、それぞれの研究室で個別の指導・教育を受けることで、研究能力・問題解決能力の修

得を目指す機会を設けるため、卒業研究実習を提供します。

- 実践

専門科目を個々に単体で独立した科目として学ぶのではなく、実習科目も含めて、各領域(物理系、化学系、生物系、医療機能

系等)の科目が連携するカリキュラムを編成し、総合的な学修を進める環境を提供します。

学生の理解度を適切に把握してフィードバックすることで、理解度を深めるため、教員からの一方向の教授による講義形式だけ

でなく、双方向型授業(クリッカーシステム等)、小グループ討論による課題解決型授業(PBL)等を提供します。

3年次から研究室に所属することで、各教員の直接的な指導のもと、学生が主体的に調査、分析、実験等の研究を行える能力、

また自ら問題解決を図る能力を育む機会を提供します。

生命薬科学科の卒業生でもあり、研究者の先輩でもある大学院生が多く在籍する研究室環境で卒業研究実習を履修すること

で、研究の進め方や実験手技、プレゼンテーション力など教員以外からも学びながら成長できる環境を提供します。

- 学修成果の評価方法

基礎知識および実践知識の評価は、講義科目の成績（定期試験、またはこれに小テストやレポートを加味したもの）をもとに行い

ます。実験技能の評価は、実習科目の成績（実習受講態度、レポート、確認試験）をもとに行います。問題解決能力の評価は、

演習科目および卒業研究実習をもとに行います。研究能力の評価は、卒業研究実習（各研究室における発表会および卒業論

文）をもとに行います。

関連事項



 

 

 

  

根拠資料

APを（再）検討した直近の会議

令和３年度第４回教務FD委員会（９月１４日）

令和３年度第８回薬学部教授会（１０月１１日）

令和３年度第９回入学試験委員会（全学）（３月７日）

令和4年度第2回名古屋市立大学教育研究審議会（4月1８日）

訪問時１６

訪問時１７

訪問時１９

訪問時２０

APの検証

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度は第6回教務FD委員会（2月

7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16回薬学部教授会（2月24日）で検討したが、変更事項はな

かった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

三つのポリシーの一貫性・整合性

年度末の教務FD委員会および薬学部教授会で検証している。令和４年度は第6回教務FD委員会（2月

7日）、第7回教務FD委員会（2月20日）と第16回薬学部教授会（2月24日）で検討したが、変更事項はな

かった。

訪問時１−１

訪問時１−２

訪問時１−３

教職員・学生への周知方法
高校生向けパンフレットおよび学生募集要項に記載している。全学ホームページ「教育情報の公表」、

および、薬学部ホームページ「人材養成の目標」の概要の「三つのポリシー」のページに掲載している。

資料１ p1-p2

資料１０、資料１４

社会への公表状況

高校生向けパンフレットおよび学生募集要項に記載している。名古屋市立大学ホームページ「入試情

報」、および、薬学部ホームページ「人材養成の目標」の概要の「三つのポリシー」のページに掲載して

いる。

資料１ p1-p2、資料８−２ p3、資料８−３ p2-

p3、

資料８−４ p4-p5、資料８−５ p2-p3、

資料１０、資料１３、資料１４

（表 １-2-4-2）　生命薬科学科三つのポリシー / アドミッション・ポリシー

【名古屋市立大学　学士課程共通　アドミッション・ポリシー】

名古屋市立大学では、各学部がその理念と目的に応じて、入学者選抜試験における教科・科目を設定しており、明確な目的意識と勉学への強い意欲を持ち、大学の教育

に関する目的を理解し、次のような資質を有する多様な学生を求めます。

・十分な基礎学力とそれに裏打ちされた知識・技能

・自ら課題を発見・解決し、それを伝える思考力・判断力・表現力

・主体性を持ち、幅広い視野で多様な人々と協働して学ぶ態度

・豊かな人間性と、地域や社会で活躍できる適性

【薬学部生命薬科学科アドミッションポリシー】

理念・目的・教育目標

薬学は、様々な基礎科学を薬に関して総合し、医療への応用を目指す学問です。医療に不可欠な学問である薬学を志す人は、薬を通じて人類の健康と福祉の発展に貢献

することが求められています。これを踏まえ、薬学部では生命薬科学科と薬学科を設置し、薬の創製・生産・臨床応用・適正管理・適正使用のための基礎知識と創造力・研

究能力を有し、世界に羽ばたける多彩な薬のスペシャリストを社会に送り出すことを目指しています。本学部では次のような人を求め、入学を歓迎します。

求める学生像

本学部では次のような人を求め、入学を歓迎します。

ー　学部共通　ー

薬学への強い意欲と探究心を持った人

科学としての薬学に強い学習意欲と探究心を有している人を求めます。

・医療・薬学への使命感と倫理観を持った人

　薬のスペシャリストとして医療現場での薬剤師活動、医薬品の研究開発、行政などを通じて、人類の健康と福祉の発展に貢献するという使命感と倫理観を持てる人を求め

ます。

・科学を中心とする幅広い学力を有する人

　薬学は自然科学の応用分野で、理科系の学力を重視します。しかし、薬剤師や薬学分野の研究者・技術者には、社会科学や人文社会学をも含む幅広い学問知識と教養

が必要です。そのため、文科系科目に関しても基礎的な知識を有する人を求めます。

・国際的な視野とコミュニケーション能力を持てる人

　医薬品研究開発や医療人としての活動において、国際的なレベルでの連携が不可欠な時代となっています。将来、国際的な視野で考え、コミュニケーションを円滑に取

り、行動できる能力の獲得を目指し、そのための努力を継続できる人を求めます。

・大学院への進学意欲を持つ人

　卒業後は大学院に進学して創薬・生命科学、臨床薬学の進歩に貢献しようとする強い意欲を持った人を求めます。

ー　生命薬科学科のみ　ー

・生命科学としての薬学への向学心を有する人

将来、基礎薬学研究や医薬品開発等を通じて、科学者として人類の健康と福祉の発展に貢献しようという情熱を有する人を求めます。

修得しておくべき知識等の内容・水準（学部共通）

薬学部では、両学科とも広範で多様な学問分野を総合的に学習する。また、どのような分野で活躍するにしても、語学力(国語,英語)が必要とされる。したがって、薬学部で

の学修を実り多いものとするために、入学までに、化学、物理学、生物学、数学、語学の基礎学力をつけておくことが必要である。さらに、部活やボランティアなど、様々な活

動に積極的に取り組むことで、表現力やコミュニケーション能力のほか、幅広い視野と高い倫理観、そして豊かな人間性を育むことが望ましい。

【選抜方法】

志望する学科で必要な幅広い知識、思考力、学習意欲、探究心、倫理観を有する学生を、以下の方法により選抜する。

学校推薦型選抜Ａ

高等学校卒業レベルの基礎学力を持ち、薬学を学ぶ上で重要な科目への高い理解力と応用力を有し、意欲的で協調性に富み行動力に溢れる学生を選抜する。

調査書、志願理由書および面接試験では、理解力や判断力とともに、人間性、倫理観、協調性、向学心を評価する。

小論文試験では、化学の基礎知識、文章やデータを読み解く力、論理的思考力、英語力を評価する。

学校推薦型選抜Ｂ

高等学校卒業レベルの基礎学力を持ち、薬学を学ぶ上で重要な科目への高い理解力と応用力を有し、意欲的で協調性に富み行動力に溢れる学生を選抜する。

大学入学共通テストでは、5教科7科目の試験を課し、基礎学力を評価する。

調査書、志願理由書および面接試験では、理解力や判断力とともに、人間性、倫理観、協調性、向学心を評価する。

一般選抜

高等学校卒業程度の基礎学力を身につけ、特に数学、化学、英語について高い水準の学力がある学生を選抜する。

大学入学共通テストでは、5教科7科目の幅広い基礎学力をはかる。

個別学力検査では、数学、化学、英語を課し、理解力や応用力などを評価する。

私費外国人留学生選抜

日本語で講義・実習を遂行できる程度の日本語能力を有し、数学、化学、英語について充分な水準の学力がある学生を選抜する。

日本留学試験では、日本語、数学、理科（化学を必須とする）の基礎学力をはかる。

TOEICによって、英語力をはかる。

個別学力検査（面接試験）では、理解力や判断力とともに、人間性、倫理観、協調性、向学心を評価する。

関連事項



 

 

 

【基準 １-３】 

教育研究上の目的及び三つの方針が定期的に検証されていること。 

注釈：「検証」は、医療を取り巻く環境や薬剤師に対する社会のニーズの変化を調査した結果等

を踏まえて行うこと。 

 

［現状］ 

 本学では、三つの方針の改定には全学の教育研究審議会における議論と承認が必要である。

現在の本学薬学科の三つの方針のうち、DPと CPは、2021（令和 3）年 9月 14日の令和 3年度

第 4 回薬学部教務 FD 委員会（訪問時１６）、2021（令和 3）年 10月 11 日の令和 3年度第 8 回

薬学部教授会（訪問時１７）で審議・承認され、その後、2022（令和 4）年 2月 28日の令和 3

年度第 12回教育研究審議会で決定された（訪問時１８）。これは、DPについては変更せず、CP

にあった従来の「成績評価」に代えて、「学修成果の評価方法」を記載することにしたものであ

る。AP については、直近では、令和 3 年度第 4 回薬学部教務 FD 委員会（訪問時１６）、2021

（令和 3）年 10月 11 日の令和 3年度第 8 回薬学部教授会（訪問時１７）、2022（令和 4）年 3

月 7 日の令和 3 年度第 9 回入学試験委員会（訪問時１９）にて議論され、2022（令和 4）年 4

月 18日令和 4年度第 2回教育研究審議会にて承認された（訪問時２０）。これは、AP前文とし

て「理念・目的・教育」目標を追加することと、各選抜方法における評価方法と選抜方法を記

載することに関するものである。 

 三つの方針の検証と見直しについては、全学教育機構または全学入試委員会からの要請また

はアドバイス、全国的な制度の改革や変更、入試結果や近隣高校における調査結果などに応じ

て、本学部教務 FD 委員会及び薬学部教授会で議論されている。改定などの必要性が認められ

た場合は、薬学部教授会及び全学入試委員会（主に AP）における議を経て改定案が作成され、

最終的には教育研究審議会において承認される。2022（令和 4）年度は、第 6回教務 FD委員会

（2月 7日）（訪問時１−１)、第 7回教務 FD委員会（2月 20日）（訪問時１−２）、第 16回薬学

部教授会（2月 24日）（訪問時１−３）で検討したが、変更事項はなかった 

 今後、2023（令和 5）年 2月 28日に発表された新しいモデル・コア・カリキュラムに基づき、

2023（令和 5）年度には、三つの方針の検討と見直しを行い、必要な改定を行っていく予定で

ある。 

 

[教育研究上の目的と三つの方針に対する点検・評価］ 

 本学薬学科の教育研究上の目的と人材の養成の目的は、大学と学部の理念及び薬剤師養成教

育の使命を踏まえたものとなっている。三つの方針に関しては、高校教育と大学入試制度の変

化、薬剤師及びチーム医療に対する社会のニーズ、設置母体である名古屋市の要請等を適確に

反映したものとなるように定期的に検証し、改訂してきている。これらの情報は、ホームペー

ジ、大学パンフレット、履修要項、新入生ガイダンスを通じて、広く社会及び在学生に周知し

ている。以上より、【基準 1-1】に十分に適合している。 



 

 

 

 三つの方針は、教育研究上の目的と人材の養成の目的に基づき、一貫性・整合性のあるもの

として策定されている。医療・福祉・行政を取り巻く環境、及び、薬剤師に対する社会（地方

公共団体を含む）のニーズに対応して三つの方針を検証し、見直すための組織が構築され、定

期的に検討されている。三つの方針は、大学及び学部のホームページ、パンフレット、学生募

集要項などを通じて広く社会及び在学生に対して周知している。新任教員には、新任教員研修

会において周知している。以上より、【基準 1-2】に十分に適合している。 

 本学部教務 FD 委員会と自己点検・評価委員会、及び全学の教育研究審議会において、教育

研究上の目的と三つの方針は定期的に検証されており、修正が必要な場合は本学部教務 FD 委

員会での素案作成及び本学部教授会での審議を経て改訂している。三つの方針うち AP につい

ては、さらに全学の入試委員会での議を経ている。いずれも最終的には全学教育研究審議会で

の承認を得ている。以上より、【基準 1-3】に十分に適合している。 

 

＜優れた点＞ 

 特になし。 

 

＜改善を要する点＞ 

１．学則で定められた薬学部の「教育研究上の目的」が、履修要項に記載されていないので、

記載されるべきである。 

 

［改善計画］ 

１．「教育研究上の目的」教育研究上の目的は、令和５年度発行の履修要項に記載する。 

 

＜基準１についての評価＞ 

改善計画に基づき、令和 5年度の履修要項から、「教育研究上の目的」記載を追加した。 

  



 

 

 

２ 内部質保証 

 

【基準 ２-１】 

教育研究上の目的及び三つの方針に基づく教育研究活動について、自己点検・評価が適切

に行われていること。 

 

【観点 2-1-1 】自己点検・評価が組織的かつ計画的に行われていること。 

注釈：必要に応じて外部委員又は当該学部の６年制課程の卒業生を含むこと。また、本機構の

評価を受審する時だけでなく、計画的に実施されていること。 

【観点 2-1-2 】自己点検・評価は、教育研究活動に対する質的・量的な解析に基づいていること。 

注釈：「質的・量的な解析」の例示。 

・ 学習ポートフォリオ等を活用した学習達成度 

・ 卒業の認定に関する方針に掲げた学修成果の達成度 

・ 在籍（留年・休学・退学等）及び卒業状況（入学者に対する標準修業年限内の卒業者

の割合等）の入学年次別分析等 

【観点 2-1-3 】自己点検・評価の結果がホームページ等で公表されていること。 

 

［現状］ 

 薬学部・薬学研究科（以下、本学部、と呼ぶ）に自己点検・評価委員会を組織し、教育研究

活動について毎年計画的に「教員業績評価」を実施し、同じ職位の教員間で結果を共有するこ

とで、各教員の自己点検と評価を行っている（資料１５、訪問時２１ 2021 年度実績報告書 

ひな型）。また、１年間の教育研究活動に基づいて「自己点検・評価報告書」を作成し、各年度

の教育研究活動の概要を公表している（資料１６）。【観点 2-1-1 】 

 教員業績評価においては、前年度の研究教育活動について各教員が教育実施の状況や研究活

動の実績、研究費の獲得状況、社会貢献活動の状況、運営業務への貢献等について定型の実績

報告書（訪問時２１）を作成し、自己点検・評価委員会において数値化・評価している。評価

結果は職位ごとに共有し、各自の活動結果と評価を確認し次年度の活動の参考としている。こ

れと並行して、研究と社会貢献活動に関する実績を取りまとめ「自己点検・評価報告書」とし

て毎年公開している。自己点検・評価の過程では、外部委員や 6年制課程薬学科卒業生は関与

していないが、卒業生から教育体制に対する意見を卒業時アンケートとして聴取し、内容を学

部内で共有している（資料１７）。【観点 2-1-1 】【観点 2-1-3 】 

 教育研究活動の目標達成度評価に関して、１年次から５年次まで学習活動に関して、学生は

学習ポートフォリオを作成しており、毎年学生自身の学習目標を設定することにより学生ごと

の学習達成度を自己点検できる仕組みを取り入れている（資料１８）。 なお、本学における

「学習ポートフォリオ（または単にポートフォリオと記載）」とは、学生が学習目標を設定し、

その学習目標に向かって学習の成果を継続的に記録するものであり、本学では年度毎の目標設



 

 

 

定と記録を１冊のバインダーファイルとして学生自身が作成・記録・管理しているものである。

入学時から、学習目標を各自設定し、その成果を記録することで、各自の学習状況を振り返り、

さらに有効な学習を考察して成長につなげることを目指しており、また学習ポートフォリオの

記録を教員が定期的に確認する中で学生への形成的評価を行い、学習の到達度も確認する目的

も兼ねている。本学では、実務実習で作成する学習ポートフォリオまで引き続いて作成してお

り、学生は学習記録を継続的に振り返ることで自己評価を行い、教員には学生の総合的な能力

や人間性を含めた成長を評価する指標となる。 

 このポートフォリオは、チューター教員（入学時に指名され、研究室配属されるまでの期間、

一貫して指導や相談を担当する（資料４−１ p25、資料１９）がチェックし、学生に対して適宜

コメントを伝えている。卒業研究に関する目標達成度はルーブリック型の評価表（資料２０）

を活用し４年次〜６年次に毎年行っており、学生及び教員が研究における達成度を確認する基

礎となっている。さらに各学期に授業アンケートを実施している（資料２１、訪問時１３ 学

生による授業アンケート結果）。ここでは、学生自身の学習振り返りの設問と授業内容に関す

る設問の両方が設定され、学生は個別科目の自身の学習について自己分析（質的解析）を行う

機会を得るとともに、教員に対して改善点の指摘（質的フィードバック）を行っている（訪問

時１４ 学生アンケートを踏まえた授業自己点検報告書）。教員同士による相互評価（質的評

価）に関して、研究授業と称して他教員の講義に出席し教育について研修するとともに、講義

担当教員へのフィードバックを作成し、年度ごとに相互点検・評価している（資料２２）。その

実施状況は全学教育機構へ報告している（資料２３）。これらの教育評価活動について、進級

率・卒業率の観点から量的な分析を行うと、入学者の多くは設定されたカリキュラム通りに進

級・卒業していることから、適正な範囲で教育を実施できていると考えられる（基礎資料 3-2）。

【観点 2-1-2 】 

 一方で、教員の教育研究活動にかかる自己点検・評価について、教育及び研究に関する活動

詳細の点検・評価は実施しているものの（資料１５、資料１６）、評価部分に関する公表資料へ

の記載は十分とは言い難い。また、自己点検・評価の客観的解析手段としての外部委員や卒業

生の参画には改善の余地がある。学習ポートフォリオの達成目標の設定がディプロマ・ポリシ

ーで求める学修目標を完全には包含できていない。学生の卒業率においてはストレート卒業率

の低下傾向が見られるため、推移を注視し、状況に応じて対策が必要である（基礎資料 3-3）。 

 以上のように、一部に不完全な体制があるものの、教育研究上の目的及び三つの方針に基づ

く教育研究活動について、自己点検・評価が概ね適切に実施されている。 

 

  



 

 

 

【基準 ２-２】 

教育研究活動の改善が、自己点検・評価結果等に基づいて適切に行われていること。 

注釈：「自己点検・評価結果等」の「等」とは、行政機関、認証評価機関からの指摘事項を含む。

また、自己点検・評価の結果等を教育研究活動に反映する体制が整備されていること。 

［現状］ 

 自己点検・評価の一環として「教員業績評価」を実施し、同じ職位の教員間で結果を共有す

ることで、各教員が教育研究活動を質的・量的に解析し、自主的に改善を行うモチベーション

としている（資料１５）。さらに本学部独自の教員表彰制度を設け、「教員業績評価」に基づい

て研究教育活動の活性化に寄与した教員を表彰することで、全ての教員の教育研究活動の改善

を促している（資料２４)。また、本学部の全教員の教員業績評価結果に基づいて、自己点検・

評価に関する基準や運用の見直しを自己点検・評価委員会で年度ごとに議論している（訪問時

１−４ 自己点検・評価委員会議事録）。 

 学生が回答する授業アンケートにより、学生から授業担当教員へのフィードバックが行われ

ており、その内容をもとに自己点検・評価を行って教員コメントを作成・共有することで教育

研究活動の改善を図っている（訪問時１４ 学生アンケートを踏まえた授業自己点検報告書）。 

 本学部内での自己点検・評価の解析に基づいた改善に加え、日本高等教育評価機構による認

証評価受審にともなう三つの方針及び教育内容の見直し・改善も、自己点検・評価委員会を中

心に実施している（指摘に応じて対応）。直近では 2022（令和 4）年度に大学認証評価が実施さ

れ、その正式結果は本自己点検・評価書提出時点では通知されていないが、速報版においては

薬学部の学部教育についての指摘事項はなかったので、大きな問題はないと認識している（資

料２５）。 

 第 1期薬学教育評価において、改善すべき点（６）として「自己点検・評価の意義を全教員

が再認識し、その結果を教育研究活動の改善に反映できる体制作りが必要である」との指摘が

あった（資料２６, p10）。この点について、薬学教育評価委員会を設置し、教育研究評価に関

係する委員会と連携・調整することで、上述の「教員業績評価」など学部全体で自己点検・評

価結果を薬学教育研究改善に活かす体制を整備し運用している（資料２６, p10、表 2-2-1、訪

問時２２ 薬学部・薬学研究科 各種委員リスト）。薬学教育評価委員会は各委員会における教

育体制・内容・評価を集約することで俯瞰的に内部質保証の確認を行う役割を担っている。2022

（令和 4）年度については、「薬学教育評価受審準備会議」として会議を行い、内部質保証と薬

学教育の評価全般について見直した（訪問時１−５ 自己点検・評価委員会議事録）。 

 以上のように、教育研究活動の改善が自己点検・評価結果等に基づいて適切に行われている。 

 

［内部質保証に対する点検・評価］ 

 自己点検・評価委員会を組織し、毎年計画的に「教員業績評価」を実施し、同じ職位の教員

間で結果を共有することで、自己点検と評価を行っている。また、１年間の教育研究活動に基

づいて「自己点検・評価報告書」を作成し、その概要を公表している。学生の学習への取り組



 

 

 

みについては、１年次から５年次までの学習活動について学習ポートフォリオを作成し、毎年、

学生自身の目標を設定することにより、学生ごとの学修達成度を自己点検できる仕組みを取り

入れている。このポートフォリオは、チューター教員がチェックし、適宜コメントを学生に伝

えている。卒業研究については、ルーブリック型の評価表を活用して、４年次〜６年次に毎年

評価を行っており、学生及び教員の研究に関する達成度確認の基礎となっている。さらに各学

期に授業アンケート（学生自身の学習振り返りと授業への評価）を実施しており、学生自身の

学修について自己分析（質的解析）を行うとともに、教員に対して改善点の指摘（質的フィー

ドバック）を行っている。教員同士による質的評価に関して、研究授業と称して他教員の講義

に出席し教育について研修するとともに講義担当教員へのフィードバックを作成し、年度ごと

に相互点検・評価している。以上より、【基準 2-1】及び【基準 2-2】におおむね適合している

が、教育研究活動の評価結果に関する記載を充実させることと、外部委員や卒業生の参画につ

いては改善すべきである。 

 

＜優れた点＞ 

１．学習ポートフォリオを用いて、学修達成度と成長を絶えずチェックするシステムがある。 

２．卒業研究について、ルーブリック型の評価表を用いて、複数教員で定量的な評価を実践し

ている。 

＜改善を要する点＞ 

１．自己点検・評価報告書において、教育研究活動の評価結果に関する記載が十分とは言い難

い。 

２．自己点検・評価の客観的解析手段としての外部委員や卒業生の参画が十分とは言い難い。 

３．学習ポートフォリオの達成目標の設定が、ディプロマ・ポリシーで求める学修目標を完全

には包含できていない。 

［改善計画］ 

１．自己点検・評価報告書に教育研究活動の評価結果総括を記載する。 

２．自己点検・評価における外部委員に対し、評価結果概要について定期的に総評を求める。 

３．学習ポートフォリオの達成目標の設定時に、ディプロマ・ポリシーの学修目標との関連を

記載させる。 

 

＜基準２についての評価＞ 

１．従来、業績一覧などの年報形式だった自己点検・評価書を、薬学教育評価時に提出した評

価書と同様の書式を第１部として、業績一覧を第２部とする形式に 2024 年度の報告書より改

変した。 

２．2025年度報告書より、外部委員の総評を求め、その点を含めることとした。 

３．ポートフォリオの学修目標設定時に、学生に対して、ディプロマ・ポリシーを提示するよ

うにした。 



 

 

 

委員会等の名称 構成員 根拠資料

薬学教育評価委員会

副研究科長(教育担当)、薬学部長、学生生活委員(1名)、実務

家教員(1名)、教授(1名)、外部評価委員(3名)、オブザーバー

(自己点検・評価委員2名)

訪問時１−３

薬学部自己点検・評価委員会
副研究科長(評価担当)、薬学部長、副研究科長(2名)、学生生

活委員(1名)、教授(1名)
訪問時１−５

教務FD委員会 教務委員長、各研究室委員 訪問時２３

（表 ２-２-１）　PDCAサイクルによる改善を実施する体制

学生の成長

学習ポート フォリ オ
年間計画

Plan

Do

Check

Action

学習ポート フォリオ
振り返り

学習・ 研究の実践

卒業研究目標達成度確認

学習方法・ 態度の
改善

教員の成長

Plan

Do

Check

Action講義・ 実習・
研究指導の実践

研究授業(FD)参加

薬学研究科
自己点検・ 評価委員会

教員業績評価

授業アンケート

自己点検・ 評価報告書

研究授業(FD)相互コメ ント

研究授業相互コメ ント (改善と計画)

授業アンケート
教員コメ ント (改善と計画)

薬学部
教務FD委員会

薬学部
教務FD委員会

薬学教育
評価委員会

学生学習状況・
教員FD状況の
集約と改善

教授会

評価・ 改善の承認

学内公開

学部内共有

一般公開

全学教育機構会議

自己点検・ 評価委員会(全学)

職員参画

職員参画

表2-2-1補足図：PDCAサイクルによる改善を実施する体制に掛かる委員会と学生・教員の成長との関係図



 

 

 

３ 薬学教育カリキュラム 

 

（３－１）教育課程の編成 

 

【基準 ３-１-１】 

薬学教育カリキュラムが、教育課程の編成及び実施に関する方針に基づいて構築されて

いること。 

 

【観点 3-1-1-1 】教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、薬学教育カリキュラムが以下

の内容を含み体系的に整理され、効果的に編成されていること。 

⚫ 教養教育 

⚫ 語学教育 

⚫ 人の行動と心理に関する教育 

⚫ 薬学教育モデル・コアカリキュラム平成 25 年度改訂版の各項目（基本事項・薬学

と社会・薬学基礎・衛生薬学・医療薬学・薬学臨床・薬学研究） 

⚫ 大学独自の教育 

⚫ 問題発見・問題解決能力の醸成のための教育 

注釈：薬学教育カリキュラムの体系性及び科目の順次性が、カリキュラム・ツリー等を用いて

明示されていること。 

注釈：語学教育には、医療の進歩・変革に対応し、医療現場で活用できる語学力を身につける

教育を含む。 

【観点 3-1-1-2 】薬学教育カリキュラムが、薬学共用試験や薬剤師国家試験の合格率の向上のみ

を目指した編成になっていないこと。 

【観点 3-1-1-3 】教育課程及びその内容、方法の適切性について検証され、その結果に基づき必

要に応じて改善・向上が図られていること。 

 

［現状］ 

 本学薬学科の教育課程は、教養教育と薬学専門教育からなる。卒業のための最低修得単位数

は教養教育科目が 39単位（資料３ p52）、薬学専門教育科目が 149単位（資料３ p55）の、合

計 188単位である。これは大学設置基準が定める 6 年制課程の卒業要件である 186単位を上回

っている。入学者がディプロマ・ポリシー（DP）（資料３ p22）に明示されている能力を修得で

きるように、カリキュラム・ポリシー（CP）（資料３ p16-17）に基づいて、薬学教育カリキュ

ラムを体系的かつ効果的に編成している（基礎資料１、資料１ p14-20、資料３ p20-21）。以下

に、教養教育、語学教育、人の行動と心理に関する教育、薬学教育モデル・コアカリキュラム

平成 25年度改訂版の各項目（基本事項・薬学と社会・薬学基礎・衛生薬学・医療薬学・薬学臨

床・薬学研究）、大学独自の教育、問題発見・問題解決能力の醸成のための教育について、本学



 

 

 

の実施状況を記載する。【観点 3-1-1-1】 

 

（1）教養教育 

 名古屋市立大学は 7 学部（薬、医、看護、経済、人文社会、芸術工、総合生命理。なお 2023

（令和 5）年度からデータサイエンス学部が加わる。）からなる総合大学であり、教養教育の運

営は全学組織である高等教育院が担っている（資料２７）。教養教育の講義・実習・演習は全学

体制で行われており、高等教育院の下部組織である教養教育運営委員会が実務を担当し、本学

部からも委員が参加している（資料２８）。本学の教養教育の教育目標は表 3-1-1-1 のように

明示されている（資料２９ p1）。 

 

表 3-1-1-1 教養教育の教育目標 

１ 教養教育では、学生が社会の一員としての自己のあり方を認識し、自らよりよく生きる

生き方を探求し、あわせて社会全体の幸福の実現にむけて貢献できるような人間形成をはか

るとともに、専門教育への確かな土台を築くことを目標とする。 

２ 大学が目標に掲げる〈持続可能な共生社会〉〈健康と福祉の向上〉〈次世代育成支援〉〈地

球環境の保全と社会環境の整備発展〉の実現に寄与する科目を修得させることによって、地

域社会および国際社会に貢献することができる人材を育成する。 

 

 教養教育については、CPで明示している「豊かな教養および人間性と国際性を育むため、幅

広い教養教育を実施します」に沿い、また DP で明示している「医療人としての基礎能力と態

度」を身につけるために、以下に述べるような、総合大学の強みを生かした幅広い学びのため

のプログラムを提供している。また、専門教育に円滑に移行できるように、基礎科目を配置し

ている。【観点 3-1-1-1】 

 1 年次前期に、薬学人（医療人）としての人間形成を意図し、学生が自らの将来を明確に意

識して学ぶことができる早期体験科目「医薬看連携地域参加型学習」（資料３０−１、資料３０

−２）を教養教育科目として設定している。また、1年次前期から専門科目として、薬学導入科

目「薬学概論Ⅰ」（資料５ pS1）と、高校における履修レベルが比較的均一な化学分野の科目で

ある「薬学有機化学Ⅰ」（資料５ pS10,S12）を配置している。高校における履修レベル差が大

きい物理・生物系科目については、1年次前期に配置した教養科目「物理学」「生物学」におい

て、大学入学共通テストでの物理または生物の受験者と非受験者を区別した科目を設定して

（資料３ p52）、履修レベル差の解消を図り、主に 1 年次後期から始まる物理・生物系専門科

目の修得に配慮している。薬学専門科目の理解に特に必要な内容については、教養科目の基礎

科目「物理学」「数学」「化学」「生物学」「自然科学実験」と連携し、段階的かつ系統的なカリ

キュラム編成を実施している。【観点 3-1-1-1】 

 

（2）語学教育 



 

 

 

 英語教育に関しては、DPで明示している「社会人・国際人としての基礎能力」を身につける

ため、教養教育としての基礎的・一般的英語から、薬学専門教育としての医療系及び薬学学術

英語へと展開し、さらに海外での実践的英語を活用した臨床薬学研修を提供することによって、

順次的かつ系統的に英語能力の向上を図っている。これにより、CPで明示されている「国際性

を育むことができる」を満たすカリキュラム編成になっている。【観点 3-1-1-1】 

 教養教育の語学教育は全学のランゲージセンター（資料３１）が運営を担当している。国際

的な標準語である英語の科目として「A：Issues in Society（英語ディスカッション、ネイテ

ィブ教員）」「B：Action in English（少人数英語ゼミ、ネイティブ教員）」「C：Core Skills in 

English（コミュニケーション英語、ネイティブ教員及び語学教員）」「D：English Through Media

（応用英語、ネイティブ教員及び語学教員）」（資料２９ p22）を設定し、英語での情報収集能

力、情報発信能力、意見交換能力、合意形成能力などの実践的なコミュニケーション力を修得

できる語学プログラムを提供している。「C：Core Skills in English（コミュニケーション英

語）」では、効率的な学習のため、入学時に本学で実施する英語力調査（TOEIC L&R IPテスト）

の結果に基づき、熟度別クラス編成を実施している。英語以外の言語については、ドイツ語、

フランス語、中国語、韓国語、スペイン語、日本手話、ポルトガル語、ロシア語、イタリア語、

アラビア語、日本語（留学生のみ）（資料２９ p23）など多様な中から選択することができる。

これらの言語の基礎を学ぶことによって、グローバル化が進む現代社会での他文化への豊かな

視点を獲得し、国際的に多様なニーズに対応できる人材育成につながると考えられる。【観点

3-1-1-1】 

薬学専門教育では、医療系英語に重点を置く「薬学英語Ⅰ」「薬学英語Ⅱ」（2年次、非常勤

講師）（資料５ pS52,S54）を提供し、医療の進歩及び変革に対応し、医療現場で活用できる語

学力を修得できる科目を設定している。加えて、薬学学術英語に重点を置く「薬学英語Ⅲ」「薬

学英語Ⅳ」（3年次、専門科目教員）（資料５ pS56,S57）を提供し、研究成果などを世界に発信

する力、及び国際的に活躍できる語学力の基礎を修得できる科目を設定している。また、海外

大学（南カリフォルニア大学薬学部などの国際交流協定校）での臨床薬学研修を通じて実践的

な英語力や国際適応能力を高めるプログラム「薬学特別演習」（6年次）（資料５ pS79、資料３

２−１）も提供している。ただし COVID-19 の影響により、海外大学での臨床薬学研修は 2020

（令和 2）～2022（令和 4）年度は実施できなかった。【観点 3-1-1-1】 

 

（3）人の行動と心理に関する教育 

 DPで明示している「社会人・国際人としての基礎能力」や「医療人としての基礎能力と態度」

を身につけるため、「医薬看連携地域参加型学習」（1 年次）（資料３０−１）、「薬学概論Ⅰ」（1

年次）（資料５ pS1）、「薬学概論Ⅱ」（2年次）（資料５ pS2）でヒューマニズム・医療倫理・コ

ミュニケーション能力・自己表現能力の基礎を講義形式（一部ディスカッション形式を含む）

で学ぶ。これは、第 1期薬学教育評価報告書の助言４にあった「ヒューマニズム教育・医療倫

理教育とコミュニケーションの基本的能力を身につけるための基礎的な教育の充実を図るこ



 

 

 

とが望ましい。」に対応したものである。次いで、「基礎薬学演習」（3年次）（資料５ pS76）と

「臨床薬学実務実習Ⅰ」（4年次）（資料５ pS95）で、上記の力を演習形式で醸成することを目

指す。最後に、臨床現場での「臨床薬学実務実習Ⅱ」（4～5年次）（資料５ pS96）と「臨床薬

学実務実習Ⅲ」（4～5年次）（資料５ pS97）において、それまでに修得した上記能力を実践で

きるようにしており、体系的かつ効果的なカリキュラム編成となっている。以上の科目は全て

必修で総単位数は 30単位（ただし、「医薬看連携地域参加型学習」は教養 2単位）である（資

料３ p2-3,52）。また、「コミュニティ・ヘルスケア基礎」（2年次）（資料５ pS103）、「コミュ

ニティ・ヘルスケア応用」（3年次）（資料５ pS104）、「コミュニティ・ヘルスケア発展」（4年

次）（資料５ pS105）、「コミュニティ・ヘルスケア実践」（5年次）（資料５ pS106）では、薬学

人教育プログラム及び関連イベントや医療職研修への参加により、患者や医療提供者の行動・

心理・立場を理解し、相互の信頼関係を構築できる能力を醸成する段階的かつ体系的なカリキ

ュラムである。【観点 3-1-1-1】 

 

（4）薬学教育モデル・コアカリキュラム平成 25年度改訂版の各項目（基本事項・薬学と社会・

薬学基礎・衛生薬学・医療薬学・薬学臨床・薬学研究） 

DPに明示している「1 薬学についての基礎能力」「2 社会人・国際人としての基礎能力」「3 

医療人としての基礎能力と態度」（資料３ p22）を身につけるため、薬学教育モデル・コアカリ

キュラムの SBO を網羅した段階的及び系統的なカリキュラム編成を実施している。すなわち、

専門教育カリキュラムマップ（基礎資料１、資料３ p20-21）に明示したように、専門科目を

個々に単体で独立した科目として学ぶのではなく、各領域（物理系、化学系、生物系、医療機

能系等）の科目が、実習・演習科目も含めて連携するカリキュラムを編成し、総合的な学習を

進める環境を提供している。シラバスには、各科目の「学修到達目標」に薬学教育モデル・コ

アカリキュラムの GIO 番号、「授業計画」に SBO番号を記載している（資料５）。薬学教育モデ

ル・コアカリキュラムと専門科目の対応表は、本学部ホームページに掲載して周知している（基

礎資料２、資料３２−２）。【観点 3-1-1-1】 

なお、第 1期薬学教育評価報告書の助言３「ディプロマポリシーが求める学習成果と履修科

目との関連を学生が理解できるように、カリキュラム・マップを履修要項に収載することが望

ましい。」に従い、カリキュラムマップを履修要項に収載した（資料３ p20-21）。 

 

（5）大学独自の教育 

薬学教育モデル・コアカリキュラム準拠の教育の進行に合わせて、大学独自の薬学専門教育

の内容を含む以下の科目を各年次で設定している（資料３３−１）。「医薬看連携地域参加型学

習」（1年次）（資料３０−１）、「薬学概論Ⅱ」（2年次）（資料５ pS2）、「薬学有機化学Ⅱ」（1年

次）（資料５ pS13）、「医薬品化学」（3年次）（資料５ pS58）、「物理系実習Ⅱ」（2年次）（資料

５ pS82）、「物理系実習Ⅲ」（2 年次）（資料５ pS83）、「化学系実習Ⅰ」（2年次）（資料５ pS84）、

「生物系実習Ⅲ」（3年次）（資料５ pS90）、「医療機能系実習Ⅲ」（3年次）（資料５ pS94）、「臨



 

 

 

床薬学実務実習Ⅰ」（4 年次）（資料５ pS95）は、全て必修科目としている。一方、発展的な内

容の「基礎薬学科目群（7科目）」（2～3年次）（資料５ pS3,S9,S21,S48-51）、「生命薬科学科目

群（8科目）」（3年次）（資料５ pS60-66）、「演習科目群（4科目）」（3・6年次）（資料５ pS73-

75,S79）、「英語科目群（4科目）」（2～3年次）（資料５ pS52,S54,S56,S57）、「コミュニティ・

ヘルスケア卒前教育科目群（4科目）」（2～5年次）（資料５ pS103-106）は選択科目とし、学生

が興味及びニーズに応じて履修できるように配慮している。薬学教育モデル・コアカリキュラ

ム外の専門科目の総単位数は 42.25単位相当（ただし、「医薬看連携地域参加型学習」は教養 2

単位）で、専門科目の修得必要単位数（149単位）の 28.4％となっており、独自科目比率の基

準（指針）30％に近い水準を確保している。薬学教育モデル・コアカリキュラム外の専門科目

の対応表を学部ホームページに掲載して周知している（資料３３−１）。【観点 3-1-1-1】 

大学独自の教育に関する代表的な科目の概要を説明する。「医薬看連携地域参加型学習」（1

年次）では、本学の医学部と看護学部の同学年生とグループを組み（典型的には薬学部 3 人、

医学部 4人、看護学部 3人の 10人）、地域の病院や離島、福祉施設などに直接出向いて課題を

探索し、それを解決する医療系学部連携の医療人教育を実施している（資料３０−１）。医学部

と看護学部を有し、しかも 3学部で様々な協力関係を築いてきた本学の最も特色のある科目の

一つである。2014（平成 26）年度からは医療系学部が連携し、さらに名古屋学院大学や名古屋

工業大学とも連携し発展した科目「コミュニティ・ヘルスケア基礎」（2年次）、「コミュニティ・

ヘルスケア応用」（3年次）、「コミュニティ・ヘルスケア発展」（4年次）、「コミュニティ・ヘル

スケア実践」（5年次）を開講している。これらの科目は、医学部・薬学部・看護学部・名古屋

市立大学病院で連携して申請し採択された文部科学省・未来医療研究人材研究養成拠点事業

（地域と育む未来医療人「なごやかモデル」）に基づくものであり、薬学教育モデル・コアカリ

キュラム外科目ではあるが、本格的な地域医療に貢献する薬剤師医療人教育として重要な科目

に位置づけている。「薬学概論Ⅱ」（2 年次）では、研究及び研究者に必要な倫理等を概説する

講義・演習や、医療に携わる者として必要な倫理やコミュニケーションの基礎を身につける演

習等を行っている。「実習科目群（5科目）」（2～3年次）は、薬学科の学生にも基礎的な実験技

術や思考力を幅広く身に着けさせることを主眼に置いたものであり、多様な独自内容を含む構

成となっている。一方で、各科目において薬学教育モデル・コアカリキュラム内容を一部含ん

でおり、薬学教育にも十分に対応した構成となっている。「生命薬科学科目群（8科目）」（3年

次）は、生命薬科学領域の発展的内容への理解も深められるような内容であり、選択（生命薬

科学）科目であるが、他学部との単位互換による選択科目の単位と合わせて合計 4単位までを

選択単位の修得必要単位数に組み入れることができる（資料３ p3）。【観点 3-1-1-1】 

 

（6）問題発見・解決能力の醸成のための教育 

1年次から 6年次までにわたって問題発見・解決能力の醸成に向けた演習及び実習科目群を

バランスよく配置し、多面的な能力を段階的に習得できるようなカリキュラムを編成している。

「医薬看連携地域参加型学習」（1 年次）（資料３０−１）、「有機化学演習」（3 年次）（資料５ 



 

 

 

pS73）、「薬学情報処理演習」（3 年次）（資料５ pS74）、「プレゼンテーション演習」（3 年次）

（資料５ pS75）、「基礎薬学演習」（3年次）（資料５ pS76）、「薬学特別演習」（6年次）（資料５ 

pS79）、「コミュニティ・ヘルスケア発展」（4年次）（資料５ pS105）、「コミュニティ・ヘルス

ケア実践」（5年次）（資料５ pS106）では、参加型学習やグループワーク、あるいは自己学習

の要素を十分に盛り込むことにより能動的な問題解決の取り組みを促すような講義内容であ

る。「基礎薬学演習」では、本学独自のシナリオを用い、学生自身の問題解決能力を養う Problem-

based learning（PBL）を実施している。各科目で設定された技能及び態度等に関わる学修到達

目標に沿って、参加態度と成果報告（報告書あるいは発表）に基づいて評価している（資料３

３−２）。加えて、CPに明示している「科学的思考に立脚した問題発見能力及び問題解決能力を

醸成させるために、卒業研究実習を実施します」に沿って、また DPに明示している「薬学につ

いての基礎能力」を身につけるために、「卒業研究実習」（4～6年次）（資料５ pS98-100）を実

施している。4 年次から研究室に所属することで、各教員の直接的な指導のもと、学生が主体

的に調査・分析・実験等の研究を行う能力、また自ら問題解決を図る能力を育む機会を提供す

る。以上の科目の単位数総計は 25 単位で、基準要件（大学設置基準における卒業要件単位数

186単位の 1/10以上である 18単位以上）を充足している。【観点 3-1-1-1】 

 

以上のように、本学の薬学教育カリキュラムは、薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠

し、CP に基づいた教養教育及び薬学専門教育に大学独自の教育なども加え、DP に明示されて

いる能力を修得できるようなカリキュラム編成を実施しており、薬学共用試験や薬剤師国家試

験の合格率の向上のみを目指したものではない。例えば、薬学共用試験が実施される 4年次後

期の開講科目は「臨床薬学実務実習Ⅰ」（資料５ pS95）を主とし、CBT対策の「薬学演習Ⅰ」

（資料５ pS77）だけである。「薬学演習Ⅰ」は 9月末～10月末の 7日間（合計 16コマ＋期末

試験）の集中講義（演習及び解説講義）で実施し、薬学専門科目の修得必要単位数 149単位の

うちの 2 単位（1.3％）である。また、本科目の過去 5 年間の履修者（2022（令和 4）年度 22

人、2021（令和 3）年度 49人、2020（令和 2）年度 38人、2019（令和元）年度 55人、2018（平

成 30）年度 61人：2022（令和 4）年度までは選択科目）の中で不合格者数は 0 人である。5年

次は、「臨床薬学実務実習Ⅱ」（資料５ pS96）と「臨床薬学実務実習Ⅲ」（資料５ pS97）以外に

開講科目はない。6年次の開講科目も薬剤師国家試験対策の「薬学演習Ⅱ」（資料５ pS78）と

海外研修の「薬学特別演習」（資料５ pS79）だけである。「薬学演習Ⅱ」は 8 月末～11月末の

4 日間（合計 15コマ＋期末試験）の集中講義（演習及び解説講義）で実施し、薬学専門科目の

修得必要単位数 149 単位のうちの 2 単位（1.3％）である。また、本科目の過去 5 年間の履修

者（2022（令和 4）年度 55人、2021（令和 3）年度 61人、2020（令和 2）年度 61人、2019（令

和元）年度 25人、2018（平成 30）年度 58人：2019（令和元）年度までは選択科目）の中で不

合格者数は 0人である。そのため、過度な試験対策等の範疇には入らない。一方、卒業研究の

ための研究室配属「卒業研究実習」（資料５ pS98-100）は 4年次から始まり、6年次の 11月中

旬の卒業研究発表会まで継続的に実施するため、卒業研究の時間は十分確保されている。 



 

 

 

【観点 3-1-1-2】 

薬学教育カリキュラムの編成や必要に応じた変更等は、教務 FD 委員会が担当している。必

要に応じてカリキュラムの改変（2020（令和 2）年度、2018（平成 30）年度、2015（平成 27）

年度）や時間割の変更（随時）を実施してきた（資料３ p2-7）。最近実施したカリキュラム改

変（2020（令和 2）年度入学生から適用）では、薬学・医学の進歩や学生のニーズ、発展的内

容やより臨床に近い内容の導入を目的として、薬理系及び医療薬学科目を中心に講義内容や開

講時期の見直しを実施し、「臨床薬理学Ⅰ」（資料５ pS31）と「臨床薬理学Ⅱ」（資料５ pS32）

を新設し、「薬理学（4科目）」（資料５ pS27-30）と「医療薬学（4科目）」（ただし、医療薬学

Ⅱ・Ⅲ・Ⅳは 2023（令和 5）年度より開講）（資料５ pS68）を再編した。また、研究活動を積

極的に実施するため、2023（令和 5）年度から研究室配属を 4 年次前期から 3 年次後期に前倒

しする。現在、新しい薬学教育モデル・コアカリキュラムに合わせた薬学教育カリキュラム改

変のための準備を開始している。【観点 3-1-1-3】 

 

[教育課程の編成に対する点検・評価] 

 本学部の教育カリキュラムは教養教育と薬学専門教育からなり、DPに掲げる資質を修得する

ため、CPに基づいて体系的に編成している。薬学専門教育カリキュラムは、現行の薬学教育モ

デル・コアカリキュラムを基盤として、CPに基づいて構築されている。特に、医学部、薬学部、

看護学部、病院を有する本学に特徴的な「医薬看連携地域参加型学習」や「コミュニティ・ヘ

ルスケア卒前教育プログラム」を学部教育に取り込み、特色ある教育を行っている。薬学共用

試験対策及び薬剤師国家試験対策に位置づけられる科目は、それぞれ１科目２単位ずつのみで

あり、薬学共用試験や薬剤師国家試験の合格率の向上のみを目指した編成にはなっていない。

また、教務 FD委員会を中心に、教育課程及びその内容、方法の適切性を検証し、その結果に基

づき必要に応じて改善・向上を実施している。以上より、基準【基準 3-1-1】に十分に適合し

ている。 

 

＜優れた点＞ 

１．薬学教育モデル・コアカリキュラムに沿った薬学教育プログラムを編成したうえで、大学

独自の科目が約 30％導入されている。 

２．医学部、薬学部、看護学部、病院を有する本学に特徴的な科目を取り込んで特色ある教育

を行っている。 

３．卒業研究実習に十分な時間が費やされている。現在の 4 年次での研究室配属を前倒しし、

2023（令和 5）年度から 3年次後期からの配属が決定している。薬学科の学生も薬剤師教育

と並行して研究活動を積極的に実施する方針である。 

  

＜改善を要する点＞ 

１．2024（令和 6）年度から適用される新しい薬学教育モデル・コア・カリキュラムに合わせ



 

 

 

て、薬学教育カリキュラムの速やかな検討と改編が必要である。 

 

［改善計画］ 

１．教務 FD委員会が中心となり、新しい薬学教育モデル・コア・カリキュラムに合わせた薬学

教育カリキュラム改編のための準備を開始している。 

 

＜基準３についての評価＞ 

新モデル・コア・カリキュラムに対応するようにカリキュラム改編を行い、2024年度入学生か

ら、改編された新カリキュラムに移行している（2029 年度まで、旧カリキュラム生が残る）。 

 

  



 

 

 

（３－２）教育課程の実施 

 

【基準 ３-２-１】 

教育課程の編成及び実施に関する方針に基づいた教育が適切に行われていること。 

 

【観点 3—2-1-1 】学習目標の達成に適した学習方略が用いられていること。 

注釈：例えば薬学研究では、必修単位化、十分な研究期間の設定、研究論文の作成、研究成果

の医療や薬学における位置づけの考察、研究発表会が行われていること。 

【観点 3-2-1-2 】薬学臨床における実務実習が「薬学実務実習に関するガイドライン」を踏まえ

て適切に行われていること。 

【観点 3-2-1-3 】学生の資質・能力の向上に資する学習・教授・評価方法を開発していることが

望ましい。 

注釈：「資質・能力の向上に資する学習・教授・評価方法」には、主体的・対話的で深い学び（ア

クティブラーニング）やパフォーマンス評価を含む。 

 

［現状］ 

各教員がシラバスを作成する際に、各科目における授業の目的・目標と学習到達目標を設定

し、学習到達目標について箇条書きで「知識、技能、態度」に関する目標を GIOに沿って設定

している（資料５）。DP に明示されている能力（資料３ p22）を修得するために、講義科目 104

単位（必修 75 単位、選択 21 単位、選択（生命薬科学）8 単位）に加えて、実習科目 58 単位

（必修 50 単位、選択 8 単位）、演習科目 11 単位（必修 6 単位、選択 5 単位）を設定し、薬学

教育モデル・コアカリキュラムで示された知識を修得する項目を講義科目で、態度及び技能を

修得する項目を実習科目で、問題解決能力や論理的思考の育成を演習科目として、段階的及び

系統的に学習を積み上げていけるようにバランスよく配置している（資料３ p20-21）。学習方

略に特徴を有する科目の概要を以下に紹介する。【観点 3—2-1-1 】 

 「医薬看連携地域参加型学習」（1 年次、資料３０−１）では、学習効果を高め、理解度を深

める方略として KJ 法、グループ討論、ワークショップ形式によるプロダクト作成や発表等を

導入している。また、薬学人としての素養を図るため、サリドマイドなどの薬害被害者本人に

よる講義を実施し、学生が「薬害」を肌で感じる学習を通じて、ヒューマニズムや医療倫理教

育及び医療安全に関わる機会を提供している。さらに、医療現場や地域包括ケアの見学を医学

部や看護学部の学生とともに早期に体験することによって、学生が自ら将来を明確に意識して

学び、また他の医療系職種と緊密な連携を図れるようなコミュニケーション能力の育成に資す

る。【観点 3-2-1-3 】 

 「基礎薬学演習」（3年次）（資料５ pS76）では、学生を少人数に分け、本学独自のシナリオ

を用いたグループディスカッションを行い、学生自身の問題解決能力を養う PBLを実施してい

る。シナリオでは、「薬局開設」「医療倫理」「症例検討」「副作用モニタリング」等について議



 

 

 

論し、薬学生としてのモチベーションを高めるとともに、高学年時に行われる実務実習事前学

習、病院・保険薬局実習に向けた準備を行っている。また、ヒューマニズムや医療倫理に関わ

る PBL課題も提供している。さらに、講義の一部として、本学東海薬剤師生涯学習センター講

座と連携し、薬剤師と協働で PBLを実施する（学生 4～6名と薬剤師 1～3名で 1グループ）こ

とで、学生だけでの PBLでは導きだせなかった現実的な解決法や新しい観点による解決法など

を学習することができ、また生涯研鑚についての学習機会も提供する。 

 「医療薬学 4科目（医療薬学Ⅰ：臨床検査・フィジカルアセスメントなど、医療薬学Ⅱ：小

児・産婦人科・腎臓尿路・骨代謝・皮膚・内分泌代謝・悪性疾患など、医療薬学Ⅲ：専門薬剤

師・チーム医療など、医療薬学Ⅳ：個別化医療・治療薬物モニタリングなど）」（以前の「臨床

薬学 6 科目」、「医療薬学Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」は 2023（令和 5）年度より開講）（3～4 年次）（資料５ 

pS68、資料３３−３）では、それまでに修得した基礎薬学科目の学習を基盤として、さらに臨床

へ応用するための講義科目であり、医師免許を持つ教授（病院での外来診療を現在も担当して

いる）が監修のもとで、基礎薬学教員、実務家教員、医師教員、病院薬剤師が講義を実施する。

「臨床薬学Ⅴ」（2022（令和 4）年度まで・以降「漢方薬物治療学」に変更）（資料５ pS24）で

も開業医を非常勤講師として招聘している。基礎薬学科目と医療薬学科目の連携により、基礎

と臨床の知見を相互に関連づけられるような一連の科目編成となっている。 

 「コミュニティ・ヘルスケア卒前教育科目群（4科目）」（2～5年次）（資料５ pS103-106）で

は、名古屋市立大学病院や調剤薬局などの医療現場で直接医療関係者とのコミュニケーション

を体験することでチーム医療の重要性を学ぶ。医師･薬剤師・看護師・理学療法士・栄養士・ソ

ーシャルワーカーなど地域医療・介護で実際に活躍する講師による講義の受講や、地域の病院

や介護施設、在宅支援の医療現場などで直接実習することを通じて、薬学での学びが地域医療

でどのように役に立つか具体的に知ることができる。 

 卒業研究実習（4～6年次）（資料５ pS98-100）では、3年次 1～2月に分野（研究室）配属ガ

イダンス（資料３４）を行い、研究室見学後、配属を希望する分野（研究室）を選択させて、

4 年次 4 月から卒業研究を開始する。本学部の 21 分野（研究室）には、1 学年あたり 0～4 人

の定員が割り当てられ、定員を超える場合には 3年次までの成績上位の学生を優先して配属さ

せている。研究室では、各教員の直接的な指導のもとで研究テーマを設定し、学生が主体的に

調査・分析・実験等の研究を行える能力、また科学的思考に立脚した問題発見能力及び問題解

決能力を育む機会を提供している。期間は、4年次から 6年次の 11 月末までの約 24ヶ月（事

前学習及び実務実習期間を除く）であり、3 年次までに修得した知識・態度・技能を基盤とし

ながら総合的に問題解決能力を向上させるうえで適切な時期と十分な期間を設定している。学

部主催の卒業研究発表会は、4～6年次に取り組んだ卒業研究実習を取りまとめ、自身で見出し

た成果を発表する機会として位置づけており、口頭発表形式で毎年 11 月中旬に実施している

（資料３５）。卒業研究発表会の 1 ヶ月前に、研究内容の要旨（A4 版 1 ページ）を提出させ、

製本後、全教員及び研究室所属する全学生と研究員に配付し、発表会における討論に使用させ

ている（訪問時６−１ 令和４年度名古屋市立大学薬学部薬学科卒業研究発表要旨集）。発表会



 

 

 

では、パワーポイントスライド（事前に指導教員及び卒研評価教員に配布する）を使用し、1名

あたり口頭発表 6 分、質疑応答 6 分、計 12 分間のプレゼンテーションを行っている。質疑応

答では、予め指定された評価教員 2名の質疑には必ず応答させ、その他の教員の質疑にも時間

内に応答させる（資料３５）。卒業研究論文は、A4版で 15～30ページを目安としてまとめさせ

ている。卒業研究論文は 11 月末までに事務室に提出とし、本学部で全員分をまとめて保存し

ている。卒業研究論文の作成に当たっては、通常の学術論文と同様に、序論、理論の部、実験

の部、引用文献、謝辞の順、または、序論、実験の材料及び方法、実験結果、考察、結論、引

用文献、謝辞の順で構成され、日本語または英語で執筆させている。また、研究成果の医療現

場への応用または薬学における位置づけについて明文化させ、適切な考察を行い、結論を導く

ことを求めている（資料３５）。 

 

第 1 期薬学教育評価において、改善すべき点（３）として、「研究成果報告書」等の総合評

価が指導教員の裁量に任されており、「卒業研究実習」による問題解決能力の向上が適切に評

価されていると結論づけることができない。また、「研究成果報告書」の評価に基準を設けて複

数の教員で行い、卒業論文発表会における発表・質疑応答結果に評価基準を設けることなど、

「卒業研究実習」による問題解決能力の向上を評価するための適切な指標や基準を設定するこ

とが必要である、との指摘を受けた（資料２６ p5）。評価後、「卒業研究実習」における問題解

決能力向上を適切に評価するため、「卒業研究発表」及び「卒業研究論文」について評価項目を

設け、それぞれルーブリック形式の評価表に照らし合わせて定量化し、3 人の教員（指導教員

と、学生の所属分野以外の評価教員 2名）による評価を行うこととした（資料２０）。さらに、

4〜5年次の卒業研究実習にもそれぞれ修得必要単位を設定し、当該期間中の卒業研究の成果な

らびに問題解決能力の向上について基準を設け、それぞれ指導教員により、定量的な評価を行

っている（資料２０）。4～5年次の卒業研究実習の評価は、シラバスに「卒業研究経過報告（各

種の記録物等）100%」（資料５ pS98-99）と明記しており、指導教員が卒業研究取組状況と問題

解決能力を評価する。6 年次の卒業研究実習の評価は、シラバスに「卒業研究報告 内容全般

54%、発表 31%、論文 15%」（資料５ pS100）と明記しており、指導教員が、卒業研究発表会にお

ける発表・質疑応答や卒業論文について、評価教員による評価を踏まえて、学生の問題解決能

力の向上を評価して行っている。評価項目には、医療や薬学における研究成果の位置づけの考

察が含まれている。 

 

次に、薬学臨床における実務実習が「薬学実務実習に関するガイドライン」を踏まえて適切

に実施されていることを以下に説明する。【観点 3—2-1-2】 

 「臨床薬学実務実習Ⅰ（事前学習）」（4年次）（資料５ pS95）では、薬学教育モデル・コア

カリキュラムの教育目標に準拠し、薬剤師職務に必要な基本的知識、技能、態度に関わる諸項

目（講義、調剤・製剤の実践、グループディスカッション、ロールプレイ演習、模擬患者との

面談等）の修得を目的・目標として設定している。薬学教育モデル・コアカリキュラム外の独



 

 

 

自カリキュラム内容として、フィジカルアセスメント演習、セルフメディケーション実践演習、

注射実技演習、及び糖尿病予防等の生活指導演習を実施している。また、コミュニケーション

演習の一環として、接遇研修を実施（1 日）している。薬学教育モデル・コアカリキュラムに

準拠した講義形態（講義、演習、実習）での所定の 114コマに、24コマの独自カリキュラムを

加えて全体で 138 コマのカリキュラムを実施している（資料３６）。学習の内容や方法に応じ

て、講義室、模擬薬局、模擬病室、OSCE室（SGD等のための演習室）、CBT室（情報処理演習室）

で実施している。実施体制は、臨床薬学教育研究センター所属の実務家教員（教授 2名、准教

授 1名、講師 2名の計 5名）が主に担当し、名古屋市立大学病院薬剤部教員、他の専任教員（一

般教員）の約 9割（基本的には薬剤師免許保有教員、医師 2名を含む）が指導に参画する。ま

た、名古屋市立大学病院の薬剤師・看護師・臨床検査技師、及び、保険薬局の薬剤師が、非常

勤教員または臨床教授・准教授として指導に参画している。さらに、市民ボランティアの模擬

患者と、教育補助要員（TA）として実務実習修了学生（5～6年次、大学院生）も参画している

（資料３７）。 

 

 第 1期薬学教育評価において、改善すべき点（２）として、実務実習事前学習の目標達成度

評価のための適切な指標を設定し、それに基づいて評価する必要がある、との指摘を受けた（資

料２６ p3）。この指摘を受け、表 3-2-1-1のような指標及び評価法を設定した。なお、以前は、

定期試験 35%、ポートフォリオ 35%、週報・課題・成長報告 20%、態度 10%で評価していたが、

COVID-19の感染拡大以降に対面での授業が減少し、態度評価が困難になったため、表 3-2-1-1

のように変更した。学生には授業開始時に通知済みであるが、2022（令和 4）年度シラバスに

は古い情報が残っていた。2023（令和 5）年度シラバスでは訂正する。 

 

表 3-2-1-1 実務実習事前学習の指標と評価法（資料３８，資料３９） 

項目 割合 内容 

①知識 40% 「調剤指針（日本薬剤師会編）」「スタンダード薬学シリーズ 10 

実務実習事前学習（日本薬学会編）」の内容を中心とした客観試験

を、クリッカーシステムを用いて毎週実施し、知識の到達度合い

を評価する。 

②ポートフ

ォリオ 

30% 演習等で作成するポートフォリオを採点する。実務家教員が週報

と同時に毎週確認し、評価する。「臨床薬学実務実習Ⅰ（事前学

習）」の開始時と、その後は 3 週間ごとに、「F 臨床薬学概略評価

表」を用いて成長度合いを評価し、各自の学習分析を記録する。 

③週報・ 

課題・ 

成長報告 

30% 実務実習事前学習目標シート・週報シート（目標・成長報告評価）

を実務家教員が毎週確認し、未提出や不適切記載あった場合は減

点する。定期的に提示する課題については、各自がレポートを提

出し実務家教員が評価する。 



 

 

 

④積極性 

と総合的 

な態度 

総合 

評価 

に加味 

「医薬看連携地域参加型学習」で実施している「チーム力評価」

「ピア評価」「プレゼンテーション評価」を利用して、学生の成長

とチームへの貢献度を形成的評価として行う。 

 

 「臨床薬学実務実習Ⅱ（病院実習）」（4～5年次）と「臨床薬学実務実習Ⅲ（保険薬局実習）」

（4～5 年次）では、臨床薬学教育研究センターと臨床薬学教育委員会（委員長は臨床薬学教育

センターの実務家教授に加え、実務家教員 4 名、教授 3 名（うち医師 2 名）、准教授 1 名、講

師 2 名の合計 11 名）が連携して実施している。学生、指導薬剤師及び実習施設の施設管理者

からの相談及び問題には、臨床薬学教育研究センター及び臨床薬学教育委員会が対応している

（資料４０）。実務実習に関する責任体制（危機管理を含む）として、各学生に指導教員を配置

し、実務実習中の問題に対応している。東海地区の実施体制（危機管理を含む）として、東海

地区調整機構にて実習施設の割り振り等の配属調整、トラブル事例の情報共有、学生の実習続

行が困難な場合等の対応について協議している。4 年次及び 5 年次学生には、当該年度の学生

定期健康診断（5 月実施）を義務づけており、麻疹などの各種抗体価が基準未満の学生への予

防接種・ワクチン接種を指導（検査・接種の記録を実務実習前に確認）している（資料４−１ 

p108）。病院実習については、全学生を臨床薬学教育研究センターの全教員で分担指導してい

る。薬局実務実習については、原則として卒業研究配属分野の教員が指導教員となり、実習前

の諸注意、実習期間中に原則 2回の薬局訪問、実習終了後の報告会参加などを行っている（資

料４１、資料４２、資料４３）。COVID-19 対策として、ワクチン 3 回接種、県外移動の自粛、

アルバイトの禁止などを原則義務づけていた。現在は、体温・体調などの健康観察表提示を実

施している。 

 病院・薬局への学生の配属については、4 年次学年ガイダンスにおいて配属決定の方法と基

準を説明している（資料４−１ p107, p109, 資料４４）。学生の希望及び交通の便（公共交通

機関の利用で 1時間以内に通えること）に配慮して、東海地区調整機構で 8大学協議のもとで

配属を決定している。病院実務実習については、名古屋市立大学病院群（総数 48名）には、希

望者の優先振り分け枠がある（約 10名、実習期の希望は不可）。原則として東海 4県内は出身

県への配属とし、その他は名古屋市内の施設に配属している。ほとんどの学生（例年全体の 9

割程度）が愛知県内で実施している。また、薬局実務実習については、病院実習と同様に、原

則として出身県（東海 4県出身学生）あるいは名古屋市内（その他の学生）の施設に配属して

いる。ほとんどの学生（例年全体の 9割程度）が愛知県内で実施している。実習期に関しては、

受け入れ施設の制約のため、希望に添えない例がやや目立つ状況である。 

 実習施設の設備・運営状況、指導薬剤師、薬学教育モデル・コアカリキュラム対応等の所定

諸事項についての適正性を「実習施設の概要」（訪問時７ 実務実習施設の概要）により確認

（全ての施設で、日本薬剤師研修センター認定実務実習指導薬剤師による指導、日本薬剤師会・

日本病院薬剤師会より提示の施設要件に準拠）している。名古屋市立大学病院では、実務実習

実施体制・指導内容等の充実を図るため、薬剤部係長会議（臨床薬学教育研究センターの准教



 

 

 

授 1名または講師 1名が参加、毎週 1回開催）で実習運営を協議している。その他の病院につ

いては、実務家教員 3名（臨床薬学教育研究センター教授 2名及び講師 1名）で分担して対応

している。また、愛知県内の保険薬局については、愛知県薬剤師会の薬学教育部会（臨床薬学

教育研究センター教授 1名が委員として参加、毎月 1回程度開催）が指導薬剤師の育成、実務

実習に関わる問題点を検討し、調整等を担当している（資料４５）。指導教員は、薬局訪問時に

指導薬剤師と面談して、実習内容等を確認している。東海地区調整機構において、実務実習（病

院・薬局）の実施体制、指導内容等の充実を図る対応を行う予定である。 

 実務実習実施における大学と実習施設との連携については、実習開始前に説明会を開催（資

料４６、資料４７）し、個人情報の意味と守秘義務の遵守について学生に説明・指導後、誓約

書を取得し、実習施設に提出している（資料４８）。病院実務実習では、東海地区調整機構が中

心となって作成した「モデル・コアカリキュラムに沿った わかりやすい新病院実務実習テキ

スト（じほう）」と愛知県薬剤師会・愛知県病院薬剤師会で作成した「薬学生のための実務実習 

連携ノートブック」をテキストとして指定している（資料５ pS96）。また、薬局実務実習では、

「今日の治療薬」と「薬学生のための実務実習 連携ノートブック」をテキストとして指定し

ている（資料５ pS97）。指導教員及び指導薬剤師は、実務実習指導・管理システム（WEBシス

テム）の各種実習記録を随時確認し、学生の目標到達度を把握（進捗状況情報を共有）しなが

ら連携して指導（指導教員は電子メール連絡、訪問面談等の対応）し、問題等があれば速やか

に対応している。学生と指導教員からの意見収集は、問題が生じた場合には随時、その他は各

期の実務実習終了後の報告会（臨床薬学教育研究センターの教員の他、指導教員も参加）で実

施（必要に応じて口頭での追加指導）している。実務実習報告会では、実習に関わる情報共有

を図り、学生への実習に関するアンケートも実施している（資料４９、資料５０）。実習を担当

した指導薬剤師向けに、翌年度初め（4 月下旬）に愛知県合同報告会（名古屋市立大学、名城

大学、愛知学院大学、金城学院大学、鈴鹿医療科学大学、愛知県病院薬剤師会、愛知県薬剤師

会、実習生を受け入れた施設の指導薬剤師が参加）を開催している（資料５０）。 

 実務実習評価においては、実務実習評価基準（東海地区調整機構で作成、事前提示）に基づ

く到達度評価（指導薬剤師の評価と学生の自己評価）を到達目標毎に 3 段階で評価している。

指導教員向けに、公平な評価への取り組みとして、より詳細な評価基準（採点指針）を設定し

ている（資料５１）。学生による日誌及び各種評価レポート（進捗レポート、サマリーレポート、

詳細レポート）の記録・作成（以上、実務実習指導・管理システム（WEB システム）を利用）

と、実習記録としてのポートフォリオの作成を義務づけている。指導薬剤師による日誌コメン

ト（フィードバック）及び各種評価レポートを形成的な評価に活用している。指導教員による

学生の実務実習指導・管理システム（WEB システム）記録（日誌、各種評価レポート）及びポ

ートフォリオに基づく学習進捗状況の評価とフィードバックを実習期間中に適切に実施して

いる。総合的な学習成果の評価（最終評価）は、指導薬剤師との適切な連携の下で、指導教員

が公平・適正に実施し、実務実習修了報告書として提出している（資料５２）。 

 



 

 

 

 第 1期薬学教育評価において、改善すべき点（４）として、問題解決能力の醸成に向けた教

育科目において、目標達成度を評価するための指標を設定し、それに基づいて適切に評価を行

うことが必要である、との指摘を受けた（資料２６ p7）。評価後、「基礎薬学演習」の評価基準

を策定し、全学年を通しての形成的評価（薬学科卒業時までの継続した学生成長評価を 2018

（平成 30）年度入学生より開始している（資料１８）。また、「卒業研究発表」及び「卒業研究

論文」について評価項目を設け、それぞれルーブリック形式の評価表に照らし合わせて定量化

し、3 人の教員（指導教員と、学生の所属分野以外の教員 2 名）による評価を行うこととした

（資料２０）。 

 

 第 1期薬学教育評価において、改善すべき点（１）として、「ヒューマニズム教育・医療倫理

教育」と「コミュニケーション能力と自己表現能力を身につけるための教育」において、それ

ぞれの目標達成度を総合的に評価するための指標を設定し、それらに基づいた適切な評価を行

うことが必要である、との指摘を受けた（資料２６, p1）。評価後、1年次で作成し評価したポ

ートフォリオの作成を卒業時まで継続して実施する新しい評価形式を、2018（平成 30）年度に

トライアルを実施し、2019（令和元）年度から導入した（資料１８）。ポートフォリオはチュー

ター会で各担当教員（資料４ p9）が確認し、学生自身の自己評価と合わせて、毎年の学生の成

長状況を記録している（資料１８）。4年次以降では、配属分野教員ならびに実務実習事前学習、

実務実習担当教員が評価を継続して確認し、卒業時の評価にも加えている。教員ならびに学生

自身が評価する観点についても作成した。ヒューマニズム教育・医療倫理教育とコミュニケー

ション能力と自己表現能力を身につけるための教育では、学生相互による「チーム力評価」及

び「ピア評価」（コミュニティ・ヘルスケア卒前教育プログラム）、ポートフォリオに基づく形

成的評価・採点（医薬看連携地域参加型学習）を実施している（資料３０−１）。さらに、「基礎

薬学演習」や「臨床薬学実務実習Ⅰ（事前学習）」の TA を実務実習終了後の 5～6 年次または

大学院学生が担当している（資料３７）。このような屋根瓦式教育を導入することによって、臨

床薬学知識や技能の定着を図り、病院・薬局実務実習の振り返りを実施し、また教育指導の経

験を積み重ねることができる。 



 

 

 

  

（図3-2-1-1）　実務実習施設との連携状況

１）東海地区調整機構を介した施設との連携

●施設割振：

●実習期間中のトラブル等の対応：

２）大学教員と施設との連携

●施設訪問と指導薬剤師との情報共有：

学生の情報等を提供する。最終的に評価等が確実に行われたか等を確認する。

地区や施設での実務実習報告会が行われる際は、原則実務実習担当教員が出席する。

●WEBによる「実務実習指導・管理システム」による情報共有：

メール等で確認し、必要があれば指導薬剤師と連絡をとり対応する。

●実習期間中のトラブル等の対応、最終確認報告：

研究センターに報告書を提出する。

実習終了後は、実務実習担当教員が各学生の実習状況、評価等を実習施設に確認し、臨床薬学教育

東海地区調整機構の規定に従い、病院・薬局実習施設を決定。施設決定後、調整機構からの連絡と並行

して、大学から契約書・個人調書・誓約書等を各施設に郵送し、必要書類の返送を依頼する。愛知県内の

薬局施設とは、愛知県薬剤師会との3者契約で実施する。

実習期間、または施設確定後実習開始時までに学生や施設等の事情で施設変更や実習休止等が発生

した場合は、調整機構の規定に従い、薬剤師会・病院薬剤師会と連携を取って対処する。

実務実習担当教員は、原則として実習開始時、実習4週目～8週目、最終の3回、実習施設への訪問（あ

るいは、それ相当の連絡）を行い、実習スケジュールや指導体制等を確認する。また。大学で聴取した

実務実習実施計画書、実習中の学生の日誌、一週間の振返り、評価等は、WEBシステムにて管理する。

実務実習担当教員は、担当学生の日誌、出席状況等を常に確認するとともに、定期的に学生の状況を

にあたる。協議結果をうけ、変更や休止等が必要な場合は調整機構の規定に従い対応、報告する。　

実習生や施設等との協議が必要な時は、実務実習担当教員と病院・薬局実務実習責任者がその協議



 

 

 

【基準 ３-２-２】 

各科目の成績評価が、公正かつ厳格に行われていること。 

 

【観点 3—2-2-1 】各科目において適切な成績評価の方法・基準が設定され、学生への周知が図ら

れていること。 

【観点 3-2-2-2 】各科目の成績評価が、設定された方法・基準に従って公正かつ厳格に行われて

いること。 

【観点 3-2-2-3 】成績評価の結果が、必要な関連情報とともに当事者である学生に告知されると

ともに、成績評価に対しての学生からの異議申立の仕組みが整備され、学生へ

周知が図られていること。 

 

［現状］ 

各科目において、学修到達目標の要素（知識・態度・技能）に適合する成績評価の方法（筆

記試験、レポート等）を用い、基準を設定している。成績評価方法は、シラバスに明記して周

知されている。成績評価に関しては、履修規程第 19 条に「学期末に試験を行うほか、実習、論

文、レポート等をもって試験に代えることができる。」と定められている（資料３ p38）。全て

の科目において、成績評価方法とその比重が成績判定基準（定量的な数値で表記）として明確

に定められ、シラバスに明記されている（資料５）。【観点 3—2-2-1 】 

第 1 期薬学教育評価において、改善すべき点（５）として、『シラバスに「成績判定基準」

が定量的な数値で示されていない科目が少なからず存在する。評価の厳正さを高めるため、全

ての科目について、「成績判定基準」を定量的な数値で明示するよう、早急に改善する必要があ

る』、との指摘を受けた（資料２６ p9）。2018（平成 30）年度以降は、全専門科目について、

「成績判定基準」を明確にし、評価項目の算定割合を定量的な数値で（合計 100％として）シ

ラバスに掲載している。シラバスは、履修要項の一部として冊子体で毎年 4月の学年ガイダン

スで配付されている。また、本学ポータルシステムを通じて WEB上で確認できる。加えて、科

目ごとに最初の講義で学生に説明している。成績評価方法に出席点は含めていない。【観点 3-

2-2-1】 

 成績評価に関しては、履修規程第 22条に「前 3条の試験の成績は、100点を満点とした点数

により採点し、60点以上を合格、60点未満を不合格とし、次の各号により表示する。（1）90点

以上 秀、（2）80点以上 優、（3）70点以上 良、（4）60点以上 可、（5）60 点未満 不可」

と明記されており、評価点に応じて自動的に 5段階評価（秀～不可）が決まるため、公正かつ

厳格に実施できるシステムを構築している（資料３ p39）。また、公正かつ厳格な履修指導及

び研究室配属のための指標として、成績評価基準に GPA（Grade Point Average）制度を導入し

ている。各科目の成績それぞれに対して、4.0（秀）、3.0（優）、2.0（良）、1.0（可）、0（不可）

のグレードポイント（GP）が与えられる（資料３ p70）。【観点 3-2-2-2】 

各科目の成績は、学生に個別に通知され、またポータルシステム（ライブキャンパスシステ



 

 

 

ム、WEB）上で常時確認することができる。また、研究室配属決定に用いられる成績の席次は、

3 年次 3月（2022（令和 4）年度は 3月 13日予定）に学生に個別に通知される。成績評価につ

いて疑義がある場合には、「成績発表後 7 日以内に「成績疑問票」を事務室に提出してくださ

い。」と履修要項に明記されており、その評価の内容を知ることができる制度が整っている（資

料３ p62,66）。なお、ほとんどの科目で答案コピーの返却あるいは試験の素点の開示を行って

いるため、成績判定基準に照らすことで学生が成績評価を知ることは比較的容易になっている。

【観点 3-2-2-3】 

以上のまとめを表 3-2-2-1 に示す。 

項目 現状 対応する規程等の条項 根拠資料

① 科目の最終成績

　　の評価（評語）

100点を満点とした点数により採点

し、60点以上を合格とする。

薬学部履修規程第22

条

資料３

p39

② 素点と最終成績評価

（評語）の対応

各科目の最終成績に基づき、90点以

上を「秀」、80点以上を「優」、70点以

上を「良」、60点以上を「可」、60点未

満を「不可」とする。

薬学部履修規程第22

条

資料３

p39

③ 再試験制度の有無、そ

の基準など

各科目の定期試験で、30点以上60点

未満であった場合は「再試験」を実施

し、再試験で合格した場合は評価を

60点「可」とする。

薬学部履修規程第21

条

薬学部履修規程第22

条2項

資料３

p39

④ GPAの算出方法

各科目の最終成績評価に基づき、秀

=4.0、優=3.0、良=2.0、可=1.0、不可=0

とし、全科目を対象とした平均値を

GPAとする。

薬学部履修規程「GPA

（Grade Point Average）

制度について」

資料３

p70

⑤ 科目の合格基準
資料３

p39

⑥ 成績評価結果の学生

への周知法

（同時に学生に告知される

成績に関連する情報も記

載のこと）

資料4-2

p4, p10,

⑦ 成績評価結果に対す

る異議申し立て手段

資料３

p62, p66

（表3-2-2-1）　各科目の成績の評価と合格基準

標語「秀」、「優」、「良」、「可」を合格、「不可」を不合格とする。

科目の成績の評価結果は、ポータルシステム（ライブキャンパ

スシステム、WEB）を通じて、学生に周知している。また、研究

室配属前の学生については、成績下位者（各年度の前期また

は後期のGPAが1.5未満）については、チューター教員と面談

し、個別学修指導を実施している。

成績評価について疑義がある場合には、「成績発表後7日以内

に「成績疑問票」を事務室に提出してください。」と履修要項に

明記している。



 

 

 

【基準 ３-２-３】 

進級が、公正かつ厳格に判定されていること。 

 

【観点 3-2-3-1 】進級判定基準、留年の場合の取扱い等が設定され、学生への周知が図られてい

ること。 

注釈：「留年の場合の取扱い」には、留年生に対する上位学年配当の授業科目の履修を制限する

制度、再履修を要する科目の範囲等を含む。 

【観点 3-2-3-2 】各学年の進級判定が、設定された基準に従って公正かつ厳格に行われているこ

と。 

  

［現状］ 

 進級判定基準及び留年の取扱いについては、履修規定に明記されており、また、毎年 4月に

開催する学部ガイダンスで詳細に説明している。【観点 3-2-3-1】 

 1 年次から 2 年次への進級要件については、履修規程第 25 条に明記されている（資料３ 

p40,52）。1 年次終了時において、必要単位が不足している場合には、2年次に進級できない留

年となる（2年目も 1年次となる）。進級要件については、新入生には新入生ガイダンス（資料

４−１ p31、資料４−２ p2-3）及び保護者説明会（資料４−３ p9）で説明し、2〜4年次学生に

は学部ガイダンスで詳細に説明している（資料４−２, p8-p9, p15-p16, p20-21）。また、在学

年数が入学後 2 年に至っても 2 年次に進級できない場合は、履修規程第 26 条に明記されてい

る通り、除籍となる（資料３ p40）。除籍条件についても、新入生ガイダンスと保護者説明会で

詳細に説明している（資料４−２ pp、資料４−３ p9）。 

 本学では 2年次以降で学年毎の進級判定を実施していないため、履修規定上は 2年次進級後

5 年間経って卒業に必要な単位を修得できていない時点で原級留置（留年）となる。すなわち、

2〜5年次のあいだで同じ学年に２度以上在籍することは（書類上）はなく、卒業まで 6年次を

繰り返すことになる。 

 4 年次科目の履修要件については、履修規程第 25 条第 2 項（4）に明記されている（資料３ 

p40）。3年次後期終了時において、必要単位が不足している場合には、「卒業研究実習」を実施

する研究室配属が行われないため、実質的な留年となる。 

 4 年次後期科目の履修要件については、履修規程第 25 条第 2 項（1）に明記されている（資

料３ p40）。4年次前期終了時において、必要単位が不足している場合には、「臨床薬学実務実

習Ⅰ（事前学習）」を履修することができないため、実質的な留年となる。また、履修規程第 25

条第 2項（2）に明記されているように薬学共用試験（OSCE、CBT）の受験に必要な単位が不足

している場合も、実質的な留年となる（資料３ p40）。さらに、履修規程第 25条第 2項（3）に

明記されているように薬学共用試験（OSCE、CBT）に不合格の場合は、「臨床薬学実務実習Ⅱ（病

院実習）」「臨床薬学実務実習Ⅲ（保険薬局実習）」を履修することができないため、実質的な留

年となる（資料３ p40）。これらの履修要件については、新入生ガイダンス及び学部ガイダン



 

 

 

ス（2年次～4年次）で説明している（資料４−２ p3, p9, p16, p21）。 

 実質的な留年生の上位学年配当科目の履修や再履修については、制限していない。現時点で

は専門科目に関し、履修科目数に制限を加える CAP 制は導入されていない。ただし、過度な履

修（再履修）については、学期開始前に学生、教務 FD委員長、チューター教員、事務室教務担

当職員の 4者面談により適切な指導を行っている。また、重複履修は、履修規程第 18条に「授

業時間の重なる授業科目（教養教育科目の授業科目を含む。）については、重複して履修するこ

とはできない。」と定められていることから、原則認めていない（資料３ p38）。再履修に関し

ては、履修しやすいカリキュラム（時間割）を作成して、一定の配慮をしている（資料６）。【観

点 3-2-3-1】 

 1年次から 2年次への進級判定については、履修規程第 25条に明記されている進級要件（資

料３ p40,52）を確認し、教務 FD委員会で審議・承認し、さらに教授会でも審議・承認するこ

とになっており、公正かつ厳格に行われている。2022（令和 4）年度は、2023（令和 5）年 2月

28 日の第 8回教務 FD委員会（訪問時１−６）及び 2023（令和 5）年 3月 3 日の第 17回薬学部

教授会（訪問時１−７）で審議・承認された。4年次科目の履修要件（すなわち研究室配属）の

可否については、履修規程第 25条第 2項（4）に明記されている要件（資料３ p40）を確認し、

教務 FD委員会で審議・承認し、さらに教授会でも審議・承認することになっており、公正かつ

厳格に行われている。2023（令和 5）年 4 月に研究室配属になる学生については、2023（令和

5）年 2月 28日の第 8回教務 FD委員会（訪問時１−６）及び 2023（令和 5）年 3月 3日の第 17

回薬学部教授会（訪問時１−７）で審議・承認された。4年次後期科目の履修要件（薬学共用試

験の受験資格）の確認については、履修規程第 25条第 2項（1）（2）に明記されている要件（資

料３ p40）を確認し、教務 FD委員会で審議・承認し、さらに教授会でも審議・承認しており、

公正かつ厳格に行われている。2022（令和 4）年度は、2022（令和 4）年 8月 30日の第 3回教

務 FD委員会（訪問時１−８）及び 2022（令和 4）年 9月 6日の第 8回薬学部教授会（訪問時１

−９）で審議・承認された。「臨床薬学実務実習Ⅱ（病院実習）」「臨床薬学実務実習Ⅲ（保険薬

局実習）」の履修要件は、履修規程第 25条第 2項（3）に明記されているように、薬学共用試験

に合格することである。以上の履修要件を満たさない場合には、実質的な留年となる。以上の

ように、各学年の進級判定は、設定された基準に従って、教務 FD委員会及び教授会で審議・承

認することにより公正かつ厳格に行われている。【観点 3-2-3-2】 

 以上のまとめを表 3-2-3-1に示す。 

  



 

 

 

 

 

  

（表3-2-3-1）　進級に関わる制度と基準

項目 現状
対応する規程

等の条項
根拠資料

① 進級に関わる制度
２年次への進級に要件を設けている。

研究室配属（実質的な４年次）に要件を設けている。

薬学部履修

規程第25条
資料３ p40

② 進級判定基準

２年次への進級要件：１年次終了時において、教養科目の

うち、実験及び健康・スポーツ科目並びに地域参加型学

習を含む35単位以上を修得していること。また、１年次配

当の専門科目のうち9単位を修得していること。

研究室配属（実質的な４年次）の要件：３年次後期終了時

において、教養科目と必修専門科目の未修得単位数が14

単位以下であること。

薬学部履修

規程第25条
資料３ p40

③ 進級基準の学生

　　への周知方法

資料３ p40

資料４−１ p31

資料４−２

p2-p3, p8-p9, 

p15-p16, p20-

p21, p26

入学時および各学年の開始時に配布する履修要項に記載している。

各学年開始時のガイダンスにおいて、進級基準について指導している。



 

 

 

【基準 ３-２-４】 

卒業認定が、公正かつ厳格に行われていること。 

 

【観点 3-2-4-1 】卒業認定の判定基準が卒業の認定に関する方針に基づいて適切に設定され、学

生への周知が図られていること。 

【観点 3-2-4-2 】卒業に必要な単位数の修得だけではなく、卒業の認定に関する方針に掲げた学

生が身につけるべき資質・能力の評価を含むことが望ましい。 

【観点 3-2-4-3 】卒業認定が判定基準に従って適切な時期に、公正かつ厳格に行われていること。 

注釈：「適切な時期」とは、卒業見込者が当該年度の薬剤師国家試験を受験できる時期を指す。 

 

［現状］ 

本学部のDPにある、①薬学についての基礎能力、②社会人・国際人としての基礎能力、③医

療人としての基礎能力と態度、を有すると認められた者に対して、卒業要件を満たした場合に

は、卒業を認定し、学士（薬学）の学位を授与している。薬学部６年制の大学設置基準の卒業

要件（186単位以上）に則り、卒業の認定要件が履修規定第27条に明記されている通り、教養教

育科目39単位と専門教育科目149単位（講義・実習・演習）（所定の必修単位を含む合計188単位）

を全て修得した学生に卒業認定を行っている（資料３ p36,38,41,52,55）。卒業要件について

は、毎年4月に開催する新入生ガイダンス及び学部ガイダンス（5年生を除く）で周知している

（資料４−２ p3, p9, p16, p21, p26）。【観点 3-2-4-1 】 

学生がDPの基準を満たしていることを評価する方略として、1年次から卒業時までの継続的

な成長記録であるポートフォリオを活用している。ポートフォリオを通して、学生と科目担当

教員・チューター教員・指導教員等が双方向性に各年次の学生の成長を確認・評価することで

卒業時に必要な資質・能力をはかることができる。ただし、ポートフォリオの評価を卒業研究

実習の単位などに具体的・数値的にどの程度含めるのかの基準については、今後の検討課題で

ある。【観点 3-2-4-2 】 

 卒業認定に関しては、毎年２月初旬に教務FD委員会を開催し、卒業予定の全学生について、

履修規定第27条に明記されている卒業の認定要件（資料３ p36,38,41,52,55）を満たしている

か否かを確認・承認した後、2月初旬〜中旬の教授会で卒業判定を実施している。2022（令和4）

年度は、2023（令和5）年2月7日の第6回教務FD委員会（訪問時１−１）及び2023（令和5）年2月

13日の第15回薬学部教授会（訪問時１−１０）で審議・承認された。卒業見込者が当該年度の薬

剤師国家試験を受験できる適切な時期において、公正かつ厳格に実施している。なお、本学で

は、卒業試験は設定しておらず、また、6年次には「薬学演習Ⅱ」（8月末～11月末、集中講義）

と「卒業研究実習」以外の必修科目が設定されていないので、卒業研究発表会（11月中旬、2022

（令和4）年度は11月13日）と卒業論文の提出（11月末、2022（令和4）年度は12月2日）をもっ

て事実上、卒業はほぼ確定する。2006（平成18）年度の薬学新制度開始以降これまでに、6年次

の中途または卒業直前に、図らずも卒業できなかったという事例はない。【観点 3-2-4-3 】 



 

 

 

項目 現状
対応する規程等の

条項
根拠資料

① 卒業認定の

判定基準

薬学部薬学科に6年以上在籍し、

教養科目39単位を含めた188単位

（所定の必修単位を含む）以上を

修得すること。

履修規定第27条
資料３ 

p36,38,41,52,55

② 卒業判定の

時期
卒業年度の２月上旬 履修規定第27条

③ 卒業認定の

手順

教務FD委員会が作成した「卒業判

定資料」に基づき、教務FD委員会

および薬学部教授会において、

個々の学生の単位修得状況を確

認し、卒業認定の判定基準に従っ

て卒業認定を行う。

履修規定第27条
資料３

p41, p52, p55

④ 学生に対す

る卒業認定の判

定基準の周知

資料３ p41, 

p52, p55

資料４−２

p3, p9, p16, 

p21, p26

（表3-2-4-1）　　卒業認定と判定基準

入学時および各学年の開始時に配布する「履修要項」、

各学年の開始時に開催する「学年ガイダンス」において、

卒業認定の基準について指導している。



 

 

 

【基準 ３-２-５】 

履修指導が適切に行われていること。 

注釈：「履修指導」には、日々の履修指導のほか、入学者に対する薬学教育の全体像を俯瞰でき

るような導入ガイダンス、入学までの学習歴等に応じた履修指導、「薬学実務実習に関す

るガイドライン」を踏まえた実務実習ガイダンス、留年生・卒業延期者に対する履修指

導を含む。 

 

［現状］ 

入学者に対しては、新入生ガイダンスにおいて、教養教育及び専門教育の内容について、教

養教育及び薬学部の履修要項などを用いて説明し、薬学教育の全体像を俯瞰できるように配慮

している（資料４−１ p1-p73、資料４−２ p1-p6）。高校での履修レベル差が大きい物理と生物

については、1 年次前期に配置した教養科目で履修レベルに応じたクラス編成（大学入学共通

テストでの物理または生物の受験者と非受験者を区別している）や履修内容でレベル差の解消

を図り、薬学専門科目への円滑な移行に配慮している（資料３ p52）。 

 自然科学の基礎から薬学専門科目まで着実に身につけることができるように、教養科目の履

修とともに、1年次前期から専門科目として、薬学導入科目「薬学概論Ⅰ」（資料３ pS1）を設

定し、薬学専門科目への動機づけを図っている。入学時にチューター教員（教授及び准教授、

教員 1 名あたり学生 6～10 名）（資料４−１ p25、資料１９）を割り振り、年 2～3 回のチュー

ター会の開催や学生の履修相談などを実施する（3年次後期まで）。特に 2020（令和２）年度以

降、COVID-19の感染拡大により、休校やオンライン講義等が増え、学年内及び学生と教員間で

のコミュニケーションが不足していた状況下では、チューター制度を活用して速やかな連絡手

段の確保や情報共有を行ったことが、多くの面で非常に役立った。 

２年次以降は、毎年 4月に学年毎の学部ガイダンスを実施している（多くが実務実習中であ

る５年次学生は除く）（資料４−１ p74-p130、資料４−２ p7-p28）。４年次学生に対しては、こ

のガイダンスにおいて、「薬学部実務実習に関するガイドライン」を踏まえた実務実習ガイダ

ンスを実施している（資料４−１ p107-110）。 

留年生や卒業延期者に対しては、チューター教員が３年次後期まで、履修相談などを実施す

る。成績下位者（各年度の前期または後期の GPAが 1.5未満）には、チューター教員と面談し、

個別学修指導を受けることを義務づけている（資料４−２ p4, p10）。３年次後期終了時点で事

実上の留年が確定していても、再履修を要する科目が 15 単位未満の場合には教育的な配慮か

ら研究室へ配属させ、配属研究室の教員が個別に履修指導を行う体制を取っている。再履修を

要する科目が 15単位以上の場合には研究室に配属されないため、教務 FD委員長がチューター

教員となって指導を継続的に行う。研究室配属後の卒業延期者については、配属研究室の指導

教員が引き続き学修指導を担当する。 

 

[教育課程の実施に対する点検・評価] 



 

 

 

教育課程の実施において、薬学教育モデル・コアカリキュラムで示された知識を修得する項

目を講義科目で、態度及び技能を修得する項目を実習科目で、問題解決能力や論理的思考の育

成を演習科目として、段階的及び系統的に学修を積み上げていけるように配置されている。薬

学研究は「卒業研究実習」（必修、4～6 年次）として実施し、その成果を卒業研究発表会や卒

業研究論文でまとめ、研究成果の医療や薬学における位置づけの考察などを評価している。実

務実習は「薬学実務実習に関するガイドライン」を踏まえて、学生・実習施設・教員が密に連

携しながら適切に実施されている。入学から卒業までの継続的な学生成長評価を実施している。

以上より、【基準 3-2-1】に十分に適合している。 

各科目の成績評価においては、学修到達目標の要素（知識・態度・技能）に適合する評価方

法や基準が設定され、その内容等はシラバスに明記して周知されている。その方法や基準に従

って、公正かつ厳格に成績評価が実施されており、その結果はポータルシステムを通じて、学

生に通知される。以上より、【基準 3-2-2】に十分に適合している。 

進級については、進級判定基準がシラバスに明記され、ガイダンス等で繰り返し周知されて

いる。進級判定は、設定された基準に従って公正かつ厳格に行われている。以上より、【基準 

3-2-3】に十分に適合している。 

卒業認定については、その判定基準がシラバスに明記して周知されている。卒業認定は DP

を鑑み、判定基準に従って適切な時期に公正かつ厳格に実施している。以上より、【基準 3-2-

4】に十分に適合している。 

履修指導については、カリキュラム全体については学年ガイダンス等を通じて、個別相談に

ついてはチューター教員を通じて、実施している。以上より、【基準 3-2-5】に十分に適合して

いる。 

 

＜優れた点＞ 

１．入学時に割り振られたチューター教員が、3年次後期まで、年 2～3回のチューター会の開

催や学生の履修相談などを実施している。 

 

＜改善を要する点＞ 

１．2 年次以降では学年ごとの進級判定を実施していない。履修規定上は 2 年次進級後 5 年間

経って卒業に必要な単位を修得できていない時点で原級留置（留年）となるが、最長 12 年

で卒業できない場合は除籍となる。この場合、進路変更などを検討するにも年齢が理由で困

難になる可能性も否定できない。 

 

[改善計画] 

１．2023（令和 5）年度入学生より、4年次の進級要件を導入する。これまでの留年者のほとん

どが 2～3 年次の薬学専門科目の単位不足を理由としており、4 年次以降に留年する学生は

ほぼいないため、4年次への進級要件を設定することが適切であるとの結論に達した。進級



 

 

 

要件としては、「卒業研究実習」を履修できる（すなわち、研究室配属できる）要件をその

まま活用しているため、学生に大きな混乱は生じないと考えている。この制度により、入学

後６年間経過しても４年次に進級できない場合は除籍となる。 

 

＜基準３－２についての評価＞ 

１．進級要件の改定を行い、2023 年度入学生が 4 年次に進級する 2025 年度末の進級判定から

実施予定である。 

 

  



 

 

 

（３－３）学修成果の評価 

 

【基準 ３-３-１】 

学修成果の評価が、教育課程の編成及び実施に関する方針に基づいて適切に行われてい

ること。 

注釈：学修成果は、教育課程の修了時に学生が身につけるべき資質・能力を意味する。 

 

【観点 3-3-1-1 】学生が身につけるべき資質・能力が、教育課程の進行に対応して評価されてい

ること。 

注釈：評価に際しては、教育課程の編成及び実施に関する方針に基づいて適切に評価計画（例

えば教育課程の編成及び実施に関する方針に基づいて設定したカリキュラムに則った教

育の実施により、いつ、どのような方法で測定するかの計画）が策定されていることが

望ましい。 

【観点 3-3-1-2 】実務実習を履修するために必要な資質・能力が、薬学共用試験（CBT及びOSCE）

を通じて確認されていること。 

注釈：実務実習を行うために必要な資質・能力を修得していることが、薬学共用試験センター

の提示した基準点に基づいて確認されていること。薬学共用試験（CBT及びOSCE）の実施

時期、実施方法、合格者数及び合格基準が公表されていること。 

【観点 3-3-1-3 】学修成果の評価結果が、教育課程の編成及び実施の改善・向上に活用されて

いること。 

 

［現状］ 

 DPに明記されているように、薬学科では、医療や科学の高度化に対応できる基礎学力と問題

解決能力、国際化する社会で活躍できる能力を有し、薬剤師として必要な知識・技能と医療人

としてふさわしい自覚・態度・倫理観を身につけ、人類の健康と福祉の発展に貢献できる人材

を育成するという教育上の目的に鑑み、教養教育科目及び薬学専門科目を、①薬学についての

基礎能力、②社会人としての基礎能力、③国際人としての基礎能力、④医療人としての基礎能

力と態度に分類し、シラバスに明記している（資料３ p22）。また、シラバスには、各科目にお

ける学修到達目標（GIO 番号を付記）や成績評価基準、成績評価方法が記載されている（資料

５）。 

 入学から卒業までの継続的な学生成長評価のため、1 年次の「医薬看連携地域参加型学習」

でポートフォリオに作成を指導し、3学部の担当教員が評価、フィードバックを行う。「医薬看

連携地域参加型学習」では、学生相互のピア評価、チーム活動の自己評価を年間 3 回ほど WEB

を利用して行い、教員による学生の形成的評価に活用している。また、そのポートフォリオを

引き継ぐ形で 2年次では「薬学概論Ⅱ」の実践として、学生が 1年間の行動や学習についてポ

ートフォリオを作成し、ポートフォリオの点検と評価をチューター担当教員が行うことで学生



 

 

 

の成長を確認し、指導に活かしている（資料１８）。ポートフォリオは、その後 4年次の実務実

習事前学習、4～5年次の実務実習へと引き継がれ、学生の成長を確認し、卒業時に必要な資質・

能力の判定にも活かされている。4 年次までの学修評価として、薬学生が実務実習を行うため

に必要な知識が一定の基準に達しているかを客観的に評価する客観試験 CBT、実技を通して技

能及び態度が一定の基準に到達しているかを客観的に評価する客観的臨床能力試験 OSCE を受

験する。これらの薬学共用試験の合格が、薬学生が実務実習を行うための「質的保証」となる。

6 年次までの全体の学修の総括として、卒業研究発表と卒業論文の提出を行わせ、指導教員 1

名と評価教員 2名が総合的に学修成果を評価する（資料２０、資料３５）。このとき、「研究成

果の医療や薬学における位置づけの考察」を必ず評価することになっており、DPにある「薬剤

師として必要な知識・技能と医療人としてふさわしい自覚・態度・倫理観」を意識したものに

なっている。【観点 3-3-1-1】 

「臨床薬学実務実習Ⅱ（病院実習）」と「臨床薬学実務実習Ⅲ（保険薬局実習）」の履修には、

薬学共用試験センターの提示した OSCE 合格基準（細目評価 70％以上、概略評価合計 5 以上）

及び CBT合格基準（正答率 60％以上）を満たすことを要件とすることで、資格・能力を保証し

ている。本学部における薬学共用試験の実施方法、実施日程、合格者数、合格基準は、本学部

ホームページで公表している（資料５３）。【観点 3-3-1-2】 

薬学共用試験合格状況（新制度開始以降、不合格者は２名のみで、ともに日本語を母国語と

しない者）、及び卒業認定状況（必要単位をおおむね満たした６年次学生の卒業率はおよそ 95%）

から判断すると、学修成果の評価結果に特段の問題はないと考えている。学修成果の評価結果

に問題が生じた場合には、教務 FD 委員会において検証し、必要に応じて対応を取る体制が整

っている。【観点 3-3-1-3】 

 

［学修成果の評価に対する点検・評価］ 

学修成果の評価として、ポートフォリオを活用し、入学から卒業までの継続的な学生成長を

評価している点が評価できる。ポートフォリオには、1～3年次の教養・専門科目または学外活

動、4 年次の実務実習事前学習、5 年次の実務実習などの記録が綴じられているため、継続的

な学生の成長を確認し、6 年卒業時に必要な資質・能力の判定にも活かされている。4 年次ま

での学修評価としては、薬学共用試験（CBTと OSCE）の合格によって、薬学生が実務実習を行

うための「質的保証」となる。6 年次まで学修の総括として、卒業研究発表と卒業論文の提出

を実施し、指導教員 1 名と評価教員 2 名が、「薬剤師として必要な知識・技能と医療人として

ふさわしい自覚・態度・倫理観」を含めて、総合的に学修成果を評価する。以上より、基準【基

準 3-3-1】に十分に適合している。 

 

＜優れた点＞ 

１．１年生から６年生まで一貫したポートフォリオを用い、学年の進行に伴い多くの教員の参

画によりシームレスに学修指導体制が構築されている。その成果として、薬学共用試験の合



 

 

 

格率はほぼ 100%、必要単位をおおむね満たした６年次学生の卒業率はおよそ 95%と、学修成

果の評価も良好である 

 

＜改善を要する点＞ 

１．本学部ホームページで薬学共用試験の結果を掲載しているが、直近の結果のみのため、こ

れまでの試験結果状況が不明である。 

 

［改善計画］ 

１．本学部ホームページにおいて、過去の全ての薬学共用試験の結果を掲載する予定である。 

 

＜基準３－３についての評価＞ 

１．ホームページに、薬学教養試験の結果を掲載した。(2025年確認済) 

 

図 3-3-1-1（次ページ） 

各科目とカリキュラムポリシー（CP）、ディプロマポリシー（DP）との対応を示し、また、それ

らの科目の学修成果の評価法についての概略をまとめた。 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

４ 学生の受入れ 

 

【基準 ４-１】 

入学者（編入学を含む）の資質・能力が、入学者の受入れに関する方針に基づいて適切に

評価されていること。 

 

【観点 4-1-1】入学者の評価と受入れの決定が、責任ある体制の下で適切に行われていること。 

【観点 4-1-2】学力の３要素が、多面的・総合的に評価されていること。 

注釈：「学力の３要素」とは、知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力、主体性を持って多様な人々

と協働して学ぶ態度を指す。 

【観点 4-1-3】医療人を目指す者としての資質・能力を評価するための工夫がなされていること。 

【観点 4-1-4】入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の機会を提供して

いること。 

注釈：「合理的な配慮」とは、障がいのある方が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす

原因となる社会的障壁を取り除くために、障がいのある方に対し、負担になり過ぎない範囲で、個

別の状況に応じて行われる配慮を指す。 

【観点 4-1-5】入学者の資質・能力について検証され、その結果に基づき必要に応じて入学者受

入れの改善・向上等が図られていること。 

注釈：学力の３要素に対応した試験方式の見直しのほか、入学後の進路変更指導等も含む。 

 

［現状］ 

 全学及び薬学部のアドミッション・ポリシー（AP）に基づいて、入学志願者の適性及び能力

を適確かつ客観的に評価するため、入学者選抜は学長を委員長とする入学試験委員会の責任の

下で実施されている（訪問時２３−１ 2022（令和 4）年度名古屋市立大学入学試験委員会議事

録）。その運営（分析や計画を含む）は、学長のもと、学長補佐（入試・高大接続担当）と学生

課入試係が中心となって行われている（訪問時２３−１ 2022（令和 4）年度名古屋市立大学入

学試験委員会議事録）。薬学部の入学者選抜の分析と変更、あるいは法令や規定の改定への対

応については、薬学部の人事制度検討委員会でまず議論されて方向性が決められ、次いで、薬

学部教授会で議論される。入学試験当日は、学長補佐（入試・高大接続担当）、学部長、入試委

員、事務長、学生課長を試験実施本部員とする実施本部を設置し、学長から任命された教員が

実際の業務を行う。実施にあたっては各種選抜の個別学力検査必携（訪問時２３−２）と監督要

領（訪問時２４）を作成し、それらに基づいて実施している。【観点 4-1-1】。 

 薬学科の入学者選抜には、学校推薦型選抜 A（小論文と面接試験を本学で実施、調査書、高

等学校長による推薦書、志願理由書との総合判断）、学校推薦型選抜 B（面接試験を本学で実施、

大学入学共通テストの結果と調査書との総合判断）、私費外国人留学生選抜（日本留学試験、面

接試験を本学で実施、TOEIC の成績との総合判断）、一般選抜（公立大学中期日程・大学入学共



 

 

 

通テストの結果との総合判断）の４種類があり、その募集定員は表 4-1-1-1の通りである（資

料８−１ p7、資料８−２ p12）。なお、この定員数は 2021（令和 3）年度入学生からのものであ

る。2020（令和 2）年度以前は、学校推薦型選抜 A、一般選抜、私費外国人留学生選抜の定員は

現在と同じだが、学校推薦型選抜 Bの定員が 10名（現在より 5名少ない）、全募集定員が 60名

（現在より 5名少ない）であった。 

 

表 4−1−1-1 薬学科の募集定員 

選抜方法 
学校推薦型 

選抜 A 
学校推薦型選抜 B 

私費外国人 

留学生選抜 
一般選抜 合計 

募集定員 6名 
15名（名古屋市高大 

接続枠 2名を含む） 
若干名 44名 65名 

 

 入学試験問題作成にあたっては、年度最初薬学部教授会にて各試験種別及び各試験科目別に

出題委員が決定され（訪問時１−１１）、出題主任委員のもと問題作成・点検の打合せを行って

いる。薬学部の入試問題作成は、英語で人文社会学部教員のサポートを受けていることを除き、

全てを薬学部教員が担当している。問題に不備がないこと、出題範囲や内容及び難易度等が適

切なこと等について、他学部教員を含めた第三者の点検を受けている。問題作成・点検にあた

っては問題作成・点検上の注意事項を項目化したチェックシート（訪問時２５）により確認し

ながら作業を行っている。 

 各種入学者選抜の募集定員と選抜方法については事前に公表している（資料８−１〜資料８−

５）。学校推薦型選抜 B、私費外国人留学生選抜、一般選抜については、選抜に用いる配点等を

事前に公表している。学校推薦型選抜 Aについては、各項目の配点は非公表である。入学者選

抜における学力検査（小論文を含む）の採点は、氏名、受験番号が採点者に分からない状態で

採点するシステムを採用している。採点された試験結果を一覧した匿名（受験番号、居住地、

高校名、性別も消去）の合否判定資料を作成し、入学試験集計委員が点検した上で、入学者選

考委員会において合格者案を作成し、薬学部教授会での審議・承認を経て、全学の入学試験委

員会で決定している（訪問時１２）。【観点 4-1-1】 

 入学者選抜に当たって、入学後の教育に求められる基礎学力を適確に評価するため、学校推

薦型選抜 Aにおいては、出願書類（調査書、高等学校長による推薦書、志願理由書）により学

業成績及び薬学に対する意欲・適性等をみて第 1段階選抜を実施している。その合格者に対し

て、小論文試験（訪問時１０ 令和５年度名古屋市立大学薬学部学校推薦型選抜 A試験問題（薬

学科）小論文）及び個別面接試験（訪問時１０ 令和 5年度学校推薦型選抜試験 A面接試験要

領）を実施し、学力（知識、思考力、表現力、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

等）や適性等を評価して入学者の選抜を行っている（資料８−３ p17）。小論文試験では、医療

問題や薬剤師の役割や資質に関する問題が出題され、医療人を目指す者としての資質・能力を

評価するための工夫となっている。【観点 4-1-2】【観点 4-1-3】 



 

 

 

 学校推薦型選抜 Bにおいては、出願書類（調査書、高等学校長による推薦書）及び大学入学

共通テストの成績による審査の結果を総合して第 1 段階選抜を実施している。その合格者に対

して、令和 3 年度入試から個別面接試験（訪問時１０ 令和 5 年度学校推薦型選抜試験 B 面接

試験要領）を実施し、薬学部での学修に対する動機、表現力、医療や科学に貢献する意欲を評

価したうえで、出願書類及び大学入学共通テストの成績を総合して入学者の選抜を行っている。

これは、第 1 期薬学教育評価報告書の助言 12 にあった「推薦入試 A においては小論文と面接

試験を行い、人物・意欲を重視して選抜しているが、他の入試制度においても、面接などによ

り医療人としての適性を評価する工夫が望ましい。」にも対応したものである。学校推薦型選

抜 Bの配点は、大学入学共通テストが 800点（国語 100点、数学 200点、外国語 200点、地理

歴史/公民 100点、理科 200点）、出願書類及び個別面接試験の合計が 80点である（資料８−４ 

p30）。名古屋市高大接続枠とは、本学の設置団体である名古屋市の市立高校から推薦された志

願者を優先的に 2名まで合格とするものであり、選抜方法及び配点は学校推薦型選抜 Bと同じ

である。名古屋市立高校在籍・卒業者は自動的に名古屋市高大接続枠に出願することとなり、

もし名古屋市高大接続枠に不合格となった受験者が、通常の学校推薦型選抜 B の合格基準を満

たしている場合は、通常の学校推薦型選抜 Bの合格者となる（資料８−４ p13, p30-p31）。す

なわち、名古屋市立高校在籍・卒業者が不利になることはない。【観点 4-1-2】【観点 4-1-3】 

 いずれの学校推薦型選抜においても、出願資格に「調査書の全体の評定平均が 4.0 以上であ

り、将来、生命科学と医療科学を基礎として医療を支える重要な学問分野である薬学の研究・

発展及び薬剤師職能の発展に対して貢献が期待できる能力及び適性等を有する人物として、学

校長が責任をもって推薦する者」と示している（資料８−３ p10、資料８−４ p18）。志願者の

日常を知る高校教員の個人評価をもとに、試験を通して将来の医療人としての適性及び学力を

薬学部教員が評価している。面接試験では特に対話能力について重視している。なお、１高校

からの推薦人員に制限は設けていない（資料８−３ p9、資料８−４ p14）。【観点 4-1-2】【観点 

4-1-3】 

 私費外国人留学生選抜においては、日本留学試験の成績によって第 1段階選抜を実施してい

る。その合格者に対して、本学で日本語での面接試験を行い、英語力をはかるために TOEICの

成績も加え、総合的に合否を判定している（資料８−５ p18）。【観点 4-1-2】【観点 4-1-3】 

 一般選抜（公立大学中期日程）では、大学入学共通テストと個別学力検査によって、学力を

重視して入学者を選抜している。その際の配点は、大学入学共通テストが国語 100点、数学 100

点、外国語 100点、地理歴史/公民 100点、理科 100 点の計 500点、個別学力検査が、数学 200

点、外国語 200点、理科 200点、計 600点である（資料８−２ p48）。個別学力検査では記述式

問題により、知識だけでなく思考力や表現力も評価している（訪問時１０ 令和 5 年度一般選

抜入学試験問題）。【観点 4-1-2】【観点 4-1-3】 

 一般選抜においては、外国語試験及び理科の試験において、医療・医薬品・人体や環境に影

響する化学物質などを題材とした設問がなされることが多い。この点は医療人を目指す者を有

利に評価する工夫の一つとも考えているが、医療人としての資質・能力を直接評価していると



 

 

 

は言えないかもしれない。しかし、受験者が 700人前後になる本学薬学科の一般選抜（基礎資

料４）において、実効性ある面接試験を導入することは困難というのが、本学部教員の共通認

識である。 

本学では、薬学部を含むすべての学部の入学試験において、身体に障がいを有する者が受験

を希望する場合、適切な受験の機会を提供できるよう配慮する制度が整備されている。身体に

障がいのある者が受験を希望する場合には事前に相談を行うよう学生募集要項に明記してお

り、受験を希望する者は、身体の障がいに合わせた受験の機会が得られるよう事前に相談する

ことができる。これは、学校推薦型選抜試験、一般選抜試験、外国人を対象とした入学試験、

いずれにおいても実施している。同時に、入学後を見据え、修学上の相談も行っている（資料

８−２ p14）。COVID-19 に罹患した志願者等については、追試験として、出願書類及び大学入学

共通テストの成績による審査を行うことを、ホームページで公表している（資料５４）。【観点 

4-1-4】 

 本学薬学科の過去 6 年間及び 2023（令和 5）年度の選抜試験結果は基礎資料４に示す通りで

ある。志願者数、受験者数、合格者数、入学者数については本学ホームページで公表している

（資料５５）。各年度の入試区分別と実質倍率（受験者数÷合格者数・私費外国人入試を除く）

だけを抜粋して表 4−1−1-2に示す。学校推薦型選抜 Bにおいては、新たに面接試験を導入した

2021（令和 3）年度入試において 1.8 倍と低い倍率となったが、その他の年度及び選抜方法に

おいては例外なく高い倍率を維持しており、APに適合する学生を選抜できている可能性が高い

と考えている。 

 

表 4−1−1-2 薬学科の年度別及び選抜試験別の実質倍率 

 
学校推薦型選抜 A 

学校推薦型選抜 B 

（高大接続枠を含む） 
一般選抜 

2017（平成 29）年度 6.4 5.2 8.7 

2018（平成 30）年度 6.8 5.1 5.5 

2019（平成 31）年度 6.9 4.5 5.1 

2020（令和 2）年度 4.1 3.3 5.1 

2021（令和 3）年度 7.0 1.8 6.1 

2022（令和 4）年度 6.4 2.9 6.0 

2023（令和 5）年度 9.1 3.8 6.3 

 

 入学者選抜が、学生の受け入れ方針に沿って公正かつ適切に実施されているかについては、

薬学部入試委員会で検証を行い、全学の入試委員会へと報告している（資料５６）。【観点 4-

1-5 】 

 入学直後（通常、全学オリエンテーションと同日）に、全入学者に対して、英語力調査（TOEIC 

L&R IPテスト）を実施している。一部の英語科目においては、この成績結果を熟度別クラス編



 

 

 

成に利用している。これ以外に、2019（平成 31）年度入学生までは、入学直後にプレースメン

トテスト（数学、化学、物理、生物の基本的な問題）を実施し、入学者の学力及び知識を調査

していたが、2020（令和 2）年以降、COVID-19感染拡大のために入学者を長時間一堂で拘束す

ることができなくなったので、実施していない。今後の各種規制の変更及び関係各署からの指

導を考慮して、プレースメントテスト等の実施を検討する。【観点 4-1-5 】 

 本学薬学科の退学率は近年 10％前後で推移している（基礎資料３−２、基礎資料３−３、表 4-

1-5-1）。学校推薦型選抜での入学者の退学者は 2017（平成 29）年度以降は皆無であり、退学者

は全て一般選抜での入学者である。本学または薬学部での積極的な学業の修得を希望しない合

格者には入学を辞退してもらうことが、退学者数減につながり、かつ、本学への入学を希望す

る受験者の入学につながる。このため、入学手続時に、履修規定抜粋を読み、同意したという

誓約書（資料５７ p3）を提出させている。また、再受験目的など復学を前提としない休学を認

めないこと、及び、登校できない明確な事情がない休学は認めないことも、周知している（資

料５７ p1）。入学後には、学生が不十分な知識に基づいて進路変更することを避けるため、チ

ューター教員（資料４−１ p25、資料１９）や学生生活委員が進路相談にも応じている。これに

より再受験を見送り、卒業後に大学院への進学を選択したケースも見られる。これらの取り組

みにより退学者の割合はかつてより低下したが、入学時の定員超過率が 5％以内にするように

文部科学省から指導されていることを考慮すると、退学率も現在より半減して５％以内にする

ことが望ましいと考えている。 

 本学部では近年（実際には 2012（平成 24）年度以降）、学校推薦型選抜 A及び学校推薦型選

抜 Bにおいて募集定員を上回る数の合格者数を出す一方、一般選抜者の当初合格者数を少なめ

にし、必要であれば追加合格を出している（資料５５）。その理由として、学校推薦型選抜での

入学者には退学者はほとんどいない（2006（平成 18）年の新制度以降、薬学科では学校推薦型

選抜 Aの退学者は 2名のみ（128名中）、学校推薦型選抜 Bの退学者は 0名（193 名中））こと、

平均すると学校推薦型選抜での入学者のほうが学業成績も良いこと（表 4-1-5-2）、薬剤師国家

試験合格率も高い傾向にあること（表 4-1-5-3）、である。なお「学業成績」をいつどのように

判定するかについては多様な考え方があるが、表 4-1-5-2 では研究室配属（3 年次終了）時の

GPAを用いた。また、薬学科の三つの方針に示すように、学業成績（GPA）の向上だけが本学の

目指す人材育成ではないことも念のため申し添える。これらのデータに基づいて 2021（令和 3）

年度から学校推薦型選抜 Bの入学定員を 10名から 15名増員した。今後も、定期的に学生の成

績、薬剤師国家試験結果、就職状況を分析し、必要であれば入試の方法や各入試区分の定員を

見直していく。【観点 4-1-5 】 

 

表 4-1-5-1 入学年度別の退学率 



 

 

 

     （2018（平成 30）年度以降の入学生については未確定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-5-2 入学区分・入学年度別の、研究室配属（3年次終了）時の GPA 

 学校推薦型 

選抜 A入学者 

学校推薦型 

選抜 B入学者 

一般選抜 

入学者 

2019（平成 31）年配属 

平均 2.73 平均 2.67 平均 2.54 

最高 3.52 最高 3.75 最高 3.80 

最低 1.88 最低 1.65 最低 1.24 

2020（令和 2）年配属 

平均 2.92 平均 2.97 平均 2.90 

最高 3.67 最高 3.77 最高 3.80 

最低 2.02 最低 2.11 最低 1.48 

2021（令和 3）年配属 

平均 3.15 平均 2.86 平均 2.64 

最高 3.57 最高 3.72 最高 3.55 

最低 2.28 最低 2.18 最低 1.33 

2022（令和 4）年配属 

平均 3.15 平均 3.10 平均 2.82 

最高 3.65 最高 3.68 最高 3.87 

最低 2.33 最低 2.05 最低 1.64 

2023（令和 5）年配属 

平均 3.01 平均 2.87 平均 2.86 

最高 3.68 最高 3.74 最高 3.61 

最低 2.44 最低 2.17 最低 1.33 
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表 4-1-5-3 入試区分別の薬剤師国家試験不合格者数と割合（新卒時のみ） 

 新卒受験者 

合計 

学校推薦型 

選抜 A入学者 

学校推薦型 

選抜 B入学者 

一般選抜 

入学者 

私費外国人 

選抜入学者 

国家試

験年度 

受験者

数 

不合格

者数 

受験者

数 

不合格

者数 

受験者

数 

不合格

者数 

受験

者数 

不合

格者

数 

受験

者数 

不合格

者数 

2019年 80 6 7 1 13 0 59 5 1 0 

2020年 62 7 9 1 14 1 38 4 1 1 

2021年 64 7 8 2 12 0 44 5 0 0 

2022年 60 14 8 0 13 3 37 9 2 2 

2023年 56 3 8 1 13 0 35 2 0 0 

合計 322 37 40 5 65 4 213 25 4 3 

不合格

者割合 
11.5% 12.5% 6.2% 11.7% 75.0% 

 

  



 

 

 

【基準 ４-２】 

入学者数が入学定員数と乖離していないこと。 

 

【観点 4-2-1 】最近６年間の入学者数が入学定員数を大きく上回っていないこと。 

【観点 4-2-2 】入学者数の適切性について検証が行われ、必要に応じて改善が図られているこ

と。 

 

［現状］ 

 最近６年間の薬学科の募集定員数及び入学者数は、基礎資料３−４に示す通りであり、過去

６年間の充足率は最高でも 1.10 倍、平均では 1.04 倍であり、ほぼ募集定員に近い数である。

【観点 4-2-1 】 

 入学者数の決定にあたっては、まず事前に、全学の入試委員会において「入学予定者数」が

決定される。毎年、入学後に進路変更するため退学する学生が少数ながら存在するため、募集

定員数より数名多い「入学予定者数」を設定している。「入学予定者数」は、過去の傾向などを

鑑みて、薬学部教授会及び全学入試委員会で議論の上決定されるが、近年は＋１名〜＋３名の

間に設定されている（訪問時１−１２ 令和４年度第 5回薬学部教授会）。学校推薦型選抜では、

合格者の全員が入学手続を行い、退学者もほぼ皆無であり、かつ、個別面接試験により医療人

としての資質・能力を評価できていることから、許容される範囲内で募集定員数より多い合格

者を決定している。一般選抜試験の合格者数決定にあたっては、上記の「入学予定者数」から、

学校推薦型選抜の合格者及び私費外国人選抜の合格者のうち入学手続きを終えたものの数を

差し引いた数の入学手続き者数になるように、データに基づいて薬学部入試委員会及び薬学部

教授会にて議論を行っている。入学手続者数が予定より少ない場合には追加合格の手続が行わ

れる。【観点 4-2-1 】 

 入学者数の適切性は、年度最初の薬学部教授会（訪問時１−１１）にて確認され、全学の入試

委員会でも検証されている。前項に記載したように、本学では主に一般選抜での入学者から、

退学者が毎年数名程度いる。結果的に、今後数年は卒業者数が定員数を下回ることが見込まれ

ている（基礎資料３−１）。これが望ましい状態とは言い難いが、募集定員を大きく上回る入学

者数を設定することは文部科学省の通達に従ってできないので、退学者数を減らすことが重要

となる。現状では、卒業者数が定員数の 90％を越えていることから、入学者数の適切性という

点では大きな問題はないと考えている。【観点 4-2-2 】 

 

［学生の受入れに対する点検・評価］ 

 入学者選抜の運営については、本学部入試委員会及び全学入試委員会で十分に検討されてい

る。試験問題の作成、実施要領の作成、採点については、あらかじめ決められた委員が、複数

人によって複数機会、チェックリストを用いて確認している。合格者数の決定については、本

学部教授会にてこれを審議し、原案を作成後、全学入試委員会による承認、学長の決裁を経て



 

 

 

決定されている。 

 入学者選抜の実施に当たっては、大学入学共通テストと小論文試験と一般選抜学力検査によ

って学力 3要素のうち「知識・技能」に該当する基礎学力を判定し、志望理由書・面接・小論

文によって医療人としての適性及及び学力の 3要素のうち「思考力・判断力・表現力」及び「主

体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」を評価している。受験上または修学上特別な配

慮を必要とする入学志願者については、全学的な相談体制に基づいて、必要な配慮を実施して

いる。入学者の資質と能力については、薬学部入試委員会と教務 FD 委員会が連携し、チュー

ターからの意見なども参考に追跡・分析を行っている。以上より、【基準４−１】に十分に適合

している。 

 過去６年間の入学者数は定員比で 104％であり、適正な数である。入学者数の適切性は、薬

学部教授会及び入試委員会で確認・検証されている。以上より、【基準４−２】に適合している。 

 

＜優れた点＞ 

１．全ての入試区分において高い入試倍率を維持しており、高い学力をもった学生が入学して

いる。学校推薦型選抜においては、AP に適合する人物を実質的な選抜を経て入学者を決定

しており、その入学後の成績も良い。 

２．一般選抜においては、過去のデータに基づいて合格者数を決定し、大きく定員超過するこ

とがないように運営している。 

 

＜改善を要する点＞ 

特になし。 

 

［改善計画］ 

特になし。 

 

＜基準４についての評価＞ 

特に変更はない。2024年度の入試倍率は過去数年間と比較して同程度であった。 

  



 

 

 

５ 教員組織・職員組織 

 

【基準 ５-１】 

教育研究上の目的に沿った教育研究活動の実施に必要な教員組織が整備されていること。 

 

【観点 5-1-1 】教育研究活動の実施に必要な教員組織の編成方針を定めていること。 

【観点 5-1-2 】専任教員数については法令に定められている数以上であること。また、教授、准

教授、講師、助教の人数比率及び年齢構成が適切であること。 

注釈：教授は大学設置基準に定める専任教員数の半数以上 

【観点 5-1-3 】１名の専任教員に対して学生数が10名以内であることが望ましい。 

【観点 5-1-4 】専門分野について、教育上及び研究上の優れた実績を有する者、又は 

優れた知識・経験及び高度の技術・技能を有する者のいずれかに該当し、かつ、

その担当する専門分野に関する教育上の指導能力と高い見識があると認められ

る者が、専任教員として配置されていること。 

【観点 5-1-5 】カリキュラムにおいて重要と位置付けた科目には、原則として専任の 

教授又は准教授が配置されていること。 

【観点 5-1-6 】教員の採用及び昇任が、適切な規程に基づいて行われていること。 

【観点 5-1-7 】教育研究上の目的に沿った教育研究活動を継続するために、次世代を 

担う教員の養成に努めていること。 

 

［現状］ 

 名古屋市立大学薬学部は、2002（平成14）年4月1日に大学院部局化を行った。また、教員の

人事を柔軟かつ円滑に進めるため、2020（令和2）年から大講座制をとっている。大講座は4つ

あり、創薬科学（5分野：定員 教授4名、准教授4名、講師4名、助教1名）、生体分子薬学（6分

野：定員 教授5名、准教授5名、講師5名、助教2名）、生命薬学（8分野：定員 教授8名、准教

授7名、講師6名、助教2名）及び医療薬学（2分野：定員 教授3名、准教授1名、講師3名）であ

る（資料５８）。大講座内では、分野の枠にとらわれない柔軟な人事を行うことが可能であり、

余裕がある分野から必要とする分野に補充できることから、教育研究活動の実施に必要な教員

組織を編成することが可能となる。【観点 5-1-1】 

 大学設置基準の対象となる薬学科の専任教員は、教授15名（職位別比率は34.9％）、准教授8

名(18.6％)、講師11名(25.6％)、助教9名(20.9％)の合計43名であり、設置基準の28名を満たし

ている。教授の比率がやや高く准教授の比率が低いが、極端な偏りではない。また、実務家教

員の数は教授２名（職位別比率は40.0％）、准教授1名、講師2名の合計5名で、設置基準の4名を

満たしている（基礎資料５）。なお、2023年5月にさらに実務家教員の教授１名（病院薬剤学分

野）が着任予定である。 

 本学の専任教員の定年は65歳である。現在の年齢構成は、教授は60歳代が7名、50歳代が6名、



 

 

 

40歳代が2名である。准教授は、50歳代が4名、40歳代が4名である。専任講師は、40歳代が5名、

30歳代が6名である。助教は、30歳代が7名、20歳代が2名である。以上を合計した全職種の年齢

別では、60歳代が7名、50歳代が10名、40歳代が11名、30歳代が13名、20歳代が2名である。60

歳代が多いが、定年後の新規採用で順次若い教員が採用されるため、著しい偏りとは思われな

い（基礎資料６）。【観点 5-1-2 】。薬学科の在籍学生数は366名（基礎資料３−１）であるので、

教員１名あたりの学生数は8.5名となり、10名以内である。【観点 5-1-3 】 

 本学における教員（教授、准教授、講師及び助教）の選考は、「名古屋市立大学の教員の選考

に関する規定」（訪問時２６−１ 名古屋市立大学の教員の選考に関する規定）に基づいて行わ

れる。教員の採用は、まず欠員が生じた場合又は生じることが見込まれる場合に、本学部とし

て欠員補充を行う旨、薬学部教授会の議を経て、その具体的方針（専門分野、定員の取扱い、

選考方法等）を名古屋市立大学教員人事検討委員会に提出する（訪問時２６−２名古屋市立大

学教員人事検討委員会運営要綱）。学長は教員人事検討委員会において欠員の補充を行うかど

うかを決定し、補充を認める場合には、本学部の教授会にて教員の候補者選考を行うよう指示

する。「名古屋市立大学教員の選考に関する規程」（訪問時２６−１名古屋市立大学の教員の選

考に関する規定）には、各補職について選考基準が設けられており、全ての補職について、大

学における教育を担当するにふさわしい能力が求められている。薬学部における教員の採用ま

たは昇任の選考は、「薬学研究科教授の採用選考審査内規」（訪問時２７ 薬学研究科教授の採

用選考審査内規）、「薬学研究科准教授、講師、及び助教の採用選考審査内規」（訪問時２８ 薬

学研究科准教授、講師、及び助教の採用選考審査内規）または、「薬学研究科臨床薬学分野の教

員（臨床系教員）に係る採用及び昇任選考審査項目等に関する内規」（訪問時２９ 薬学研究科

臨床薬学分野の教員（臨床系教員）に係る採用及び昇任選考審査項目等に関する内規）に基づ

いて行われる。これらの内規において、選考審査項目（研究業績、教育業績、大学の管理運営

業績、社会貢献業績等）を定めている。これらの内規に従い採用あるいは昇任審査を行い、専

門分野について、教育上及び研究上の優れた実績を有する者、又は優れた知識・経験及び高度

の技術・技能を有する者のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関する教育上の

指導能力と高い見識があると認められる者を、専任教員として配置している。また、上記内規

によって、選考委員会の成り立ち及び役割と選考審査手続を明確にしている。【観点 5-1-6】 

教員が能力や実績を継続的に発揮しているかを検証する目的で、研究業績、教育業績、大学

の管理運営業績、社会貢献業績等に関して毎年自己評価を行っている（項目２参照）。また、自

己点検評価委員会にて教員評価表を作成し、研究科長による教員評価を実施し、理事長表彰候

補者として推薦される。表彰者は、勤勉手当にその旨が反映される。さらに、教授においては

任期制（7年）が設けられており、名古屋市立大学大学院薬学研究科任期制教員再任審査内規

（訪問時３０ 名古屋市立大学大学院薬学研究科任期制教員再任審査内規）に明記されている

ように、任期満了の1年から10ヶ月前までに研究業績、教育業績、大学の管理運営業績、社会貢

献業績等を対象とした再任審査を受ける。再任審査員会は、研究科長（学部長）が任命する教

授4名と准教授会が推薦する1名から構成される。なお、時限プロジェクト等によって特別に時



 

 

 

限雇用される者を除いて、本学部では常勤の准教授、講師、助教には任期は設定されていない

（65歳定年）。 

 本学の教員は優れた教育実績と研究実績を有するものがほとんどであり、教員の90%以上が、

毎年、原著論文の発表と学会発表を行っている（基礎資料９）。【観点 5-1-4 】 

 本学薬学科では、薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠した専門教育科目をすべて必修

科目としており、すべて専任の教授または准教授が配置されている（基礎資料７）【観点 5-1-

5】。 

教授選考においては、客観的な審査を行うために、選考委員会委員は教授のみによる委員会

（人事制度検討委員会）の投票により選出された者６名に加え、外部委員として本学部以外の

者（原則、教授またはそれ相当の職にあるもの）１名以上２名以内を加えて選考している。准

教授、講師、助教の選考委員会委員は、研究科長、副研究科長、選考に係る分野の教授（独立

准教授を含む）、及び、外部委員として本学部以外の者（原則、教授またはそれ相当の職にある

もの）１名により構成し、委員長は互選により選考している。教授及び助教の採用は必ず公募

により行い、公募なしでの内部からの昇任は行われない。ただし、内部からの応募は可能であ

るため、選考の結果、内部から昇任することもある。また、准教授職及び講師職についても原

則は公募によるが、内部からの昇任の場合も、公募に準じた基準で選考する。公募を実施する

際には、選考委員会にて公募要項案を作成し、本学部の人事制度検討委員会で審議し、最終案

を決定する。公募要項は、本学ホームページに掲載するとともに、必要に応じて全国の関係諸

機関への配布、JREC-IN、UMIN、日本薬学会の雑誌「ファルマシア」等に公募記事掲載を実施し

ている（資料５９−１ 公募要項例）。公募要項には、担当することになる講義や実習の科目名等

と研究分野を明記しており、教育研究についての抱負や薬学教育全般についての展望について

書類で提出することになっている。【観点 5-1-6】 

教授の選考においては、選考委員会は応募者から提出された書類をまとめた応募者一覧表を

作成する。人事制度検討委員会は応募者一覧表に基づき審議を行い、続いて、選考委員会が当

該審議を踏まえてヒアリングの対象となる者（以下「ヒアリング対象者」）を決定する。人事制

度検討委員会は、ヒアリング対象者に対するヒアリングの実施及びヒアリング内容に基づく審

議を行い、選考委員会は、当該審議を踏まえてヒアリング対象者から２名以上を選考し、人事

制度検討委員会に報告する。人事制度検討委員会は選考委員会の報告をもとに審議を行い、当

該審議を踏まえて内規に規定する選考審査手続の結果を研究科教授会に報告する。研究科教授

会は選考委員会の報告をもとに審議し、教員人事検討委員会に内申する者２名以上を決定する。

【観点 5-1-6】 

准教授の選考において選考委員会は、応募者の提出した書類により審査し、必要により面接

を行い、候補者を２名以内選考する。選考委員会は、前項に規定する審査及び選考の結果を人

事制度検討委員会に報告する。人事制度検討委員会は選考委員会の報告をもとに審議し、候補

者１名を選考する。人事制度検討委員会は、審査及び選考の結果を研究科教授会に報告し、研

究科教授会は、当該報告をもとに教員人事検討委員会に内申する者を審議及び決定する。【観



 

 

 

点 5-1-6】 

講師、助教の選考において選考委員会は、応募者の提出した書類により審査を行い、候補者

１名を選考し、その審査及び選考の結果を人事制度検討委員会に報告する。人事制度検討委員

会は、選考委員会の報告をもとに審査を行い、選考する。人事制度検討委員会は、審査及び選

考の結果を研究科教授会に報告し、研究科教授会は、当該報告をもとに教員人事検討委員会に

内申する者を審議及び決定する。【観点 5-1-6】 

薬学研究科で決定した内申候補者は、学長の下に開かれる委員会（教員人事検討委員会）の

議を経て適任者が決定され、学長が承認することで新教員の採用となる。また、名古屋市立大

学では男女共同参画を推進しており、業績と能力が同等なら女性を積極的に採用するとしてい

る。【観点 5-1-6】 

以上のように、本学部の人事制度検討委員会においては、どの補職の教員についても、規程

に基づき、「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」について審議し、研究業

績に偏ることのない選考を行っている。また、専門分野の教員としての適性に十分注意を払っ

て決定されるため、適切な教員配置がなされる。【観点 5-1-4】【観点 5-1-6】 

 本学部は、生命薬科学科の上に大学院として2年制の博士前期課程と3年制の博士後期課程を、

薬学科の上に大学院として4年制の博士課程を設置し、次世代を担う教員の養成に努めている。

さらに、大学院博士前期課程・博士後期課程及び博士課程の院生を研究補助業務従事者RA

（Research Assistant）及び教育補助業務従事者TA（Teaching Assistant）として雇用する制

度を有している（資料５９−２、資料５９−３）。これらは、学部や大学院教育におけるきめ細か

い指導の実現のみならず、当該大学院生が将来教員や研究者になるためのトレーニングの機会

を提供することを目的としている。特に、RA制度は研究支援体制の充実、強化を図り、若手研

究者としての研究遂行能力を育成することを目的としている。また、この制度により一定の報

酬を支給することで大学院生を経済的に支援し、学業及び研究により専念できる環境作りに寄

与している。また、社会人大学院生の受け入れを積極的に行っている。実際、現在の本学部の

教員のうち、2006（平成18）年の新薬学教育制度以降に本学の学部及び大学院を修了したもの

が6名おり、うち2名は病院薬剤師を本務として勤務しながら社会人大学院生として本学大学院

博士課程を修了して学位を取得したものである。【観点 5-1-7】 

  



 

 

 

 

【基準 ５-２】 

教育研究上の目的に沿った教育研究活動が、適切に行われていること。 

 

【観点 5-2-1 】教員の活動が、最近５年間における教育研究上の業績等で示され、公表されてい

ること。 

【観点 5-2-2 】研究活動を行うための環境が整備されていること。 

注釈：研究環境には、研究時間の確保、研究費の配分等が含まれる。 

【観点 5-2-3 】教育研究活動の向上を図るための組織的な取組みが適切に行われていること。 

注釈：組織的な取組みとは、組織・体制の整備、授業評価アンケート等に基づく授業改 

善、ファカルティ・ディベロップメント等が含まれる。 

【観点 5-2-4 】薬剤師としての実務の経験を有する専任教員が、常に新しい医療に対応するため

に研鑽できる体制・制度の整備に努めていること。 

【観点 5-2-5 】教育研究活動の実施に必要な職員組織（教員以外の組織）が整備されているこ

と。 

 

［現状］ 

教員の教育研究活動は、本学部自己点検・評価委員会により毎年度発行される薬学部自己点

検・評価報告書（年報）としてまとめられている（資料１５、資料１６）。自己点検・評価報告

書は一般に開示されており、2008（平成20）年度以降の報告書については、本学部ホームペー

ジで閲覧できる。【観点 5-2-1】 

 研究棟では、１研究室あたり原則約 250 m2のスペース（教授室、実験室、セミナー室等を含

む）が割り当てられている。さらに、競争的研究スペースとして、有料で研究スペースを拡張

できる。また、共通機器室（3室）、遺伝子実験室、NMR室が研究棟に設けられている。これに

加えて、研究棟とは別に、先端薬学研究・共同利用研究施設には、実験動物飼育施設、RI研究

施設のほか、遺伝子実験室、培養室、大型共通機器（元素分析装置、質量分析装置、ESR、電子

顕微鏡、共焦点レーザー顕微鏡、フローサイトメーター、セルソーターなど）を設置した実験

室及びドライ研究を行うための医療情報解析室が設置されており、適切に整備されている。競

争的外部資金等の獲得により機器の整備に努めているが、大学の予算削減のために、研究機器、

特に大型（高額）の共通機器・研究設備の更新が十分行われず、陳腐化・老朽化が進んでいる

機器類もある（資料６０、資料６１、基礎資料 11-2）。【観点 5-2-2】 

 研究費は、運営費交付金から各研究室に、教員数、配属学生数に応じて、教員の研究費、大

学院生の研究費、学生実習費として適切に配分されている。さらに、学長裁量経費による研究

支援として、名古屋市立大学特別研究奨励費による学内公募制の研究支援制度もある（訪問時

３１ 分野別予算配分額、資料６２）。【観点 5-2-2】 

 各教員の授業担当時間数は、2022（令和 4）年度は平均で 74.8時間である。補職別では、教



 

 

 

授 99.56±51（平均±標準偏差）時間、准教授 73.69±40 時間、講師 69.45±58 時間、助教

31.29±23 時間であり、教員によって若干のばらつきはあるものの、適正な範囲と考えられる

（基礎資料７）。 

 外部資金の獲得は教育・研究体制の充実に不可欠である。2022（令和 4）年度はほぼ全教員

が科学研究費や研究助成財団の助成金をはじめとする外部資金を獲得している（資料６３）。

外部資金で最もウエイトを占めるのは、文部科学省及び日本学術振興会の科学研究費である。

本学では、毎年「科研費セミナー」（資料６４）を行うとともに、原則として全教員が科研費に

応募することとしている。さらに、科研費採択に向けて記載する際の要点などの説明会に加え、

採択された申請書の記載例の提示や採択に向けた学内ピアレビュー（学内研究者による査読）

を実施している（資料６５）。また、学内の特別研究奨励費として、基盤研究 A、B、S等、1ラ

ンク上に挑戦できやすくするため、これらの科目に不採択の場合に研究費を支援する制度や、

研究領域を問わず、外部研究資金（中央省庁、独立行政法人をはじめ、企業や地方自治体等か

らの研究費や財団からの助成金等）の獲得を目指す研究を支援する制度がある（資料６２）。 

 本学には、本格的な産学官金連携を推進していくため、産学官共創イノベーションセンター

が創設されている。研究戦略企画の立案や大型研究費の獲得支援を行う「研究支援グループ」

と知的財産の創出・管理・活用を行う「知財活用グループ」で組織されており、教員はそれら

の支援を受けることができる。国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)や厚生労働科学

研究費等の申請においては、申請書の作成など産学官共創イノベーションセンターの支援を受

けることができる（資料６６）。これらの制度のバックアップにより、外部研究費獲得額は増加

傾向にある（資料６７）。各種研究助成財団からの戦略的外部資金獲得のために、学部からの推

薦件数が制限されている場合には、申請希望者の中から、採択可能性、申請内容、過去の申請

状況等を勘案して、研究科長が推薦者を決定する。以上のように、外部資金獲得にむけて、全

学及び学部で体制を整えている。【観点 5-2-2】 

 本学部では、全学組織である高等教育院の協力のもと、教務 FD 委員会が学部内のファカル

ティ・デベロップメント（FD）を行っている（表 5-2-3-1、資料２２）。教員業績評価は各教員

が、教員業績書の点数を基に自らの評価を行うものである（資料１５）。これらの評価の取り組

みは、教員の教育研究能力の向上に寄与するものである。【観点 5-2-3】 

 本学では、新任教員に対して新任教員研修会を行っている（資料６８）。本学部でも個別に新

任教員研修会を実施し、これから学生の教育を行う上で知っておくべき情報を提供している

（資料６９）。また、新任教員には、学習目標・学習方略・教育評価など、カリキュラムを作成

する上で不可欠な内容を習得あるいは再確認してもらう目的で、薬学教育協議会東海地区調整

機構が実施する「認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップ in 東海」への参加も義務づけ

ている（資料７０）。様々な環境・立場で働いている多くの薬剤師と研修時間を共有できること

から、本ワークショップは、日頃接することの少ない臨床の現場の一端を、会話を通じて知る

よい機会となっている。【観点 5-2-3】 

 授業アンケートは、授業形態によらず全ての授業科目で実施されている。アンケートでは自



 

 

 

己評価・成長実感アンケートとして 11 項目の個別評価を無記名で行うようになっており（資

料２１）、結果は教育支援センターで集計され、各科目の主担当教員を通じて関係全教員に通

知される。講義担当者には、集計結果及び自由記入欄に記された学生の意見をもとに、「授業改

善計画」に該当する教員コメントを作成し、教育支援センター長宛に提出することが求められ

ている。アンケート集計結果と教員コメントは学内限定で公開されている（訪問時１４ 学生

アンケートを踏まえた授業自己点検報告書）。【観点 5-2-3】 

 本学部には、薬剤師としての実務経験を有する５人の専任教員からなる臨床薬学教育研究セ

ンターが設置されている。また、病院薬剤学分野の教員（教授１名・2023年6月以降着任予定）

は、名古屋市立大学病院薬剤部の薬剤師を兼任し、臨床現場と直結した研究により臨床薬剤師

の育成を目指している。これらの専任教員を核として、2020（令和2）年度からは新たに病院助

教を4名募集し、名古屋市立大学病院薬剤部で薬剤師としての実務と薬剤師教育にあたる人材

育成にも力を入れ、新しい医療に対応するための研鑽の体制・制度の整備に努めている（資料

７１）。【観点 5-2-4】 

 薬学部事務室組織としては、現在、事務長 1名、係長 1名、事務職員 7名の 9名体制となっ

ており、うち 2 名が名古屋市からの派遣職員、3 名が法人固有職員、4 名が契約職員で構成さ

れている。この他に研究支援を行う衛生技師が 2 名配置されており、計 11 名の事務支援組織

がある。ただし、事務長は、キャンパスが異なる芸術工学部の事務長を兼任している（基礎資

料５）。係長は全体の業務を総括するとともに、中期目標・中期計画・年度計画や渉外等の業務

を、係員は専門的観点から、庶務担当は会議、諸行事、自己点検・評価、公開講座、広報、労

働安全衛生、RI等の障害防止にかかる事務、情報公開等の業務を、会計担当は予算、決算、外

部資金、給与等の支払、共済組合、資産・物品管理等の業務を、教務学生担当は人事事務、会

議(学務関係)、教育課程、入試、履修手続、学籍、学位、学生支援、薬学共用試験、研究生等

に関する支援業務を担当している。また、技術専門職員 2名のうち 1名は、共同研究施設にて

質量分析を行い、1名は NMR 室にて測定補助を行うなど、教員の研究、学生実習等の薬学部全

体の教育・研究の支援を行っている。 

 教授会、研究科教授会、全国薬学部長会議、公立大学協会薬学部会等学内外の会議の日程調

整及び準備の多くは事務室でなされ、事務職員は担当に応じて会議に出席して、それぞれの立

場において事情の説明や意見の陳述を行い、薬学部の改善・資質向上に寄与している。また、

議事要旨の作成及び会議内容の記録も行い、薬学部の全体の管理運営に参画している。 

 その一方で、事務としての資質の向上を図るために毎年、事務長が事務としての組織目標を

設定し、また、それぞれの担当において各職員が個人目標を記入し、事務長に職務状況申告書

として提出している。職務状況申告書については、個人目標の設定及び達成状況について各職

員が、その内容を記入し、事務長に提出することとなっている。それに基づいて、事務長が個

人と面談し、目標設定(4・5月)、進捗確認(1月)を行い、昇級、期末勤勉手当の加算等につい

て査定し、また、助言を行っている（資料７２）。【観点 5-2-5】 

 



 

 

 

［教員組織・職員組織に対する点検・評価］ 

 教育研究活動の実施に必要な教員組織の編成方針により、柔軟な人事を行い、必要な教員組

織を編成することが可能である。大学設置基準の対象となる薬学科の専任教員は 43名であり、

設置基準の 28名を満たしている。教授、准教授、講師、助教の人数比率及び年齢構成も適切で

ある。教員 1名あたりの学生数は 8.5名で、10名以内である。教員の採用及び昇任は、内規に

従って実施し、指導能力と見識があると認められる者を配置している。教員が能力や実績を継

続的に発揮しているかを検証する目的で、自己点検・評価を行っている。専門教育科目をすべ

て必修科目とし、全て専任の教授または准教授が配置されている。教員の採用は規程に則って

行われており、適切な規程が整備されている。各補職について選考基準及び昇任の基準が設け

られている。教務・FD委員会を設置し定期的な委員会活動を行っており、若手指導者の育成と

経済的な支援を実施するなど若手の育成に努めている。以上より、【基準５−１】に十分に適合

している。 

 教員の教育研究活動は、薬学部自己点検・評価報告書としてまとめられており、本学部ホー

ムページで閲覧できる。研究施設と教育施設の充実が図られており、研究費の配分、各教員の

授業担当時間数などは適切に行われている。外部資金も積極的に獲得しており、その支援体制

も整っている。本学部に自己点検・評価委員会を設置し、年度ごとに教員業績評価を行うと共

に、教務 FD委員会を中心に FDを実施している。また、新任教員に対して新任教員研修会を行

っている。さらに、教務 FD 委員会主催の研究授業を実施し、授業担当教員にフィードバック

している。ほぼ全科目について学生に授業アンケートを実施し、その集計結果と教員コメント

は、学内限定で公開されている。病院薬剤学分野の教員が名古屋市立大学病院薬剤部の薬剤師

を兼任し、臨床現場と直結した研究により臨床薬剤師の育成に寄与している。名古屋市立大学

病院薬剤部で薬剤師としての実務と薬剤師教育にあたる人材育成にも力を入れ、新しい医療に

対応するための研鑽の体制・制度の整備に努めている。学内外の会議の日程調整及び準備の多

くは事務室でなされ、事務職員は担当に応じて会議に出席して、それぞれの立場において事情

の説明や意見の陳述を行い、薬学部の改善・資質向上に寄与し、薬学部の全体の管理運営に参

画している。以上より、【基準５−２】に十分に適合している。 

 

＜優れた点＞ 

１．教員の採用及び昇任を内規に従って公正・公平に実施しており、専門分野に関する指導能

力・研究能力と高い見識があると認められる者を、専任教員として配置している。結果とし

て、高い研究業績と多くの外部資金獲得につながっている。 

２．次世代を担う教員の養成に努め、教育研究活動の向上を図るための組織的な取組みとして

FD活動を推進し、教員業績評価も行っている。 

 

＜改善を要する点＞ 

１．薬剤師としての実務経験を有する専任教員は基準を満たしているが、2024 年度（令和 6年



 

 

 

度）の入学生から導入される薬学教育モデル・コア・カリキュラムに対応するためには、薬

剤師としての実務と薬剤師教育にあたる人材及び臨床現場と直結した研究による臨床薬剤

師の更なる育成に努める必要がある。 

２．事務組織においては、事務長が芸術工学部の事務長と兼任となっているうえ、職員数も９

名と少なく、職員及び教員の事務作業の負担増につながっている。 

 

［改善計画］ 

１．大学本部に対して教員増の要求を引き続き行うとともに、欠員活用や外部資金による特任

教員の雇用による増員を図る。 

２．事務組織については、正規職員の増員を要求するとともに、臨時職員の雇用等で、職員や

教員の事務負担の軽減を目指す。 

 

＜基準５についての評価＞ 

１．現時点では、教員増は実現していない。 

２．事務職員については、主事の増員があった。 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

（表5-2-3-1）　　薬学部におけるファカルティ・ディベロップメント等の活動

活動の概要 開催日 参加者 根拠資料

「研究授業」

・実施期間中に5つの授業を対象として研究授業を行った。参加者からコメント

（感想、改善提案）を提出してもらい、担当教員へフィードバックした。

・参加者からは、授業手法について情報を得、考える機会として役立ったといった

趣旨のコメントが多くあり、好評であった。担当教員へのフィードバックについて

も、具体的な改善提案等が多くあり、役立つものとみられた。参加者及び担当教

員の双方にとって有益であったと思われる。

・次年度以降も、同様に継続する方向で考えたい。なお、今回は講義科目のみを

対象としたが、演習や実習も参観したいという要望があった。それらを含めて、対

象とする授業種別の拡大を検討したい。

2022年7月4日

～7月15日
49名 資料２２

「薬学部FD公開授業（薬学生と災害医療を考える）」

・第1部

　(1) 名古屋市の災害医療体制：　名古屋市の健康福祉局の専門家から名古屋

市で地震などの災害が起こった場合の状況予想と避難についての基礎知識の講

義を受講

　(2) 災害医療と薬剤師の役割：　岡山大学の災害医療マネジメント学の渡邊先

生から薬剤師の災害時の活動について専門的な講義を受講

・第2部　

　災害対応シミュレーション：　VRを使った薬局内での地震体験、避難所でのシ

ミュレーションゲーム、モバイルファーマシー見学

2022年9月12日 12名 資料２２

「研究授業」

後期のオンライン講義全てを対象科目とし、以下のように行った 。

（１）Zoomで行われている講義を視聴する。 

（２）配付資料が必要そうな講義に関しては、担当の教員に前もって依頼する。 

（３）「参加票」に記入し、とりまとめ担当までメール添付で送付。複数講義に参加

した場合は、その枚数を提出（１枚の用紙に複数講義の内容を書かない）。

（４）　参加票の意見の部分は、氏名を削除してまとめたものを講義担当教員に

配布。

2022年10月１

日～1月18日
５２名 ー

「研究授業」

前期のオンライン講義全てを対象科目とし、以下のように行った 。

（１）Zoomで行われている講義を視聴する。 

（２）配付資料が必要そうな講義に関しては、担当の教員に前もって依頼する。 

（３）「参加票」に記入し、とりまとめ担当までメール添付で送付。複数講義に参加

した場合は、その枚数を提出（１枚の用紙に複数講義の内容を書かない）。

（４）　参加票の意見の部分は、氏名を削除してまとめたものを講義担当教員に

配布。

2022６月１日～

７月２３日
４１名 ー



 

 

 

６ 学生の支援 

 

【基準 ６-１】 

修学支援体制が適切に整備されていること。 

 

【観点 6-1-1 】学習・生活相談の体制が整備されていること。 

【観点 6-1-2 】学生が主体的に進路を選択できるよう、必要な支援体制が整備されていること。 

注釈：「支援体制」には、進路選択に関する支援組織や委員会の設置、就職相談会の開催等

を含む。 

【観点 6-1-3 】学生の意見を教育や学生生活に反映するための体制が整備されていること。 

注釈：「反映するための体制」には、学生の意見を収集するための組織や委員会の設置、ア

ンケート調査の実施等を含む。 

【観点 6-1-4 】学生が安全かつ安心して学習に専念するための体制が整備されていること。 

注釈：「学習に専念するための体制」には、実験・実習及び卒業研究等に必要な安全教育、

各種保険（傷害保険、損害賠償保険等）に関する情報の収集・管理と学生に対する

加入の指導、事故・災害の発生時や被害防止のためのマニュアルの整備と講習会の

開催、学生及び教職員への周知、健康診断、予防接種等を含む。 

 

［現状］ 

 本学では、入学式に先立ち全新入生に対して大学における学び及び教養教育についてのガイ

ダンスが行われる（資料４−１ p1-p21）。続いて、薬学部生に対して、薬学教育全体についての

ガイダンスが行われる（資料４−１ p22-p73、資料４−２ p1-p6）。在学生に対しては、年度の初

めに各学年の履修ガイダンスが行われている（資料４−１ p74-p130、資料４−２ p7-p28）。研

究室に所属していない１～3 年生には、チューター教員が入学時から指定されている（資料４

−１ p25、資料１９）。チューターの名前と連絡先は、入学時に保護者にも周知されている（資

料４−３ p6）。定期的（1年生に対しては 4 月、7 月、12月頃、2、3 年生に対しては 5月及び

11 月頃）に、チューターと学生が会う「チューター会」が開催され、学生からの相談や質問に

答えるとともに、適切な指導が行われる。「チューター会」で教員や他の学生と話すことで、大

学や学部の施設や制度の問題点がクリアになることや、良い解決法が浮かび上がることもあり、

非常に効果の高いものになっている。また、教員に相談しやすい雰囲気の醸成にも役立ってお

り、教員側が学生生活や教育内容の問題を把握することにも役立っている（訪問時３２ チュ

ーター会報告集）。こころの不調を感じる・訴える学生については、全学の保健管理センターで

臨床心理士によるカウンセリングを受けることや、精神科医に相談することができる（資料２ 

p67, p69）【観点 6-1-1】【観点 6-1-3】 

学生に対して各種の経済的支援制度を整えている。ここには、日本学生支援機構等の奨学金

制度に関する相談・募集、授業料免除制度、給付型奨学金制度「名市大生スタート支援奨学金」



 

 

 

が含まれる（資料２ p25-p30）。日本学生支援機構奨学金は本学学生が最も多く利用する奨学

金制度であり、入学時に学生に配布する学生生活の手引書である「学生のてびき」に詳しい説

明と申込に関する情報を記載する（資料２ p25-p30）とともに、教育研究部学生課学生支援係

が学生会館に設置した相談窓口で募集・応募に関する相談を受け付けており、情報提供窓口と

して機能している。また、新 1年生には、名市大生みらい応援基金（寄附金）を財源とした給

付型奨学金制度「名市大生スタート支援奨学金」（一時金）がある（資料７３）。学生は、日本

学生支援機構の奨学金以外にも、多くの民間等奨学金を利用することが可能であり、これらに

ついても教育研究部学生課学生支援係の相談窓口に相談することができる。上述の「学生のて

びき」には、具体的な民間等奨学金の例も明示されており、募集の都度、掲示板やホームペー

ジで告知することが記され、学生が参照できるようになっている（資料２ p25-p30）。また、学

生の経済的支援の一環として、アルバイト等の紹介も行っており、学務情報システム（Live 

Campus）やアルバイト紹介システムを利用してアルバイトを希望する学生に情報を提供してい

る（資料２ p30）。【観点 6-1-1】 

 本学では、「ハラスメント防止対策ガイドライン」（資料７４）、「ハラスメントの防止対策に

関する規程」（資料７５）、「ハラスメント相談の流れ」（資料７６）が設定され、ホームページ

で公開されている。本学部には、ハラスメント対策委員及びハラスメント相談員が設置されて

いる。ハラスメント相談員は定期的に交代するが、必ず男女両方の教員が入るように配慮され

ている（資料７７）。ホームページ、新入生ガイダンス、及び薬学部キャンパスでの生活が始ま

る 2年生の最初のガイダンスにおいて、ハラスメント防止について説明され、周知されている

（資料４−１ p23, p76）。ハラスメントあるいはその可能性に悩む学生は、ハラスメント相談

員、チューター教員、あるいは学年担当指導教員のうち、相談しやすいと判断した教員に相談

することが可能であり、更に教員に相談しにくいと感じたときは「保健室」も相談窓口として

利用でき、ハラスメントで悩む学生に多様な相談体制を整えている。ガイダンスでもそのよう

に指導されている。【観点 6-1-1】 

 学生のキャリア選択と就職に関する支援については、まず入学時に全学のガイダンスにおい

て本学のキャリア支援システムについて説明し（資料２ p16, p31-36）、薬学部卒業生の進路

と考え方について説明している（資料４−１ p56-61）。本学部にはキャリア支援委員会が設け

られており、就職関連イベントを企画・運営するための会議が年 2回程度開かれている。また、

全学レベルでも学生のキャリア形成・就職活動を支援する組織としてキャリア支援センターが

設置されている。活動状況報告のため、キャリア支援センター会議が年 1回開催されている（資

料７８）。本学研究棟北棟 2 階に進路支援コーナーが設置されている。求人票や進路・就職活

動関連の印刷物などが置かれ、自由に閲覧できるようになっている。【観点 6-1-2】 

本学部では毎年、キャリア支援センターと連携して以下の就職関連イベントを実施している

（資料７９）。【観点 6-1-2】 

１）就職ガイダンス：人材情報サービス企業の担当者を招き、就職活動を行う上での心得など

について、指導を受けている。 



 

 

 

２）キャリア支援講演会：医療・製薬・薬事行政等の各種医薬関連職種で活躍する卒業生（6名

程度）による講演会を設けている。 

３）学内業界研究セミナー（キャリア支援センター主催）：薬局・病院・製薬企業など、各種医

薬関連企業・団体の人事・現場担当者が一堂に会し、個別説明・相談を行っている。 

４）OB・OG就活セミナー：前年度に就職活動を行った学生や卒業生の有志が、自らの就職活動

体験を現役の就職活動生に向けてアドバイスする。 

 キャリア支援センターは、ネット掲示システム『キャリア NAVI』を開設している（資料８０）。

本システムに登録すると、本学に届いている求人情報、インターンシップ情報などに加え、就

職活動に関するガイダンス、セミナーなどの行事日程に関する通知を受けることができる。本

システムでは、卒業生の就活体験談も閲覧可能である。同センターには専門の産業カウンセラ

ーが常駐しており、学生からの個別の相談を受け付けている。また、要望に応じて模擬面接な

ども実施している。近年、各企業からの依頼を受け、キャリア支援委員会ではインターンシッ

プへの学生の推薦も行っている。【観点 6-1-2 】 

 本学部は、薬学科と生命薬科学科という２学科制であり、受験時に一方を選択するという制

度である。一般に、大学入学時点において、全ての学生が薬剤師やその他の職業について詳細

な知識を持っていることは期待できず、生命薬科学科入学後に薬剤師免許取得を希望するよう

になった者、あるいはその逆に、薬学科入学後に薬剤師免許を必要としない進路を希望するよ

うになった者が存在する。これらのような進路変更を希望するものに対しては、転学科の制度

も設けている。転学科の規定や申請条件は履修要項に明示している（資料３ p68-p69）。転学

科は、一般選抜での入学者にのみ認めており、学校推薦型選抜における入学者には認めていな

い。このことは高校生向けパンフレットに明示している（資料 1 p30）。学校推薦型選抜での入

学者に転学科を認めていない理由は、学校推薦型選抜においては、志望理由書、小論文試験、

面接試験において、各学科特有の設問や採点基準を設定しており、その中には薬学科または生

命薬科学科に特有の教育内容や進路に関わるものもあるからである。転学科の審査にあたって

は、内規（訪問時３３ 薬学部転学科内規）を整備し、転学科の可否を判断している。過去６

年間の実績としては、薬学科から生命薬科学科へ１名（2020（令和 2）年度）、生命薬科学科か

ら薬学科へ２名（2018（平成 30）年度と、2021（令和 3）年度に各１名）、転学科を認めた（訪

問時１−１１ 令和４年度第 1回薬学部教授会、基礎資料 3-4、3-2）。【観点 6-1-2 】 

本学では、教養教育及び専門教育の授業科目において、学生が「自律的な学修者」となるこ

とを支援するため、また、授業科目レベルの学修成果に関して自己評価を行うため、「自己評

価・成長実感アンケート」を実施している（一部を除く）（資料２１）。本アンケートが学生に

とって、自らの学修活動を振り返るきっかけになるとともに、今後の学習やキャリア形成につ

ながることを目指している。アンケートは、学務情報システムにて授業終了時の一定期間に実

施し、集約した結果は担当教員にフィードバックするとともに、全学会議において統括を行っ

ている（訪問時１４ 学生アンケートを踏まえた授業自己点検報告書）。また、全学生を対象と

して年度当初のガイダンス時に大学満足度調査を実施している。設問は授業への各自の取組具



 

 

 

合から授業内容・学習施設に至るまで多岐にわたっており、4 段階での評価を求めている。こ

の結果は学内限定で公開され、学部はその分析と改善策の提示を行っている（資料８１、訪問

時３４ 大学満足度調査結果）【観点 6-1-3 】 

 専門課程における基礎的な実習実験をおこなう科目である物理系・化学系・生物系及び医療

系の実習を行う前に、実験・実習を行う際の安全について学習する機会を設けている。具体的

には、実習科目の一部を充当して、実習実験における危険性と安全対策、安全に実験を行うた

めの心構えと方策及び万が一事故等が起こってしまった場合の適切な対処などについて、講義

を行っている。実習実験の実施体制としては、各科目において、約 100 人の学生に対して 3～

6 名の教員と数名から１０名程度の大学院生で対応している。【観点 6-1-4 】 

 卒業研究等研究室における安全衛生については、各研究室で対応を行っているが、その整備

状況を確認するとともに、実験・実習環境の啓蒙を行うことを目的として、全学的な組織とし

て安全衛生委員会が設置されている。安全衛生委員会は定期的に大学全体の安全衛生について

協議するとともに、それぞれの部局における安全衛生の整備状況について確認を行っている。

本学部には事務職員・教員からなる担当委員がおり、毎年、各研究室及び関連施設において、

安全が確保されているか、環境衛生が整えられているかを確認する目的で、本学部担当委員に

加えて労働組合側教職員及び産業医とともに巡回視察を行っている。視察において、不適切な

状況が発見された場合には、状況を指摘して改善を求め、改善状況を報告させ確認を行ってい

る。これにより安全衛生について適切な環境を保つとともに啓蒙を行っている（資料８２）。

【観点 6-1-4 】 

 また、研究室内の空気中に含まれる有機溶剤や有害物質等の濃度を適宜専門業者に委託して

チェックし、環境衛生状況を確認している。これにより、学生が安全に安心して卒業研究等に

専念できる環境が保たれているかの確認が可能となっている。なお基本的な環境設備として、

有機化学系の研究室を中心に室内の換気を十分に行える排風機（ドラフトチャンバー）を装備

し、安全な空気環境を保っている。【観点 6-1-4 】 

 基礎的な実習及び実務実習、さらに卒業研究等の研究室における実習・実験での事故等への

補償対応として、全学生を、学生教育研究災害傷害保険に加入させ、さらにその内容等を学生

に配布する「学生生活のてびき」で説明・周知し、学生に傷害保険等の必要性について認識さ

せている（資料２ p71）。【観点 6-1-4 】 

 実習中の事故に関しては、学生実習書中に事故等に対処するマニュアルを掲載している（資

料８３−１）。また、暴風雨警報発令時や南海トラフ地震にかかわる注意情報、予知情報発表時

における授業等に関する対処法は、履修要項に記述されており、学生及び教職員が参照できる

ようにしている（資料３ p72-p73）。さらに、毎年、薬学部キャンパス内で防災訓練を行うこと

により、教職員及び学生に災害発生時の対処方法等を訓練させるとともに再確認する機会を与

えている（資料８３−２）。これらの災害等緊急時の対応マニュアルでは、教職員等の緊急連絡

網と集合体制など緊急時における対応体制についても整備されている。また、集中講義「薬学

部コミュニティヘルスケア基礎」の中で、薬学生と災害医療を考えるという特別講義を行った



 

 

 

（資料８３−３）。このほか、研究棟・実習棟においては、不慮の事故で有害物質を浴びたり、

衣服に火が付いたりしたときのために、緊急用シャワーや洗眼器が整備され、これらについて

基礎的実習開始時に説明しており、また、薬学部キャンパスにおいて、緊急地震速報を全館放

送で利用できるように整備されている。加えて、AED（自動体外式除細動器）がキャンパス内各

所に設置されており、教職員を対象とした BLS（一次救命処置）講習会も実施している（資料

８３−４）。【観点 6-1-4 】 

本学では毎年 4月上旬から 5月頃に全学生を対象とした定期健康診断を実施しており、それ

ぞれのキャンパスごとに健康診断を行うことで、学生が受診しやすい体制を整えている。定期

健康診断の実施については、各年度最初の学部ガイダンス（資料４−１ p17-p18, p62-63, p83-

84、p97-98, p105, p126-127、資料４−２ p6, p12, p18, p23, p28）、学年ごとに設けられた

掲示板への掲示等により周知されている。また研究室に配属された後は、研究室への通知を通

じて各学生に周知する体制が取られており、教員に対しても学生に健康診断を受診させるよう

教授会等を通じて通知するほか、電子メール等の手段も用いて定期健康診断を受診するよう促

しており、概ね良好な受診率となっているが、6年生の受診率がやや低い（基礎資料 10）。本学

部では、5 年生を対象として実務実習前に各種抗体検査を行っている。検査対象は、風疹、麻

疹、水痘、ムンプス、B 型肝炎の抗体である。抗体価が不十分な学生に対してはワクチンによ

る予防接種を行わせている（基礎資料 10）。【観点 6-1-4 】 

 

［学生の支援に対する点検・評価］ 

 学習指導においては、学年毎に学習内容にあわせたガイダンスと指導を行い、学修がスムー

スに進められるよう体制を整備している。チューターとの懇談は、学生が教員を身近に感じら

れる環境作りに役立っている。またチューター制度は、大学生活全般における学生の状況把握

や疑問の解決、または大学や教育内容に生じた問題の早期把握に大きく役立っており、総合し

て、学生のニーズ把握が可能な体制を確保している。経済的支援については、奨学金・授業料

減免などの制度を制定し、かつ学生の相談・応募窓口を一本化することにより学生の利便性を

高めている。ハラスメント相談窓口も複数用意して相談者に配慮し、また制度を公開して透明

性を高めている。障がい者支援についても、受験時に事前相談を行い、受験・学生生活に対応

する体制を整え、入学試験要項に掲載・周知している。 

 学生の進路支援に関しては、全学組織としてのキャリア支援センターと学部独自のキャリア

支援委員会が積極的に協力し、進路支援に関するイベント開催等を実施している。また薬学部

では、卒業生による説明会や学生による就職活動体験談講演会など独自活動も行い、さらにイ

ンターンシップへの対応も積極的に行うことで、企業・病院・薬局・公的機関等との結びつき

を強めている。また、転学科に伴う内規を整備し、入学後に薬剤師免許取得を希望するように

なった者、あるいはその逆に、薬剤師免許を必要としない進路を希望するようになった者に対

して、転学科の制度も設けている。 

 学生のニーズ把握と適切な対応については、チューターによる情報収集と個別対応に加え、



 

 

 

授業アンケートの実施と教員へのフィードバック、大学満足度調査の実施と対応などを実施し

ている。 

安全管理については、定期的な避難訓練の実施に加えて、実験等に関わる危険性の教育を行

っている。毎年健康診断を実施し学生の健康管理を行っている。学生には入学時に教育研究災

害傷害保険への加入を課すとともに、実務実習に際しては抗体検査・予防接種を義務としてい

る。 

以上より、本学の学生支援体制は【基準６−１】に十分に適合している。 

 

＜優れた点＞ 

１．入学時に指名され、卒業研究室配属の直前まで担当するチューター制度が良く機能してお

り、学生が教員を身近に感じられる環境を整備するとともに、学生からの相談や質問にタイ

ムリーに答えられる。また、学生や教育内容が抱える問題にも早く気付くことができる。 

２．全学のキャリア支援センター及び薬学部のキャリア支援委員会が積極的に連携し、学生が

進路選択するための情報を提示するとともに、企業・病院・薬局・公的機関等との結びつき

を強めている。 

 

＜改善を要する点＞ 

１．健康診断について、良好な検診受診率であるが、6年生の受診率がやや低い。 

 

［改善計画］ 

１．6年生の健康診断受診率を改善するため、学年ガイダンスで健康管理の重要性を強調する。 

 

＜基準６についての評価＞ 

１．6年生の学年ガイダンスで確認を行った。 

  その結果、2024年度の 6年生の受診率は、90.32%となった。 

 



 

 

 

７ 施設・設備 

 

【基準 ７-１】 

教育研究上の目的に沿った教育研究活動の実施に必要な施設・設備が整備されているこ

と。 

注釈：施設・設備には、以下が含まれること。 

教室（講義室、実験実習室、演習室等）、動物実験施設、薬用植物園、図書室・資料閲覧室・

自習室（能動的学習が効果的に実施できる施設・設備であり、適切な利用時間の設定を含む）、

臨床準備教育のための施設（模擬薬局等）・設備、薬学教育研究のための施設・設備、必要な

図書・学習資料（電子ジャーナル等）等 

 

［現状］ 

本学部は、１学年あたり定員 65名の薬学科と定員 50名の生命薬科学科から成り、両学科で

共通する科目の授業は合同で行われている。授業科目は、大きく分けて「教養教育科目」と「薬

学専門教育科目」がある。前者は本学の全ての学部生が 1年次に受講し、滝子（山の畑）キャ

ンパスにある教養教育棟で開講され、履修者数によって開講される教室が設定されるため、教

室の規模と数は適正に調整されている（資料２９ p27-28,p38-53）。 

薬学専門教育科目では、１年次前期の授業は滝子（山の畑）キャンパスにある教養教育棟で

開講され、「教養教育科目」と同様、履修者数によって開講される教室が設定され、教室の規模

と数は適正に調整されている。1 年次後期は、金曜日のみ宮田専治記念ホール（定員 285 名）、

2 年次は大講義室（同 209 名）、3年次前期は宮田専治記念ホール、後期は金曜日を除いて宮田

専治記念ホール、金曜日は講義室 1（同 130名）で行われている。また、4年次は薬学科学生の

みに講義科目があり、講義室 5（同 118名）で行われる（資料６）。以上のように、講義科目に

ついては、教室の規模と数は適正である。参加型学習として、少人数グループにおけるグルー

プディスカッションを行うための定員 16 名の小部屋（OSCE 室）が 8 室あり、3 年次の基礎薬

学演習（PBL）と 4年次の実務実習事前学習で使用されている。このように、少人数教育用の教

室も確保されている（基礎資料 11-1）。 

基礎実習のためには、物理・生物系実習室と化学系実習室（各定員 120名）があり、物理系

実習、生物系実習、医療機能系実習は前者で、化学系実習は後者で行われている。演習室とし

ては、コンピューターを 72 台設置した CBT 室があり、薬学情報処理演習とプレゼンテーショ

ン演習が行われている（基礎資料 11-1）。また、上述の OSCE室では、基礎薬学演習が行われて

いる。動物実験施設としては、共同研究棟の 4階１フロア（970m2）が動物実験施設にあてられ

ており、SPF 環境、コンベンショナルな環境の両方で飼育・実験ができる設備を備えている。

RI 研究施設としては、共同研究棟の 5階１フロア（970m2）が RI実験施設としてあてられてお

り、放射性同位元素を使用する研究活動に利用されている。動物実験施設も RI 実験施設も委

託業者により管理・運営がなされている。薬用植物園（総面積 3700m2、圃場面積 800m2）は講



 

 

 

義棟に隣接して設置され、2 年次に開講されている生薬学Ⅰの講義で利用している。以上のよ

うに、実習・演習、研究を行うための施設の規模と設備は適切である（基礎資料 11-1, 基礎資

料 11-2）。 

図書室・資料閲覧室・自習室として、講義棟 2階に図書館施設（田辺通分館）が設置されて

いる。なお、以下に述べることを含む図書館及び関連システムについては、新入生ガイダンス

で説明されている。 

田辺通分館は総面積 900m2 で、閲覧室、全面開架式の積層書庫、114 席の閲覧席を備え、情

報関連設備として利用者用端末を 16台配置している。（資料４−１ p64-69）これらは、蔵書検

索、電子ジャーナルやデータベース利用、レポート作成等に活用されている。館内では無線 LAN

が使用できる。また、席数 22のグループ研究室も備えている（基礎資料 12、資料８４）。施設

の規模の基準である面積値で参照される「国立学校建物基準積算面積表」（文部科学省）により

算出すると、面積はやや不足しているものの電子ジャーナル整備を進めて書庫保存スペースの

不足を補っており、適切な範囲といえる。閲覧席数については、大学設置基準では「十分な座

席を備える」とし、数値を明示していないが、昭和 31年当初は「最低の基準」として 5％が必

要としている。また、「国立大学図書館改善要項」では、「収容定数の 10％ないし 20％を用意す

るようにつとめ」とある。現在の席数は収容定数の 16.2％に相当し、実際の利用状況も、試験

期間以外は不足していないことから、ほぼ適切といえる（基礎資料 12）。 

田辺通分館の図書所蔵数は、68,000冊に達し、単一の学部・研究科の図書館としてはおおむ

ね適切な所蔵数と考えられる（基礎資料 13）。田辺通分館では、薬学部の専門課程の学生及び

教職員を対象とし、薬学、化学、医学、生物学、物理学関係の資料を収集している。図書の購

入に当たっては、学生の希望を受け付けるほか、授業参考テキスト、教員の推薦、出版新刊情

報により、多くの新刊図書を受け入れている。また、専門学術雑誌は電子ジャーナルをメイン

に印刷体も含め整備し、分館の枠を越えた全学的経費により電子ジャーナルやデータベースの

整備により、分館規模を遙かに超えた研究情報を提供している（基礎資料 13、資料８５）。 

自習室としては、グループ研究室（22 席）を自習室として利用できる（COVID-19 対策のた

めグループ研究室としての運用は休止、自習室へ転用）。また、閲覧席（114席）も自習席と兼

用としている。試験直前及び試験期間中は、不足するため、別途講義室を自習室として開放し

ている。 

田辺通分館の開館時間は、授業開講期の平日は 9時から 21時まで、土曜日は 9時から 17時

までである。また、2013（平成 25）年度より期末試験期間直前の 2週間は日曜日も開館してい

る（COVID-19対策で一時休止していたが、2023（令和 5）年 1月より再開）。図書館で提供でき

ない資料を入手するための相互利用サービスや、図書の購入希望は、従来からの来館申請に加

え、インターネット上からのログイン認証による自宅からの申請も可能である（資料８５）。 

本学の教養教育課程は滝子（山の畑）キャンパスで行われるため、基礎学習のための図書は

山の畑分館が豊富に備えており、多くの学生がこれを利用している。山の畑分館における貸出

回数（1年生）の統計では、薬学部学生の利用が全体の 10％を占める（基礎資料 12）。 



 

 

 

臨床準備教育のための施設としては、模擬薬局、模擬病室、無菌製剤室があり、模擬病室に

はフィジカルアセスメントのシミュレータ（PHYSIKO、SCENARIO）も設置されている（基礎資料

11）。 

薬学教育研究のための施設・設備としては、上述の施設・設備のほか、共同研究棟及び共通

機器室には、NMR、LC/NMR/MS、LC/MS/MS、DNA シークエンサー、ハイコンテンツイメージング

装置、共焦点レーザー走査顕微鏡、電子顕微鏡、フローサイトメーター、マルチプレートリー

ダー、超遠心機、冷却遠心機、等の共用機器が設置され、機器の予約等は、Web 上でできるよ

うになっているほか、全学の共用機器センターの一括管理のもと、薬学部以外の学部所有の共

用機器も利用できるようになっている（資料８６）。 

遺伝子組換え実験を行うための P2 実験室も設置されている。なお、P2 実験室は BSL2 実験

室としても承認されており、病原微生物を扱うためのバイオセーフティレベルも満たしている

（基礎資料 11-2）。また、卒業研究を行うために学生が配属される分野（研究室）においては、

それぞれ研究を遂行するのに必要なスペース、機器や資料がそろっている（基礎資料 8，基礎

資料 11-2）。 

必要な図書・学習資料（電子ジャーナル等）は図書館（田辺通分館）及び各研究室にも設置

されているほか、化学系の研究には必須の有料データベースである SciFinder も利用できるよ

うになっている(基礎資料１３、資料８５)。 

なお、COVID-19の感染拡大に伴い、講義、講演、卒業研究発表などをリモートやハイブリッ

ド形式で行うことが多くなった。Zoom等を利用した遠隔講義、対面と遠隔のハイブリッド講義、

録画講義の配信などができるよう、2021(令和 3)年 2 月にノート PC、Web カメラ、マイク付き

ヘッドフォン、デジタルビデオカメラ、三脚を新たに購入し、利便性を高めた。また、学生実

習を行う実習室の換気を良くするため、2021(令和 3)年 4 月に、実習室の窓に網戸を新たに設

置した。 

 

［施設・設備に対する点検・評価］ 

 教室は、教養教育については滝子キャンパスの講義室を、薬学キャンパスにおいては、宮田

専治記念ホール、大講義室、講義室１、講義室５を用いて行っており、教室の規模と数は適正

である。また、実験実習室、演習室、参加型学習を行う教室が準備されている。動物実験施設、

RI 実験施設、薬用植物園も適切に整備。管理されている。図書室には必要な図書や学習資料が

揃えられており、図書室内に閲覧室、自習室（閲覧席、グループ研究室）、必要な図書・学習資

料（電子ジャーナルやデータベースを含む）も設置されている。 

 臨床準備教育のための施設に関しては、模擬薬局、模擬病室、無菌製剤室があり、模擬病室

にはフィジカルアセスメントのシミュレータも設置されている。 

 薬学教育研究のための施設としては、上述の共用施設に加え、共用の実験機器が豊富に利用

でき、さらに各研究室においても教育や研究のためのスペースや実験設備、資料が設置されて

いる。以上より、【基準７−１】に十分に適合している。 



 

 

 

 

＜優れた点＞ 

１．卒業研究を行う研究室は、その学生数や保有機器数に応じて、居室や実験室として使える

「競争的スペース」を追加保有することができ、配属学生の適切な教育・研究環境を提供し

ている。 

２．共通の研究機器が充実しており、医学部や総合生命理学部にある共通機器を利用できる。

本学の共通機器センターのホームページからそれら共通機器の情報や予約状況が Web上で確

認でき、機器の予約も容易に行うことができる。 

 

＜改善を要する点＞ 

１．共同研究棟の RI実験施設と動物実験施設の老朽化が進んでいる。これまでも最低限必要な

修理・改修は行ってきたが、近年の実験動物を用いた研究の発展や、今後予想される法令・

規制の変化に対応した動物実験施設そのもののリニューアル及び拡張が望まれる。 

 

［改善計画］ 

１．動物実験施設の利用増大の一方で、放射性同位体を用いた研究の減少に伴い、RI実験施設

の利用が減少している。そこで、動物実験施設と RI 実験施設とを含めた共同研究棟全体の

見直しを行い、リニューアルに必要な予算確保を行う。 

 

＜基準７についての評価＞ 

１．アイソトープ施設は 2025 年度の廃止を決定して、代替として研究棟内に少量のアイソト

ープ使用実験を可能な部屋を整備することとし、その予算を確保した。 

 

 

  



 

 

 

８ 社会連携・社会貢献 

 

【基準 ８-１】 

教育研究活動を通じて、社会と連携し、社会に貢献していること。 

 

【観点 8-1-1 】医療・薬学の発展及び薬剤師の資質・能力の向上に貢献していること。 

注釈：地域の薬剤師会・病院薬剤師会・医師会等の関係団体、製薬企業等の産業界及び

行政機関との連携、生涯学習プログラムの提供等を含む。 

【観点 8-1-2 】地域における保健衛生の保持・向上に貢献していること。 

注釈：地域住民に対する公開講座の開催、健康イベントの支援活動等を含む。 

【観点 8-1-3 】医療及び薬学における国際交流の活性化に努めていること。 

注釈：英文によるホームページの作成、大学間協定、留学生の受入、教職員・学生の海外

研修等を含む。 

 

［現状］ 

東海地区調整機構（資料８７、表3-2-1-1）を通して、東海地区の薬剤師会、病院薬剤師会、

大学病院と円滑な関係を築き、研究や薬剤師研修、薬剤師活動などで連携している。東海地区

の薬剤師会及び病院薬剤師会とは年１回の定期的な意見交換会を実施しており、特に愛知県薬

剤師会には本学教員が常務理事として参加し貢献しているほか、多くの部会活動に貢献してい

る。また、愛知県薬剤師会学術部会と連携し、現場薬剤師による臨床研究のサポートを行って

いる。さらに、愛知県薬剤師会による薬剤師の再就業支援の活動にも本学の教員や教材、施設

を提供して貢献している（資料８８）。本学の臨床教員を中心に認定実務実習指導薬剤師養成

ワークショップや認定実務実習指導薬剤師アドバンストワークショップのタスクフォースや

事務局も務めており、実務実習指導薬剤師の養成やスキル向上に貢献している（資料８９、資

料９０）。【観点 8-1-1 】 

学内においては、医学部、看護学部と医療系学部連携チームを結成し、コミュニティヘルス

ケア卒前教育プログラムならびに大学院指導者養成プログラムを実施し地域医療に貢献でき

る人材育成に尽力している。産業界とは医薬品産業特論をはじめとする大学院講義などへの講

師派遣等で協力を得ている。また学会活動・共同研究・受託研究などを通して教員は産業界と

の連携を保つ努力をしており、技術移転活動を経て産学の共同研究も行っている。受託研究契

約件数は2021（令和3）年度に33件、2022（令和4）年度に26件、共同研究契約件数は2021（令

和3）年度に39件、2022（令和4）年度に37件と、非常に活発に実施している（訪問時３５ 2021

（令和3）〜2022（令和4）年度 受託研究契約及び共同研究契約一覧）。 

医療界に関しては、地域の薬剤師の教育・再教育や、地域医療の問題を解決するためのハブ

として機能している。例としては、薬剤師のためのスキルアップセミナーのアドバイザーをつ

とめたり（資料９１）、在宅支援に関する問題を話し合う会を主催したりしている（資料９２）。



 

 

 

さらに、名古屋市社会福祉協議会の依頼により、名古屋市緑区鳴子地区の高齢者サロン（土曜

サロン）及び保健管理センター火曜サロンに本学部の学生を派遣し、高齢者への支援を行って

いる（資料９３）。これは「コミュニティヘルスケア応用」の授業の一部も構成している。【観

点 8-1-1 】 

本学部では「東海薬剤師生涯学習センター」を設置し、卒後教育の拠点として活動を実施し

ている。「東海薬剤師生涯学習センター講座」は年９回の卒後研修を実施しており、うち４回は

静岡県立大学薬学部との連携研修として実施している。薬学部同窓会「薬友会」による卒後教

育講座は年間３日、計６回の講義を実施している（資料９４）。【観点 8-1-1 】 

地方公共団体である名古屋市を設置母体とする本学は、地域からの要請に応じて、かつ、自

ら積極的に、地域に対する貢献事業を以下の様に実施している。市民公開講座を毎年秋に開催

し、例年およそ100名の市民に対して通常２名の教員が講師として講義を実施している（資料

９５）。各種疾患の予防と薬物治療についてわかりやすく解説し名古屋市民の健康維持に貢献

している。これとは別に、本学薬用植物園の市民公開講座も年２回（春及び秋）実施しており、

教員と学生による薬用植物の解説とガイドツアーで好評を博している（資料９６）。毎年夏に

は、高校生を対象とした研究体験「大学丸ごと研究室体験」を実施しており、10名以上の教員

が5〜6講座の研究体験を高校生に提供し、薬学の知識・研究をわかりやすく解説している（資

料９７）。また、小中学生向けには名古屋市瑞穂区との連携で「夏休みの子供向け薬学教室」を

実施し、薬の基礎知識や実験を毎年およそ50名の小中学生に対してわかりやすく解説し、早い

うちから薬学に対する興味をもってもらう努力をしている（資料９８）。【観点 8-1-2 】 

COVID-19の世界的な大流行に際しては、名古屋市の大規模接種会場であるパロマ瑞穂スタジ

アムにおいてワクチンの集団接種が行われた。本学は、2021（令和3）年度には名古屋市の要請

に基づき、本学部の教員も含めこの集団接種に全面的に協力した。薬剤師免許を有する者は注

射剤の調製など、そうでないものは交通整理等に協力し、人的な貢献を行った（資料９９）。ま

た、2022（令和4）年度には、オミクロン株対応ワクチンの接種が本学看護学部棟内に設けられ

たことに伴い、本学部の教員も注射剤の調製などを行った（資料１００）。【観点 8-1-2 】 

本学部では英文ホームページを開設し、世界に向けて情報発信している。英語版ホームペー

ジでは、特にアドミッション・ポリシーをはじめ、教育方針や教育目標、沿革、研究室一覧及

び研究内容、国際交流に関する情報を紹介している（資料１０１）。また、英文パンフレットも

作成し、ホームページ上で公開している（資料１０２）。 

本学は、世界５２大学と大学間交流協定を締結している（資料１０３）。薬学部と関係が深

い提携先としては、名古屋市と姉妹都市であるロサンゼルスの南カリフォルニア大学薬学部を

はじめ、南京医科大学、瀋陽薬科大学、サント・トーマス大学（フィリピン）、黒竜江中医薬大

学、ハジェテペ大学（トルコ）、天津中医薬大学、中国薬科大学、台北医学大学がある。また、

学部間交流協定を締結している大学として、ミシガン大学薬学部、香港浸会大学中医薬学部、

梨花女子大学薬学部、香港大学薬学部があり、それぞれ教員の相互訪問、学生の派遣と受け入

れを実施し、研究と教育の両面において交流に力を入れている（資料１０４）。特に、COVID-19



 

 

 

流行下においては中断を余儀なくされているが、南カリフォルニア大学薬学部とは毎年学生の

相互派遣を実施している。これは、南カリフォルニア大学において、薬学科5年次の学生10名程

度が2週間程度の臨床研修に参加するものであり、教員ならびに学生間の交流に大きく寄与し

ていた。また、瀋陽薬科大学からは、毎年、数名が本学での短期研修に、中国薬科大学からは、

科学技術振興機構が主催するさくらサイエンスプログラムにより４名の学生が本学での短期

研修に参加し、両大学の卒業生数名が本学の大学院に進学している。両大学とは、これまで合

同薬学シンポジウムを開催してきており、2020（令和2）年に本学で開催予定であったが、COVID-

19流行のために延期となっている。また、香港大学、サント・トーマス大学からも、学生の短

期研修を受け入れた。黒竜江中医薬大学からは２名の博士研究員を受け入れ、天津中医薬大学

からは私費留学生１名、ハジェテペ大学からは国費留学生２名を大学院生として迎えている。

台北医学大学へは、本学学部生が同大学薬剤部で短期研修を受けた。【観点 8-1-3 】 

 

［社会連携・社会貢献に対する点検・評価］ 

 医学部、看護学部と医療系学部連携チームを結成し、地域医療に貢献できる人材育成に尽力

するとともに、医療界とは特に大学病院、医学研究科との連携の中で情報の共有や活動の支援

などを行っている。薬剤師会、病院薬剤師会、大学病院とも、東海臨床薬学教育連携センター

や東海地区調整機構などの活動を通して円滑な関係を築き、研究や薬剤師研修、薬剤師活動な

どで連携するとともに、定期的な意見交換会を実施し、現場薬剤師による臨床研究のサポート、

薬剤師の再就業支援活動に本学の教員や教材、施設を提供して貢献している。また、産業界と

は大学院講義への講師派遣等で協力を得るとともに、教員の学会活動などを通して産業界との

連携を保ち、技術移転活動を経て産学の共同研究も行っている。生涯学習プログラムに関して

は、本学部「東海薬剤師生涯学習センター」による卒後研修、薬学部・薬学研究科同窓会「薬

友会」による卒後教育講座を実施することで、薬剤師の資質の向上に貢献している。このよう

に、薬剤師会、医師会、産業界等と連携し、医療・薬学の発展及び薬剤師の資質・能力の向上

に貢献している【観点 8-1-1】。 

 地域住民の保健衛生への貢献については、市民公開講座、薬用植物園公開、高校生への研究

体験の提供、小中学生向けの薬学教室などを実施している。さらに、COVID-19への対応として、

名古屋市集団接種会場やオミクロン株対応ワクチン接種における人的貢献を行った。以上のよ

うに、地域住民の保健衛生の保持・向上に大きく貢献している【観点 8-1-2】。 

 国際交流の活性化に関しては、英文ホームページ及び英文パンフレットによる情報発信を行

っている。また、世界５２大学と交流協定を締結し、教員の相互訪問、学生の派遣と受け入れ

など、研究と教育の両面において国際交流の活性化に努めている【観点 8-1-3】。 

 以上より本学部は教育研究活動を通じて社会と連携し、社会に大きく貢献していることから、

【基準 8-1】に十分に適合している。 

 

＜優れた点＞ 



 

 

 

１．名古屋市を設置母体とする公立大学として、地域住民や学生・子供を対象にした事業を多

く実施している。特に、地域の在宅医療及び薬剤師コミュニティにおける存在感は非常に大

きい。 

２．COVID-19への対応として名古屋市集団接種会場やオミクロン株対応ワクチン接種における

人的貢献を行うなど、地域住民の保健衛生の保持・向上に大きく貢献している。 

 

＜改善を要する点＞ 

特になし。 

 

［改善計画］ 

特になし。 

 

＜基準８についての評価＞ 

引き続き、社会連携・国際化を推進していく。 
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１  博士学位取得者 

 

 



 

 

 

学位記 

番 号 
 

博士の専攻 

分野の名称 

博士の学位を授与された者 博士課程の修了等の状況 

博士論文名 
授与 

年月日 
主査 

副査 

(指導教

員) 

副査 副査 副査 (ふりがな) 

氏名 

性

別 
大学院名 

研究科 

（専攻）名 

甲第 

421 号 
 

博士 

（薬科学） 
高
こう

 明月
めいげつ

 女 
名古屋市立

大学大学院 

薬学研究科 

創薬生命科学専攻 

スプレードライ法を用いたアルブミン

ナノコンポジット吸入粉末剤の開発 R6.9.25 
山中 

淳平 

尾関 

哲也 

河野 

弥生 

保嶋 

智也 

 

甲第 

422 号 

博士 

（薬学） 
稲
い

波
なみ

 千尋
ちひろ

 女 
名古屋市立

大学大学院 

薬学研究科 

医療機能薬学専攻 

広範囲脳活動解析に基づく痛みと精神

疾患の神経メカニズムの探索 R6.9.25 
山村 

壽男 

粂 

和彦 

田中 

正彦 

中津海 

洋一 

 

甲第 

423 号 

博士 

（薬科学） 

RAGHDA MOUSTAFA ABDELFATTAH IB

  らぐだ  もすたふぁ       あぶどぅあるふぁた  

 
女 

名古屋市立

大学大学院 

薬学研究科 

創薬生命科学専攻 

Optimization of attachment and 

culture of suspension- type human 

primary hepatocytes to be plateable- 

type for use as an in vitro 

pharmacokinetics model  

R7.3.21 
肥田 

重明 

岩尾 

岳洋 

尾関 

哲也 

保嶋 

智也 

 

甲第 

424 号 

博士 

（薬学） 泉 和弥
いずみ  かずや

 
男 

名古屋市立

大学大学院 

薬学研究科 

医療機能薬学専攻 

DNA メチル化を介した神経芽腫悪性

化のメカニズムとその治療に関する研

究 
R7.3.21 

岩尾 

岳洋 

青山 

峰芳 

井上 

靖道 

中津海 

洋一 

 

甲第 

425 号 

博士 

（薬学） 迫田 凌太
 さこだ   りょうた

 
男 

名古屋市立

大学大学院 

薬学研究科 

医療機能薬学専攻 

ヒトにおける甘草誘発性偽アルドステ

ロン症の個人差と glycyrrhizinic acid

の薬物動態解析 
R7.3.21 

岩尾 

岳洋 

牧野 

利明 

井上 

靖道 

保嶋 

智也 

 

甲第 

426 号 

博士 

（薬学） 藤田 みのり
 ふじた    みのり

 
女 

名古屋市立

大学大学院 

薬学研究科 

医療機能薬学専攻 

医薬領域での光材料応用を目指

した 2 次元コロイド結晶の構築 R7.3.21 
平嶋 

尚英 

山中 

淳平 

梅澤 

直樹 

中川 

秀彦 

矢木 

宏和 

甲第 

427 号 

博士 

（薬学） 間竹 勇
 またけ    いさむ

 
男 

名古屋市立

大学大学院 

薬学研究科 

医療機能薬学専攻 

ヌクレオシドトランスポーターENT2 及

び ENT3 に見い出された 

尿酸トランスポーターとしての機能と

尿酸動態における役割 

R7.3.21 
牧野 

利明 

湯浅 

博昭 

山村 

壽男 

伊藤 

佐生智 
  

甲第 

428 号 

博士 

（薬学） 長水 正也
ながみず   まさや

 
男 

名古屋市立

大学大学院 

薬学研究科 

医療機能薬学専攻 

固定投与量の薬剤における体格あたり

の投与量と有害事象および有効性の関

連 

R7.3.21 
青山 

峰芳 

舘 

知也 

岩尾 

岳洋 

平嶋 

尚英 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 修士学位取得者 



 

 

 

学位 

番号 
分野名 

性 

別 
氏  名 論 文 題 目 日付 主査 副査 副査 副査 

2383 神経薬理学 女 
ASHRAFI 

AFRIDA 

Role of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II in the regulatioin of circadian 

rhythms in Drosophila R6.9.25 粂 牧野 山村 
上島

(医) 

2384 生薬学 女 
XIN 

JINGXIAO 

ヒトにおけるグリチルリチン酸代謝産物の薬理活性の比較 

R6.9.25 牧野 
河野

弥 
保嶋 - 

2385 神経薬理学 女 青野 萌子 
"概日時計とドパミンによるショウジョウバエの 

R7.3.25 粂 川口 
安部 

(DS) 
- 

2386 病態解析学 男 天野 歩 
転写因子 TFEB による MYCN 増幅神経芽腫悪性化抑制メカニズムの解明 

R7.3.25 青山 岩尾 井上 - 

2387 衛生化学 男 荒井 陽人 
EBV に有効な遺伝子阻害の探索を目的としたスクリーニング研究 

R7.3.25 肥田 青山 粂 - 

2388 薬化学 男 泉 遼 
可視光駆動型光アフィニティラベル化剤の開発 

R7.3.25 中川 梅澤 
中津

海 
- 

2389 生薬学 男 伊藤 司 
レンバチニブによるポドサイト障害に対する蓮肉の保護作用 

R7.3.25 牧野 肥田 梅澤 - 

2390 薬物送達学 男 上田 峻 
多孔性 PLGA マイクロ粒子を用いた細胞外小胞の封入・徐放システムの開発 

R7.3.25 尾関 湯浅 田中 - 

2391 神経薬理学 男 江上 涼 
マウスを用いた向精神薬の睡眠および活動リズムに及ぼす作用の検討  

R7.3.25 粂 伊藤 保嶋 - 

2392 薬品合成化学 女 大瀧 真由 
ヒカゲノカズラ科植物由来内生糸状菌 Hypoxylon sp. LY94 より単離した新規ポリケチ

ドの構造研究 R7.3.25 中村 中川 池田 - 

2393 遺伝情報学 男 小川 慧真 
RNA 結合タンパク質 LARP4-AKAP1 によるポリ A 鎖伸長を介した核コードミトコン

ドリア mRNA の翻訳制御 R7.3.25 星野 白根 服部 - 

2394 薬化学 男 小澤 遼 
UPS 活性検出を指向した人工蛍光性ユビキチン化基質の開発 

R7.3.25 中川 梅澤 
矢木

宏 
- 



 

 

 

2395 
コロイド・高分

子物性学 
男 川瀬 健太 

２次元コロイド結晶を用いたプラズモニックおよびフォトニック材料の研究 

R7.3.25 山中 平嶋 尾関 - 

2396 遺伝情報学 男 北野 智也 
自然免疫システムを標的とした人工 mRNA の発現効率化 

R7.3.25 星野 肥田 井上 - 

2397 薬物動態制御学 男 北村 拓馬 
HepG2 肝細胞モデルにおける担体介在性カプリン酸輸送の解析 

R7.3.25 湯浅 岩尾 肥田 - 

2398 臨床薬学 男 北村 瑞基 
小腸-肝臓連結 Microphysiological system(MS-plate)の創薬研究への応用 

R7.3.25 岩尾 湯浅 青山 - 

2399 
細胞分子薬効解

析学 
男 小井手 司 

光遺伝学を用いた血管リモデリング形成メカニズムの解明 

R7.3.25 山村 白根 冨田 - 

2400 神経薬理学 男 小塚 康平 
概日リズム睡眠覚醒障害モデルマウスに対する Aripiprazole の効果の検討 

R7.3.25 粂 服部 田中 - 

2401 病態解析学 女 近藤 リリ 
次世代光感受性物質を用いた光線力学療法による抗腫瘍効果 

R7.3.25 青山 
中津

海 
伊藤 - 

2402 衛生化学 女 原 悠 
全身性自己免疫疾患における自己抗体の産生機構の解明 

R7.3.25 肥田 岩尾 
中津

海 
- 

2403 遺伝情報学 男 志柿 暢彦 
人工 mRNA 非翻訳領域間の塩基対形成による翻訳効率化技術の開発 

R7.3.25 星野 山村 伊藤 - 

2404 薬物動態制御学 女 澁谷 玲衣 
MCT10 の尿酸輸送機能の解析 

R7.3.25 湯浅 牧野 伊藤 - 

2405 
細胞分子薬効解

析学 
男 関根 大雅 

パキシリンによるカルシウム活性化クロライド TMEM16A チャネルの抑制作用 

R7.3.25 山村 粂 
大矢

(医) 
- 

2406 薬物送達学 女 竹沢 香穂 
経口投与による細胞外小胞の小腸デリバリーを目指した腸溶性ポリマー被覆製剤の開

発 R7.3.25 尾関 岩尾 保嶋 - 

2407 
コロイド・高分

子物性学 
女 竹本 満里菜 

荷電コロイド粒子の交互積層による２次元ダイヤモンド結晶の構築 

R7.3.25 山中 中川 田中 - 



 

 

 

2408 
コロイド・高分

子物性学 
女 田代 耀 

金属酸化物基板を用いた２次元コロイド結晶の構築 

R7.3.25 山中 尾関 
矢木

宏 
- 

2409 薬品合成化学 女 田畑 愛美 
パーヒドロキシアサー[6]アレーンおよびパーヒドロキシアサー[6]キノンの合成と特性 

R7.3.25 中村 梅澤 池田 - 

2410 
レギュラトリー

サイエンス 
男 出来 佑都 

症例対照研究による新型コロナウイルス感染症罹患後症状の実態調査とリスク因子の

探索 R7.3.25 中川 青山 粂 - 

2411 衛生化学 女 戸川 果歩 
アレルギー疾患に関与するシグナル伝達機構の解明と治療応用 

R7.3.25 肥田 平嶋 井上 - 

2412 病態生化学 女 德永 柊 
リン脂質フリッパーゼ欠損による小脳神経変性機構とその治療法開発に関する研究 

R7.3.25 服部 白根 星野 - 

2413 薬物送達学 男 十時 拓大 
難水溶性薬物の鼻腔内溶解性と脳への薬物送達効率を高めるためのシクロデキストリ

ン製剤の開発 R7.3.25 尾関 山中 坡下 - 

2414 精密有機反応学 男 鳥山 剛 
水中での自己集合プロセスの制御が可能な両親媒性分子を用いた発光性超分子集合体

の構築 R7.3.25 梅澤 中川 尾関 - 

2415 生薬学 女 能瀬 逸紀 
半夏によるイガイガ発生とその修治による減弱のメカニズム 

R7.3.25 牧野 山村 
矢木

宏 
- 

2416 細胞情報学 女 橋口 咲良 
メチルトランスフェラーゼ SET8 による TGF-βシグナル伝達制御に関する研究 

R7.3.25 井上 
中津

海 
青山 - 

2417 薬化学 男 平尾 景尚 
Hydropersulfide の蛍光検出とラベル化の両立を志向したプローブの合成と機能評価 

R7.3.25 中川 池田 肥田 - 

2418 精密有機反応学 男 瀬 拓 
可逆的共有結合を用いた p53/MDM2 タンパク質相互作用阻害ペプチドの創製 

R7.3.25 梅澤 山中 池田 - 

2419 細胞情報学 女 藤田 真衣 
がん抑制遺伝子 p53 を活性化する新規化合物の作用解析 

R7.3.25 井上 
矢木

宏 
舘 - 

2420 病態生化学 男 松村 悠己 
神経細胞内におけるスフィンゴミエリンの局在の解明 

R7.3.25 服部 井上 田中 - 



 

 

 

2421 分子生物薬学 女 向江 凪 
小胞体・エンドリソソーム間膜接触部位における PDZD8-TMEM55B 複合体の機能解

明 R7.3.25 白根 山村 星野 - 

2422 薬物動態制御学 女 森本 遥香 
ATP13A3 及び ATP13A4 の細胞膜ポリアミントランスポーターとしての機能特性 

R7.3.25 湯浅 山村 坡下 - 

2423 薬物送達学 女 山下 晶朱 
２液混合型スプレーノズルを用いた脂質ナノ粒子含有マイクロ粒子のワンステップ調

製 R7.3.25 尾関 平嶋 
河野

弥 
- 

2424 細胞情報学 男 山中 翔悟 
プロテアソーム阻害剤耐性に寄与するストレス応答性キナーゼ EIF2AKs の役割 

R7.3.25 井上 星野 
河野

孝 
- 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

３ 講演会等 

(2024年 1月から 2024年 12月) 

 

  



 

 

 

開催日： 2023 年 12 月 13 日 

講演会： 名市大若手イブニングセミナー 

講師： 藤野 公茂 助教 

所属： 名古屋大学大学院 工学研究科 

演題： 非タンパク質性アミノ酸含有ペプチドの翻訳合成 

世話分野： 薬化学分野 

 

 

開催日： 2023 年 4 月 19 日 

講演会： 第 32 回 IBS セミナー 

講師： 三好悟一教授 

所属： 群馬大学医学部 

演題： 自閉症スペクトラム症の発症臨界期機構の解明 

世話分野： 病態生化学分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

４ 研究業績目録 

 

（２０２４年１月から２０２４年１２月） 

 

 

  



 

 

 

【薬化学分野】 

 

（原報） 

 

Naoya Ieda, Mitsuyasu Kawaguchi, and Hidehiko Nakagawa. 

Substituent Effects at the N-Nitrosoaminophenol Moiety of a Photoinduced-Electron-

Transfer-Driven Nitric Oxide Releaser 

Chem. Pharm. Bull., 71, 447-450 (2023). 

 

＜中略＞ 

 

 

【臨床薬学分野】 

 

（原報） 

 

（学会発表） 

 

横井杏菜, 吉永千裕, 水野正子, 水野紀子, 浅井治行, 山田葉子, 三宅宏季, 石川友康, 供田将

志, 菊池千草, 堀 英生, 鈴木 匡. 

薬局から他職種への在宅支援情報データ解析による薬剤師情報提供の有用性に関する考察. 

日本薬学会第 143 年会, 2023 年 3 月 25–28 日（札幌）. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

５ 科学研究費等補助金 

 

 



 

 

 

科学研究費 

 

研究種目 研究課題／ 

領域番号 

研究代表

者 

職名 

（採択

時） 

期間開始

日 

期間終了

日 

6年度配分

額 

研究課題名 

学術変革 A 21H05259 中川秀彦 

 

教授 20210401 20260331 10,500,000 超硫黄分子 in-cellケミストリーの確立とその生命科学

研究への応用 

学術変革 B 23H03838 矢木宏和 准教授 20230401 20260331 14,900,000 老化時計のリバイバル機構の解明に向けたマルチオミ

クス解析法の開発と応用 

基盤 B 23K21288(21H02406) 星野真一 教授 20210401 20250331 3,300,000 外来性ウイルス RNA を分解する生体防御機構の全容

解明 

基盤 B 23K21358(21H02625) 矢木宏和 准教授 20210401 20250331 1,900,000 糖転移酵素の局在と基質タンパク質の選別輸送による

糖鎖修飾プログラムの解明 

基盤 B 23K24049(21H02625) 山村壽男 教授 20210401 20250331 3,900,000 新規肺高血圧症治療薬を指向したイオンチャネル創薬 

基盤 B 23K24050(22H02788) 松永民秀 特 任 教

授 

20220401 20250331 4,600,000 腸と肝臓の臓器間相互作用（腸肝軸）in vitro モデルの

構築とその評価 

基盤 B 22H02773 鈴木良明 講師 20220401 20260331 3,200,000 興奮転写連関による先駆細胞誘導を起点とした血管リ

モデリング発症機構の解明 

基盤 B 23K27303(23H02612) 中川秀彦 教授 20230401 20260331 5,100,000 PeT 機構に基づくケージド化合物の生命機能解析・疾

患治療研究への応用 

基盤 B 23K27324(23H02633) 服部光治 教授 20230401 20260331 5,800,000 リーリン経路と細胞膜非対称性の破綻による疾患発症

の分子機構解明と、創薬標的の同定 

基盤 B 24K02167 平嶋尚英 教授 20240401 20270331 4,300,000 半人工分泌細胞を用いた新規 DDS の開発と応用 



 

 

 

基盤 B "24K02197  井上靖道 教授 20240401 20270331 5,000,000 プロテアソーム阻害薬不応答性を誘導するストレス適応

の分子機序解明と新規治療法開発 

基盤 B "24K02065  粂和彦  教授 20240401 20260331 6,100,000 ショウジョウバエのタンパク質リン酸化による睡眠制御機

構 

基盤 B 24K02198 保嶋智也 准教授 20240401 20270331 6,900,000 新規小胞膜局在型モノアミントランスポーターの機能

解析と創薬標的としての有望性評価 

基盤 B 24K02122 白根道子 教授 20240401 20270331 5,000,000 コレステロールエステルによる炎症と神経変性疾患の

関連メカニズム 

基盤 C 22K06532 梅澤直樹 教授 20220401 20250331 1,200,000 側鎖構造をもつ新規ポリアミン型オリゴマーの固相合

成と標的核酸との選択的結合 

基盤 C 22K07026 田中正彦 准教授 20220401 20250331 800,000 腸管グリア細胞は腸炎の新規治療標的となりうるか？ 

基盤 C 22K06505 川口充康 准教授 20220401 20250331 800,000 SIRT 脱ミリストイル化活性選択的阻害剤の開発と細

胞機能の光操作 

基盤 C 22K06680 寺坂和祥 講師 20220401 20250331 700,000 代謝改変を指向したアリストロキア酸生合成の鍵酵素

の同定 

基盤 C 22K07425 太田美里 研究員 20220401 20250331 1,100,000 大黄の修治による血流改善メカニズムの解明および漢

方諸方への応用 

基盤 C 23K04694 豊玉彰子 准教授 20230401 20260331 600,000 トレーサー粒子を用いた荷電コロイド構造体の相互作

用ポテンシャルの可視化 

基盤 C 23K04737 池内和忠 講師 20230401 20250331 652,268 独自のシクロペンタジエン誘導体を拠点とする斬新ノ

ルボルナン化合物群の合成 

基盤 C 23K05855 冨田淳 准教授 20230401 20260331 1,400,000 ショウジョウバエにおける個体間相互作用による睡眠

制御機構の解明 



 

 

 

基盤 C 23K06119 河野孝夫 准教授 20230401 20260331 1,200,000 時空間特異的な樹状突起発達メカニズムとその病態に

おける意義 

基盤 C 23K06133 安部賀央

里 

准教授 20230401 20260331 1,300,000 皮膚感作性評価のための in silico 予測モデルの開発と

実用化研究 

基盤 C 23K06194 石内勘一

郎 

准教授 20230401 20260331 1,100,000 糸状菌が保有する植物由来天然物の特異な生合成機構

解明に基づいた新規構造多様性創出 

基盤 C 23K06239 尾関哲也 教授 20230401 20260331 1,200,000 粘膜ワクチン応用に向けた粉末製剤化 mRNA 封入脂

質ナノ粒子の開発 

基盤 C 23K06258 湯浅博昭 教授 20230401 20260331 1,100,000 新規コリントランスポーター類の分子機能と生理的及

び薬物動態的役割 

基盤 C 23K06283 山城貴弘 講師 20230401 20260331 1,100,000 SLC19A3 の基質認識機構の解明と医療応用への分子

基盤の構築 

基盤 C 24K09876 笛木司 研究員 20240401 20270331 1,200,000 生薬ハンゲによる咽喉刺激通の発生および薬効の発現

におけるレクチンの役割 

基盤 C 24K09734 樋口恒彦 名 誉 教

授 

20240401 20280331 900,000 ポルフィリン関連分子の創薬化学への応用研究 

基盤 C 24K10156 高岸麻紀 講師 20240401 20270331 1,600,000 脳室内繊毛上衣細胞からの小胞分泌と神経幹細胞メン

テナンス機構の解明 

基盤 C 24K09864 伊藤佐生

智 

准教授 20240401 20270331 1,200,000 黄色ブドウ球菌免疫活性化毒素はアレルギー性炎症の

新たな治療標的となるか？ 

基盤 C 24K09798 林秀敏 名 誉 教

授 

20240401 20270331 1,400,000 Tribbles ファミリー分子による細胞老化の誘導制御を

介した新たながん治療薬の開発基盤 

基盤 C 24K09733 久松洋介 講師 20240401 20270331 1,400,000 水中でヘム高選択的な認識能を発揮する蛍光性人工レ



 

 

 

セプターの創製と応用 

基盤 C 24K09713 中村精一 教授 20240401 20270331 1,500,000 酸化イソベンゾフラン生成法を基盤とする新反応の開

発とその応用 

基盤 C 23K06829 尾﨑智也 講師 20230401 20260331 1,200,000 糖鎖を狙った損傷軸索治療薬と糖鎖への軸索応答に関

する研究基盤の独創 

国際共同研

究 j 強化 

23KK0308 鈴木良明 講師 20230401 20280331 12,000,000 興奮転写連関による痛覚伝導路の可塑的変化と慢性疼

痛への関与の解明 

ｽﾀｰﾄ 23K19222 小川勇 助教 20230401 20250331 1,100,000 ﾋﾄ ips 細胞由来濾胞被蓋上皮の作製と創薬に向けた腸

管免疫評価系の構築 

ｽﾀｰﾄ 24K22765 齊藤将之 講師 20240401 20260331 1,000,000 薬剤師のための過量内服に対応するオンライン教育プ

ログラムの開発 

ｽﾀｰﾄ 24K23273 大橋栄作 助教 20240401 20260331 1,100,000 次世代免疫抑制剤の開発を指向したブラシリカルジン

A のリード化合物創製 

特 別 研 究

員・DC1 

24KJ1890 天野泰樹 大 学 院

生 

20240401 20270331 800,000 肺高血圧症におけるカルシウム透過性イオンチャネル

を標的とした新規治療薬の開発 

特 別 研 究

員・DC1 

24KJ1889 竹腰祐斗 大 学 院

生 

20240401 20270331 500,000 神経細胞膜の脂質組成を制御する新規分子機構の解明

と、その精神疾患治療への応用 

特 別 研 究

員・DC2 

24KJ1887 川田成紀 大 学 院

生 

20240401 20260331 800,000 肝星細胞のイオンチャネル発現変化に着目した肝線維

化機構の解明と創薬への応用 

特 別 研 究

員・PD 

23KJ0002 向井康敬 助教 20230401 20250331 2,100,000 「あくび」発生の脳内分子基盤解明 

萌芽 23K18099 矢木宏和 准教授 20230401 20250331 2,500,000 巨大ｳｲﾙｽが有する非膜性ｵﾙｶﾞﾈﾗ様構造体による新規糖

鎖修飾ｼｽﾃﾑの理解 



 

 

 

若手 24K21093 小川勇 助教 20240401 20290331 700,000 ヒト腸管免疫評価のための細菌・腸管・免疫細胞の三

種共培養系の確立 

若手 23K14348 稲垣佑都 助教 20230401 20250331 1,800,000 Ataxin-2 の機能破綻が 2型脊髄小脳変性症を引き起こ

す分子メカニズムの解明 

若手 22K15322 小川昂輝 助教 20220401 20250331 1,100,000 徐放性 DDS を応用した持効型 mRNA 医薬の開発と中

枢神経系疾患への治療展開 

若手 23K14389 宮嶋ちは

る 

講師 20230401 20250331 1,400,000 がん遺伝子 TEAD と p53 のクロストークを介した新

規がん悪性化機構の解明とその治療応用 

若手 23K14414 近藤るび

い 

助教 20230401 20260331 1,100,000 肝線維症における肝星細胞のカルシウムシグナル制御

機構の解明 

若手 23K14984 鳥内皐暉 助教 20230401 20250331 900,000 グリア瘢痕における細胞老化を標的とした新生児低酸

素性虚血性脳症の予後改善治療 

若手 23K15455 青木啓将 講師 20230401 20260331 800,000 神経芽腫の NK 細胞からの免疫逃避メカニズム解明と

がん免疫療法への応用 

若手 22K15160 鈴木力憲 講師 20220401 20250331 1,300,000 昆虫の運動学習に関わる神経の機能解析とそのﾈｯﾄﾜｰｸ

構造の同定 

若手 23K14388 堀英生 講師 20230401 20250331 1,800,000 生体模倣システムを利用したメタボリックシンドロー

ム由来血管障害モデルの開発 



 

 

 

 

その他の研究補助金 

【助成金等】 

補助金等名称 有限会社しょうなんクリエイト 

研究課題名 病院薬剤学分野（堀田祐志講師）における学術研究奨励のため 

氏名   堀田 祐志 

金額  1,500,000 

 

補助金等名称 公益財団法人中冨健康科学振興財団 

研究課題名 口腔粘膜炎の疼痛緩和に向けた薬物イオン液体含有 3Dプリントオーダー 

メイドフィルムの研究 

氏名   田上 辰秋 

金額  1,500,000 

 

補助金等名称 公益財団法人薬学研究奨励財団 

研究課題名 mTORC1による液-液相分離制御の解析 

氏名   中津海 洋一 

金額  800,000 

 

補助金等名称 公益財団法人日本応用酵素協会 

研究課題名 分泌型メタロプロテアーゼ ADAMTSによる神経機能制御 

氏名   服部 光治 

金額  500,000 

 

補助金等名称 公益財団法人東洋医学研究財団 

研究課題名 XBPIスプライシングを抑制する天然由来化合物の作用機序の解明と医療へ 

の作用 

氏名   井上 靖道 

金額  700,000 

 

補助金等名称 公益財団法人東洋医学研究財団 

研究課題名 生薬ハンゲの咽喉刺激通（イガイガ）発生および伝統的加工法による 

減毒機序の解明 

氏名   笛木 司 

金額  700,000 

 



 

 

 

補助金等名称 公益財団法人東洋医学研究財団 

研究課題名 辛夷清肺湯のムチン分泌抑制作用とその活性成分の探索 

氏名   鈴木 俊章 

金額  700,000 

 

補助金等名称 大塚製薬株式会社 

研究課題名 下部尿路機能障害モデルを用いた光応答性 NO ドナーの有効性の検討 

氏名   堀田 祐志 

金額  200,000 

 

補助金等名称 公益財団法人政策医療振興財団 

研究課題名 ＡＵＣに基づいたバンコマイシンの投与設計に対応した新規ＴＤＭ支援ソフトの 

開発 

氏名   堀田 康弘 

金額  594,000 

 

補助金等名称 公益財団法人政策医療振興財団 

研究課題名 薬剤師による小児製剤の院内調製に有用な３Ｄプリンティング技術の研究 

氏名   田上 辰秋 

金額  662,000 

 

補助金等名称 公益財団法人武田科学振興財団 

研究課題名 低エネルギー光で制御可能なケージド化合物群の開発 

氏名   家田 直弥 

金額  3,000,000 

 

補助金等名称 公益財団法人日本応用酵素協会 

研究課題名 興奮転写連関を介した血管リモデリング形成機構の解明 

氏名   鈴木 良明 

金額  500,000 

 

補助金等名称 バイエル薬品株式会社 

研究課題名 大腸がん患者の腫瘍崩壊症候群の発症リスク因子解析と発症予測モデルの 

構築 

氏名   堀田 祐志 

金額  320,000 



 

 

 

 

補助金等名称 公益財団法人持田記念医学薬学振興財団 

研究課題名 医薬品の消化管吸収評価系としての二次元化腸管オルガノイドの開発 

氏名   岩尾 岳洋 

金額  3,000,000 

補助金等名称 公益財団法人持田記念医学薬学振興財団 

研究課題名 SLC19A3の遺伝子変異に起因する疾患へのピリドキシンの関与の解明 

氏名   山城 貴弘 

金額  3,000,000 

 

補助金等名称 公益財団法人市原国際奨学財団 

研究課題名 mTORC1による液－液相分離の摂動を介したシグナル伝達の研究 

氏名   中津海 洋一 

金額  500,000 

 

補助金等名称 一般財団法人横山臨床薬理研究助成基金 

研究課題名 痛風発症のトリガー機構解明に向けたトレンスレーショナル型リサーチの展開 

と治療薬の探索 

氏名   保嶋 智也 

金額  1,000,000 

 

補助金等名称 公益財団法人中部科学技術センター 

研究課題名 がん分子標的薬ベムラフェニブに関連した尿細管細胞死メカニズムの解明 

氏名   真川 明将 

金額  300,000 

 

補助金等名称 株式会社パブリックリレーションズ 

研究課題名 生薬学分野が行う「機能性食品メタボローム分析データベースの作成」に 

関する学術研究奨励のため 

氏名   牧野 利明 

金額  100,000 

 

補助金等名称 鳥居薬品株式会社 

研究課題名 病院薬剤学分野における学術研究奨励のため 

氏名   堀田 祐志 

金額  100,000 



 

 

 

 

補助金等名称 公益財団法人豊秋奨学会 

研究課題名 mTORC1による P－body形成制御メカニズムの解明 

氏名   中津海 洋一 

金額  2,000,000 

補助金等名称 日本化薬株式会社 

研究課題名 病院薬剤学分野における学術研究奨励のため 

氏名   堀田 祐志 

金額  300,000 

 

補助金等名称 公益財団法人小野医学研究財団 

研究課題名 神経精神疾患における脳内脂質蓄積と炎症の関連機構 

氏名   白根 道子 

金額  2,000,000 

 

補助金等名称 公益財団法人小林財団 

研究課題名 小脳神経変性を悪化させる新規メカニズムの解明と、これを標的とする 

治療法開発 

氏名   服部 光治 

金額  3,500,000 

 

補助金等名称 大川原化工機株式会社 

研究課題名 薬物送達学分野尾関哲也教授の学術研究奨励のため 

氏名   尾関 哲也 

金額  600,000 

 

補助金等名称 公益財団法人日中医学協会 

研究課題名 病態生化学分野（教授）における学術研究奨励のため 

氏名   服部 光治 

金額  600,000 

  



 

 

 

【受託研究等】 

 

補助金等名称 国立研究開発法人科学技術振興機構 

研究課題名 体外から血流を光で操る分子技術の構築 

氏名 家田直弥 

金額 3,120,000 

 

補助金等名称 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 

研究課題名 ペプチド型中分子および核酸型中分子を病変細胞内に送達し、活性化する方法 

氏名 梅澤直樹 

金額 16,430,700 

 

補助金等名称 株式会社 MTG 

研究課題名 睡眠に関わる商品における研究 

氏名 粂和彦 

金額 3,000,000 

 

補助金等名称 株式会社 明治 

研究課題名 ショウジョウバエを用いた機能性(睡眠)素材のスクリーニング評価および機序解

明 

氏名 粂和彦 

金額 1,100,000 

 

補助金等名称 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 

研究課題名 肺動脈性肺高血圧症に対する抗体医薬の探索 

氏名 山村寿男 

金額 10,010,000 

 

補助金等名称 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 

研究課題名 ジストログリカンの糖鎖伸長終結因子グリセロールリン酸による生理的調節機能

とがん悪性化機構に関する研究開発 

氏名 矢木宏和 

金額 40,560,000 

 

 

 



 

 

 

補助金等名称 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 

研究課題名 ペプチド型中分子および核酸型中分子を病変細胞内に送達し、活性化する方法 

氏名 梅澤直樹 

金額 16,900,000 

 

補助金等名称 国立大学法人大阪大学 

研究課題名 高度先導的薬剤師の養成とそのグローカルな活躍を推進するアドバンスト教育研

究プログラムの共同開発 

氏名 鈴木匡 

金額 3,662,000 

 

補助金等名称 大学共同利用機構法人自然科学研究機構 

研究課題名 分子中に秘められた新規相互作用部位の探査と改変を通じた次世代抗体創成の基

盤構築 

氏名 加藤晃一 

金額 1,560,000 

 

補助金等名称 国立大学法人北海道大学 

研究課題名 間質性膀胱炎を標的とした新規治療薬の開発 

氏名 堀田祐志 

金額 2,450,000 

 

補助金等名称 国立国際医療研究センター 

研究課題名 B 型肝炎ウイルスの排除を可能とするゲノム編集治療の実用化に向けた包括的な

研究 

氏名 星野真一 

金額 26,000,000 

 

補助金等名称 国立大学法人筑波大学 

研究課題名 切除術不能再発がんを標的とした自然免疫系賦活剤の開発 

氏名 川口充康 

金額 2,150,000 

 

 

 

 



 

 

 

補助金等名称 国立大学法人筑波大学 

研究課題名 がん抑制遺伝子 p53 活性の増強による抗がん活性を狙った治療薬の創製 

氏名 井上靖道 

金額 2,150,000 

 

補助金等名称 国立研究開発法人理化学研究所 

研究課題名 細胞質糖鎖プロセシング酵素および糖鎖認識タンパク質の構造解析 

氏名 佐藤匡史 

金額 6,851,000 

 

補助金等名称 国立研究開発法人理化学研究所 

研究課題名 翻訳異常の改善効果の検証のための神経変性疾患病態マウスの作出と飼育 

氏名 築地仁美 

金額 1,300,000 

 

補助金等名称 国立大学法人熊本大学 

研究課題名 イベルメクチンとその誘導体の抗 HBV 機序の解明および最適化されたイベルメ

クチン誘導体の開発 

氏名 松永民秀 

金額 2,600,000 

 

補助金等名称 国立大学法人千葉大学 

研究課題名 日本固有の本草書と漢方医薬学用語の英訳とデータベース化 

氏名 牧野利明 

金額 1,040,000 

 

補助金等名称 国立研究開発法人産業技術総合研究所 

研究課題名 ヒト iPS 細胞由来脳血管内皮細胞の開発と保存・輸送・品質管理方法の開発 

氏名 坡下真大 

金額 11,700,000 

 

補助金等名称 （独）日本学術振興会(JSPS) 

研究課題名 二国間交流事業（ソフトコロイド系の一方向結晶化と結晶－結晶相転移の研究） 

氏名 山中淳平 

金額 950,000 

 



 

 

 

補助金等名称 国立大学法人筑波大学 

研究課題名 製品化戦略に基づいた、国産ＭＰＳによる創薬プラットフォームの実証研究 

氏名 松永民秀 

金額 29,999,999 

 

補助金等名称 国立客品食品衛生研究所 

研究課題名 テンプレートシステムに基づくヒトのシトクロム P450 代謝予測モデルの汎用性

向上 

氏名 頭金正博 

金額 990,000 

 

補助金等名称 国立研究開発法人科学技術振興機構 

研究課題名 アッセンブリー補助によるタンパク質の配置制御 

氏名 矢木真穂 

金額 5,200,000 

 

補助金等名称 花王株式会社 

研究課題名 腸管吸収及び体内動態に関する研究（コンサルティング） 

氏名 松永民秀 

金額 1,100,000 

 

補助金等名称 任天堂株式会社 

研究課題名 「目覚まし時計に関する研究」 

氏名 粂和彦 

金額 1,944,800 

  



 

 

 

【名古屋市立大学 特別研究奨励費】 

種別 外部研究資金獲得活性化事業 

研究課題名 医療情報データベースと機械学習を融合した薬剤性腎障害の予測法の開発 

氏名 安部賀央里 

金額 900,000 

 

種別 外部研究資金獲得活性化事業 

研究課題名 ポドサイト特異的な細胞保護・毒性作用に関連する薬剤標的因子の同定 

氏名 真川明将 

金額 500,000 

 

種別 外部研究資金獲得活性化事業 

研究課題名 理・薬・医学を貫く先端光化学研究〜基礎研究から臨床応用まで 

氏名 中川秀彦 

金額 2,340,000 

 

種別 外部研究資金獲得活性化事業 

研究課題名 神経終末における新規モノアミントランスポーターの同定と機能解析 

氏名 保嶋智也 

金額 640,000 

 

種別 外部研究資金獲得活性化事業 

研究課題名 難治性多発性骨髄腫患者に対する新規治療薬開発の非臨床研究 

氏名 井上靖道 

金額 4,200,000 

 

種別 外部研究資金獲得活性化事業 

研究課題名 ミトコンドリアダイナミクスによるグリア活性化メカニズムの解明と脳保護治療

への応用 

氏名 鳥内皐暉 

金額 1,260,000 

 

種別 外部研究資金獲得活性化事業 

研究課題名 アミロイド形成の分子機構の解明 

氏名 矢木真穂 

金額 1,500,000 



 

 

 

 

種別 外部研究資金獲得活性化事業 

研究課題名 DNA メチル化状態に着目した神経芽腫に対する新規治療法の創出 

氏名 青木啓将 

金額 1,260,000 

 

種別 外部研究資金獲得活性化事業 

研究課題名 間質性膀胱炎治療薬の開発 

氏名 堀田祐志 

金額 1,260,000 

 

種別 科学研究費獲得活性化事業 

研究課題名 ヒトにおけるグリチルリチン酸の有用性および副作用 

氏名 牧野利明 

金額 750,000 

 

種別 科学研究費獲得活性化事業 

研究課題名 3D プリンター技術と異分野融合で加速する画期的医薬品のものづくり研究 

氏名 田上辰秋 

金額 1,050,000 

 

種別 科学研究費獲得活性化事業 

研究課題名 家庭性変異と環境摂動を利用したアミロイド繊維形成の自由エネルギー地形の俯

瞰的調査 

氏名 矢木真穂 

金額 1,019,000 

 

種別 科学研究費獲得活性化事業 

研究課題名 黄色ブドウ球菌毒素の免疫細胞を標的とする新規生理活性の探索と予防と治療へ

の応用 

氏名 伊藤佐生智 

金額 600,000 

 

 

 

 



 

 

 

種別 科学研究費獲得活性化事業 

研究課題名 Model-Informed Precision Dosing の概念に基づいた新しい投与設計に対応 

できる TDM 支援ソフトの開発と臨床応用 

氏名 堀田康弘 

金額 310,000 

 

種別 科学研究費獲得活性化事業 

研究課題名 生体模倣システムを用いたメタボリックシンドローム病態血管モデルの開発 

氏名 堀英生 

金額 540,000 

 

種別 科学研究費獲得活性化事業 

研究課題名 Ataxin-2 の翻訳制御に基づく新たな神経変性疾患の治療戦略開発 

氏名 稲垣佑都 

金額 600,000 

 

種別 科学研究費獲得活性化事業 

研究課題名 プロテオミクス的手法でアロプリノール誘発特異体質性毒性の真のリスク因子を

同定 

氏名 柴田侑裕 

金額 310,000 

 

種別 国際交流の推進事業 

研究課題名 カルガリー大学との国際共同研究の推進と脳神経科学研究所国際シンポジウムの

開催 

氏名 山村寿男 

金額 500,000 

 

種別 論文活性化事業 

研究課題名 – 

氏名 田上辰秋 

金額 25,000 

 

 

 

 



 

 

 

種別 論文活性化事業 

研究課題名 – 

氏名 尾関 哲也 

金額 25,000 

 

種別 論文活性化事業 

研究課題名 – 

氏名 粂和彦 

金額 50,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

６ 新聞報道等 

（２０２４年１月から ２０２４年１２月） 

 

  



 

 

 

【新聞報道】 

 

白根 道子 

「神経研究により現代社会の問題解決を目指す！」 

毎日新聞 2022 年 3 月 5 日 

 

 

【受賞】 

 

迫田凌太、石内勘一郎、吉野鉄大、小川恵子、南澤潔、渡辺賢治、並木隆雄、牧野利明 

ヒトにおける甘草の副作用の発症を予測できる背景因子の探索 

第 39回和漢医薬学会学術大会 2022年 8月 28日 【優秀発表賞】 

 

中森瑞季, 頭金正博, 片山早紀, 柴田侑裕, 楠本茂, 野坂生郷,3  今泉芳孝,  末廣陽子,  宇都

宮與, 上田龍三, 石田高司,  石塚賢治 

モガムリズマブ投与患者における重篤な皮膚障害の発症に関連するバイオマーカーの探索研究  

第 43回日本臨床薬理学会学術総会 JPW2022  2022 年 11 月 30日（水）～12月 3 日（土）（横浜） 

【優秀演題賞】 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

７ 進路および就職状況 

 

  



 

 

 

学部                                                         令和 5年 4月 1日現在（単位：人） 

 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) アルバイト・パート 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 大学院進学 45 (17)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 大学（他学部）進学 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 大学（別科）進学 0 (0)

96 49 49 1 食料品・飲料・たばこ・飼料 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 海外の大学・大学院進学 0 (0)

(51) (34) (34) 2 繊維工業 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) (0) 専門学校進学 0 (0)

3 印刷・同関連産業 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 国家資格等試験準備 0 (0)

4 化学工業・石油・石炭製品 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (9) 1 (1) 3 (1) 16 (11) 公務員試験準備 0 (0)

5 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) その他(進路未定を含む） 2 (0)

6 汎用・生産用業務器具 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 計 47 (17)

7 電子部品・デバイス 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

8 電気・情報通信機械器具 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

9 輸送用機械器具 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

10その他の製造業 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 既に有職者（現職継続） 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 自営 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

4 (4) 6 (5) 3 (3) 0 (0) 6 (4) 1 (1) 3 (2) 23 (19)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 3 (2)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 4 (2)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)

上記以外 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

5 (4) 8 (6) 3 (3) 1 (1) 22 (14) 2 (2) 8 (4) 49 (34)

(100.0%)

16.3% 100.0%

女子の地域別割合 (11.8%) (17.6%) (8.8%) (2.9%) (41.2%) (5.9%) (11.8%)

10.2% 16.3% 6.1% 2.0% 44.9% 4.1%全体の地域別割合

N 生活関連サービス業・娯楽業

O-1学校教育

O-2その他の教育・学習支援業

P-1医療業・保健衛生

P-2社会保険・社会福祉・介護事業

Q 複合サービス事業

R-1宗教

R-2サービス業（その他）

S-1国家公務

S-2地方公務

計

M 宿泊業・飲食サービス業

G 情報通信業

H 運輸業・郵便業

I-1卸売業

I-2小売業

J-1金融業

J-2保険業

K-1不動産取引・賃貸・管理業

K-2物品賃貸業

L-1学術・開発研究機関

L-2法務

L-3その他専門・技術サービス

D 建設業

E

製

造

業 ※別途、人数を集計してください

F 電気・ガス・熱供給・水道業

三重 東京 大阪 その他 計
就職

未決定者
進学・その他

就職先業種別

A 農業・林業

B 漁業

C 鉱業

卒業者
就職希望者
(有職者・自営業

含む）

就職決定者
(有職者・自営業

含む)

就職地域別
市内 県内 岐阜



 

 

 

大学院博士前期課程 

 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) アルバイト・パート 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 大学院進学 6 (3)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 海外の大学・大学院進学 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 専門学校進学 0 (0)

45 39 39 1 食料品・飲料・たばこ・飼料 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 国家資格等試験準備 0 (0)

(21) (18) (18) 2 繊維工業 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) (0) 公務員試験準備 0 (0)

3 印刷・同関連産業 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) その他(進路未定を含む） 0 (0)

4 化学工業・石油・石炭製品 3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (6) 8 (3) 6 (1) 28 (12) 計 6 (3)

5 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

6 汎用・生産用業務器具 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

7 電子部品・デバイス 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

8 電気・情報通信機械器具 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 既に有職者（現職継続） 0 (0)

9 輸送用機械器具 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 自営 0 (0)

10その他の製造業 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (1)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (2) 1 (0) 0 (0) 4 (2)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (1)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)

3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 19 (11) 9 (3) 8 (2) 39 (18)

(100.0%)

20.5% 100.0%

女子の地域別割合 (11.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (61.1%) (16.7%) (11.1%)

7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 48.7% 23.1%

R-1宗教

R-2サービス業（その他）

S-1国家公務

S-2地方公務

計

全体の地域別割合

上記以外

I-1卸売業

Q 複合サービス事業

K-1不動産取引・賃貸・管理業

K-2物品賃貸業

L-1学術・開発研究機関

L-2法務

L-3その他専門・技術サービス

M 宿泊業・飲食サービス業

N 生活関連サービス業・娯楽業

O-1学校教育

O-2その他の教育・学習支援業

P-1医療業・保健衛生

P-2社会保険・社会福祉・介護事業

J-1金融業

J-2保険業

I-2小売業

E

製

造

業

※別途、人数を集計してください

F 電気・ガス・熱供給・水道業

G 情報通信業

H 運輸業・郵便業

A 農業・林業

B 漁業

C 鉱業

D 建設業

県内 岐阜 進学・その他
就職先業種別

三重 東京 大阪 その他 計
就職

未決定者
卒業者

就職希望者
(有職者・自営業

含む）

就職決定者
(有職者・自営業

含む)

就職地域別
市内



 

 

 

大学院博士後期課程・博士課程 

 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) アルバイト・パート 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 大学院進学 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 海外の大学・大学院進学 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 専門学校進学 0 (0)

16 15 15 1 食料品・飲料・たばこ・飼料 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 国家資格等試験準備 0 (0)

(5) (5) (5) 2 繊維工業 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) (0) 公務員試験準備 0 (0)

3 印刷・同関連産業 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) その他(進路未定を含む） 1 (0)

4 化学工業・石油・石炭製品 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (0) 3 (0) 6 (2) 計 1 (0)

5 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

6 汎用・生産用業務器具 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

7 電子部品・デバイス 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

8 電気・情報通信機械器具 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 既に有職者（現職継続） 0 (0)

9 輸送用機械器具 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 自営 0 (0)

10その他の製造業 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 3 (0) 6 (2)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

3 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 1 (0) 8 (1) 15 (5)

100.0%

女子の地域別割合 (20.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (60.0%) (0.0%) (20.0%) (100.0%)

0.0% 0.0% 0.0%

J-1金融業

J-2保険業

20.0% 6.7% 53.3%

R-2サービス業（その他）

S-1国家公務

S-2地方公務

計

全体の地域別割合 20.0%

R-1宗教

K-2物品賃貸業

L-1学術・開発研究機関

L-2法務

L-3その他専門・技術サービス

M 宿泊業・飲食サービス業

N 生活関連サービス業・娯楽業

O-1学校教育

O-2その他の教育・学習支援業

P-1医療業・保健衛生

P-2社会保険・社会福祉・介護事業

Q 複合サービス事業

※別途、人数を集計してください

F 電気・ガス・熱供給・水道業

G 情報通信業

H 運輸業・郵便業

I-1卸売業

K-1不動産取引・賃貸・管理業

上記以外

進学・その他
就職先業種別

三重 東京 大阪 その他 計
就職

未決定者

I-2小売業

A 農業・林業

B 漁業

C 鉱業

D 建設業

E

製

造

業

卒業者
就職希望者
(有職者・自営業

含む）

就職決定者
(有職者・自営業

含む)

就職地域別
市内 県内 岐阜



 

 

 

 

 

 

 

 

８ 在籍者名簿 

  



 

 

 

名古屋市立大学院薬学研究科（薬学部）所属教員一覧 

(2024年 4月現在) 
講
座 分 野 教 授 准教授 講 師 助 教 

医

薬

化

学 

薬化学 中川 秀彦 川口 充康  太田 悠平 

精密有機反応学 梅澤 直樹  久松 洋介  

薬品合成化学 中村 精一   池内 和忠  大橋 栄作 

機能分子構造学     池田 慎一     

生

命

分

子

薬

学 

生体超分子システム解析学 平嶋 尚英 田中 正彦    

コロイド・高分子物性学 山中 淳平 
奥薗 透 

豊玉 彰子 
 

  

生命分子構造学 
加藤 晃一 

（兼任） 
 矢木 真穂   

分子生物薬学 白根 道子 中津海 洋一  尾崎 智也 

薬物送達学 尾関 哲也   小川 昂輝 

多階層生命機能解析学  矢木 宏和   

医

療

分

子

機

能

薬

学 

生薬学 牧野 利明 石内 勘一郎 寺坂 和祥   

衛生化学 肥田 重明 伊藤 佐生智   小川 勇 

遺伝情報学 星野 真一 宇田川 剛   稲垣 佑都 

細胞分子薬効解析学 山村 壽男   鈴木 良明 近藤 るびい 

病態生化学 服部 光治 河野 孝夫  高岸 麻紀 

医

療

薬

学 

薬物動態制御学 湯浅 博昭 保嶋 智也  山城 貴弘 

病態解析学 青山 峰芳     
青木 啓将 

鳥内 皐暉 

細胞情報学  井上 靖道 宮嶋 ちはる  

神経薬理学 粂 和彦 冨田  淳 鈴木 力憲   

レギュラトリーサイエンス 頭金 正博   安部 賀央里  

臨床薬学 

舘 知也 

岩尾 岳洋 

河野 弥生 

堀田祐志(兼務） 

堀 英生 

坡下 真大 

齊藤 将之 

 

 
附属研究所 

創薬基盤科学研究所 
        

連

携

大

学

院 

腫瘍制御学 
（県がんセンター研究所） 

青木 正博客員教授 

小根山千歳客員教授 
藤下 晃章客員准教授     

加齢病態制御学 
（国立長寿医療ｾﾝﾀｰ研究所） 

飯島 浩一客員教授 関谷 倫子客員准教授 
 

 



 

 

 

医薬品質保証学 
（国立医薬品食品衛生研究所） 

佐藤陽治客員教授 

安田 智客員教授 
安田 智客員准教授 

 
  

生命動態制御学 
（自然科学研究機構） 

村田 和義客員教授 奥村 久士客員准教授    

医薬品医療機器審査科学 
（医薬品医療機器総合機構） 

矢花 直幸客員教授 
 

    

 
がん治療学 
（公益財団法人がん研究会） 

片山 量平客員教授 

丸山 玲緒客員教授 
   

 

  



 

 

 

2024 年度大学院生名簿（博士前期・博士後期課程） 

(2024年 4月現在) 

専
攻 

講
座 

学年 博士前期課程 博士後期課程 

分野 １ 年 ２ 年 １ 年 ２ 年 ３ 年 

創
薬
生
命
科
学 

医
薬
化
学 

薬 化

学 

皆見  祥平 泉 遼    

森山 響 小澤  遼    

𠮷川 旺佑 平尾  景尚    

精 密

有 機

反 応

学 

荒川 主真 鳥山 剛    
 

廣瀬 拓 
   

薬 品

合 成

化学 

大野 美空 大瀧 真由  野口 公寛 安藤 龍志 
 

田畑 愛美   小林 誠 

 
    

機 能

分 子

構 造

学 

       

生
命
分
子
薬
学 

生 体

超 分

子 シ

ス テ

ム 解

析学 

西野 瑞基     

小笠原 有那  

   

コ ロ

イド・ 

高 分

子 物

性学 

竹内 麻有 川瀬 健太    
 

竹本 満里菜    
 

田代 耀    

生 命

分 子

構 造

学 

西崎 竜平 

 

  梅澤 芙美子 

高木 克樹     

 
    

分 子

生 物

薬学 

眞木 穂香 向江  凪    

      

薬 物

送 達

学 

山下 凜 上田 峻 GAO YUAN 寺島 花野 高 明月 

新海 斗馬 竹沢 香穂 FADILAH 

ASRIL 
DAS JAYITA 髙橋 朋弘 

三宅 慧 
十時 拓大 HEMAT MOSTAFA 

KAMAL ATTIA 

ELSAYED 

  

安井 颯 山下 晶朱 佐藤 一輝   
 

SUI HAIXUAN    

 

 



 

 

 

 

専
攻 

講
座 

学年 博士前期課程 博士後期課程 

分野 １ 年 ２ 年 １ 年 ２ 年 ３ 年 

医
療
機
能
薬
学 

医
療
分
子
機
能
薬
学 

生薬学 

成田虎之介 XIN 

JINGXIAO  

LIU 

LINFENG 
  

 

伊藤 司 ZUO 

QINGFEI 
  

 

能瀬  逸紀    

衛生化学 

茶納 沙希 荒井 陽人    

桐山 陽菜 榊原 悠    

松浦 友大 戸川 果歩    

遺伝情報学 

鈴木 純 小川 慧真    

池田 遥菜 北野 智也    

向山 凌雅 志柿 暢彦    

細胞分子薬

効解析学 

原 響 小井手 司 倉田 朋 川田 成紀 鈴川 茜 

岡野 晴佳 関根 大雅 天野 泰樹   

田邊 晴也     

病態生化学 

佐々 徳啓 德永 柊 川瀬 宗之   

 松村 悠己    

     

医
療
薬
学 

薬物動態制

御学 

松井 快人 北村 拓馬    

 澁谷 玲衣    

 森本 遥香    

病態解析学 

平山 真大 天野 歩    

鈴木 悠花 近藤 リリ       

 
       

細胞情報学 

藤原 巧斗 橋口 咲良    

中川 愛理 藤田 真衣    
 

山中 翔悟       

神経薬理学 

天藤 七海 青野 萌子 磯部 一朗 GARIBAGA

OGLU 

RABIA 

李 佳憶 

 江上 涼  丸岡 純也  

 小塚 康平  西 風花  

 ASHRAFI 

AFRIDA  
      



 

 

 

レギュラト

リーサイエ

ンス 

医薬品安全

性評価学 

鈴 木  孝 太

郎 

出来 佑都 

   

臨床薬学 

西川 斗偉 北村 瑞基 佐藤 寛之 森口 博行 RAGHDA 

MOUSTAFA 

ABDELFATTAH 

IBRAHIM 

SHAHIN 

中井 孝明  杉山 龍治  寺島 純一 

     

     

連 

携 

大 

学 

院 

腫瘍制御学     安達 晴喜   

加齢病態制御学     山本 洵   近松 幸枝 

医薬品質保証学           

生命動態制御学           

がん治療学   鈴木 裕陽   

 



 

 

 

 

2024 年度大学院生名簿（博士課程） 

(2024年 4月現在) 

専
攻 

講
座 

学年 博士課程 
非正規生 

分野 １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 

創
薬
生
命
科
学 

医
薬
化
学 

薬化学      

精密有機反応学      

薬品合成化学      

機能分子構造学    坂崎 美香  

生
命
分
子
薬
学 

生体超分子システ

ム解析学 
  山本 彩加   

コロイド・高分子

物性学 
   藤田 みのり  

生命分子構造学   SHIM JINBO   

分子生物薬学      

薬物送達学 

 溝垣 伊織    

 相川 音和    

     

医
療
機
能
薬
学 

医
療
分
子
機
能
薬
学 

生薬学 髙嶋 柚衣   迫田 凌太  

衛生化学 
向井中 玲菜  石川 怜   

  伊藤 佑真   

遺伝情報学 高岸 優太     

細胞分子薬効解

析学 

中浜 光哉   藤原 萌園  

     

病態生化学  竹腰 祐斗    

医
療
薬
学 

薬物動態制御学    間竹 勇  

病態解析学 
三本 里奈   泉 和弥  

     

細胞情報学      

神経薬理学 
 加藤 遥輝 古川 稜 稲波 千尋  

     

レギュラトリーサ

イエンス 

医薬品安全性評
価学 

     

病院薬剤学 
   長水 正也  

     



 

 

 

臨床薬学 

武田 涼馬 岩崎 萌実    

髙森 雄貴     

首代みどり     

諸角  一成     

連携 

大学院 

腫瘍制御学      

加齢病態制御学      

医薬品質保証学      

生命動態制御学      

がん治療学      

 

  



 

 

 

令和６年度 卒業研究実習研究室配属 

分野 
薬学科 生命薬科学科 

4年 5年 6年 3年 4年 

薬化学 
212066 脇川 玲菜 

222101 平野 早菜 
202060 柳本 泰斗 

182043 平松 理希 

192012 大森 神瑠 

222506 岩崎 わかば 

222530 鈴木 遥乃 

222543 檜垣 夢奈 

212504 石飛 向基 

212508 大倉 優佳 

212529 塚原 成美 

精密有機反応学 212053 増田 奏人 202001 青木 雄安  222515 小津 英暉 

222549 水谷 洋貴 
212518 小森 冴 

薬品合成化学 
212049 東山 慧月 

192002 浅見 諒真 
192063 宮地 桐斗  

222503 石川 真生 

222504 伊藤 航 

222509 内田 真南斗 

222519 川口 竜輝 

212502 安藤 茉里 

212552 渡邊 壮 

機能分子構造学      

生体超分子システム解

析学 
 202027 小島 凜 

182039 丹羽 太陽 

182050 南野 恵里 

192007 乾 航志 

192024 後藤 慎平 

192050 橋本 昇輝 

  202532 前川 敦哉 

コロイド・高分子 

物性学 

212016 加藤 優弥 

212026 佐治 千聖 

212031 須田 遥斗 

212046 根来 友楽良 

202003 伊藤 颯馬 

202020 川村 真白 

202029 後藤 尚士 

202049 細野 樹 

192009 上西 優実花 

192031 佐藤 美月 

192043 中村 有里 

192057 増田 夏海 

222542 原田 莉子 

212514 金谷 恵之介 

212531 角田 渉 

212550 吉見 里帆 

生命分子構造学 
212032 瀬川 瑚太郎 

212035 滝藤 琴美 
202012 荻野 夏巳 192039 冨田 晃平 

222531 砂川 和哉 

212549 山本 崇太 
212551 米山 樹 

分子生物薬学 

212013 岡本 将季 

212018 倉田 菜名 

212022 木場  悠哉 

212033 髙橋 日月 

202018 神野 愛生 

202028 後藤 亜緒衣 

202054 宮川 和樹 

202061 山口 美空 

192006 石渡 友紀乃 

192015 奥田 和奏 

192065 森杉 優美 

192066 渡  莉絵 

222507 岩田 未希 

222546 増井 温輝 

222548 松尾 みのり 

212506 伊藤 雅人 

212532 鶴田 統也 

212533 冨田 宥人 

212545 村端 思実 

薬物送達学 

212005 和泉 佐弥 

212037 竹田 愛理 

212040 津田 麻唯子 

212060 門前 幸佑 

202016 加藤 直也 

202021 KIM KYOUNGSU 

202025 熊澤 有紗 

202031 佐藤 里梨子 

192017 加藤 瑶子 

192019 川﨑 叶也 

192032 澤矢 真希 

192047 西山 侑 

222523 小森 満柚菜 

222525 清水 陸斗 

222533 舘 沙也加 

212501 阿部 愛翔 

212516 仮屋 優吾 

212523 下田 陸斗 

212524 上田 怜昂 

多階層生命機能解析学 212051 福本 彩   222522 栗田 蒼空 
212511 梶田 大起 

212527 高木 励 

生薬学 

212009 魚住 和生 

212055 松久 瑞希 

212059 望月 優衣 

202010 大木 萌子 

202014 加藤 潤一 

202026 黒野 佑衣 

202062 山田 佑典 

192010 上原 風花 

192056 本田 智也 

192062 宮崎 透 

192508 大原 宏介 

212509 小川 美怜 

212519 近藤 花織里 

212520 西藤 大慶 

衛生化学 

212003 秋元 美槻 

212023 小林 千紘 

212038 田篠 佑奈 

212048 畑中 萌佳 

202006 田舍片 梨沙 

202022 木村 夏実 

202052 水野 遥香 

202055 村上 りお 

192008 岩田 陸人 

192023 古小路 隼也 

192029 笹野 和希 

192035 多田 陵太郎 

222518 鎌田 汐音 

222536 土田 将誓 

212512 月東 晴空 

212510 小田 凜 

212515 上村 優介 

212530 月山 彰子 

遺伝情報学 212021 小島 伶菜 

182015 黑田 真以 

202008 宇佐美 彬史 

202009 大門 駿介 

202036 CHO SEUNGHEE 

202040 中村 水優 

  
202535 眞鍋 佑心 

212522 篠田 陽介 

212544 宮田 悠斗 



 

 

 

細胞分子薬効解析学 

212011 大西 里奈 

212041 坪井 香乃 

212052 藤田 遊 

212062 山田 亜門 

202053 水野 裕貴 

202056 村林 華 

202057 本村 達也 

192001 淺井 美后 

192011 大友 貴子 

192052 檜皮 ゆかり 

192064 森 鈴菜 

222521 久志野 桃華 

222538 橋爪 瑞生 

222544 福本 恭吾 

212513 門崎 莉奈 

212534 長井 一真 

212540 深見 壮佑 

212542 逸見 崚輔 

病態生化学 

192034 高山 貫生 

212015 小栗 楓果 

212025 佐々木 一輝 

212061 山﨑 優実 

202004 伊藤 菜々子 

202017 加藤 真生 

202047 平出 真菜 

192003 安東 洋佑 

192051 林原 健将 

192055 星合 彩那 

222512 岡田 栞凜 

222514 沖野 理美 

222551 山梨 航 

222552 吉本 裕貴 

212526 鈴木 海斗 

212528 武田 百佳 

212535 中村 一智 

212539 広瀬 颯真 

薬物動態解析学 

212001 愛洲 唯 

212006 市川 亜弥 

212008 伊藤 駿 

202011 大矢 初花 

202023 日下 千穂 

202024 國吉 優河 

192004 石原 拓馬 

192014 小川 優夏 

192018 金丸 緋奈多 

192058 松原 綾佑 

222505 稲葉 美咲 

222534 田中 明花 

212547 山内 利玖 

212548 山﨑 美音 

病態解析学 

212017 窪田 ヒカル 

212020 栗田 倫 

212036 竹入 誉人 

212056 水上 聡子 

202013 尾前 友梨碧 

202042 西科 有彩 

202045 林 歩佳 

192005 石山 真実 

192028 坂根 雅 

192060 水野 早季子 

222501 井狩 里仁 

222502 生駒 拓也 

222520 菊池 安祐 

222528 洲崎 佑実 

212517 小嶋 梨瑚 

212536 成田 祐香 

212546 矢野 愛奈 

細胞情報学 
212014 沖中 克樹 

212044 西田 朱希 

202005 伊藤 諒 

202039 中澤 蓮 

202048 平野 航希 

192042 中村 和 

192046 成瀬 健 

192053 藤井 くるみ 

222513 岡本 和奏 

222517 桂川 祥 

222527 杉村 俊太 

222529 鈴鹿 真翔 

 

神経薬理学 212004 石岡 由羽 202046 原 あかり 

192025 近藤 里菜 

192036 竜田 晃佑 

192041 中曽根 美奈 

192049 橋本 昇一 

222510 内海 康晴 212525 杉本 優希 

医薬品安全性解析学 

212019 倉知 昂平 

212029 嶌嵜 勇人 

212042 中尾 舞花 

202043 長谷川 桃子 

202044 早川 知里 

202050 前原 恒希 

192038 徳永 朱莉 

192061 光山 菜々美 

 212521 佐竹 里野 

212543 松野 純也 

病院薬剤学   
192013 岡田 紋佳 

192048 田 圭紀 

  

臨床薬学教育研究 

センター 

212007 井出 名月 

212012 大矢 蒼 

212024 近藤 麗奈 

212027 佐藤 穂奈美 

212045 西脇 菜々花 

212050 弘 涼花 

212063 山田 友葵 

212064 山本 滉樹 

202030 坂本 愛 

202035 高木 美侑 

202037 長江 和映 

202051 三井 すずか 

202058 森下 匠 

202059 森島 志保 

192016 梶田 知江 

192022 黒岩 淳志 

192026 酒井 涼介 

192033 清水 佑華 

192040 中井 佳穂 

192045 名取 美咲 

222524 佐藤 洋希 

222547 間瀬 晋一朗 

212503 池田 ゆうり 

212507 伊藤 輝 

【医】臨床薬剤学 

（日比先生/肥田先生） 

212002 青山 聖 

212058 宮本 武門 
    

【医】薬理学 

（大矢先生 / 山村先

生） 

212057 三井 陽南子     

【医】ウイルス学 

(奥野先生/松永先生) 
 202002 阿久津 優太     

【医】神経発達・ 

.    再生医学 

(澤本先生/服部先生) 

   222540 服部 真奈  

【医】病態モデル医学 

(大石先生/肥田先生) 
   192054 藤田 翼   



 

 

 

 

2023年度研究員名簿 

許可

NO. 
配属分野 氏名 

1 細胞分子薬効解析学 小川 璃子 

2 薬物送達学 Esraa Ibrahim Abdelmaksod Shaaban 

3 生薬学 柳川  俊之 

4 生体超分子ｼｽﾃﾑ解析学 足立 浩章 

5 生体超分子ｼｽﾃﾑ解析学 宮地 克真 

6 生命分子構造学 平松 佳永 

7 生命分子構造学 千田  紀代美 

8 生命分子構造学 服部 久美子 

9 生命分子構造学 谷中 冴子 

10 生命分子構造学 佐藤 匡史 

11 生命分子構造学 鈴木 詔子 

12 生命分子構造学 神田 智哉 

13 薬物送達学 野田 剛弘 

14 薬物送達学 福重 香 

15 生薬学 太田 美里 

16 生薬学 趙 伯陽 

17 生薬学 大渡 勝史 

18 生薬学 笛木 司 

19 生薬学 小西 徹 

20 生薬学 牧 靖人 

21 生薬学 鈴木 俊章 

22 生薬学 東郷 俊宏 

23 遺伝情報学 山本 肇 

24 細胞分子薬効解析学 郭 皎 

25 薬物動態制御学 石黒 雅江 

26 薬物動態制御学 山本 俊輔 

27 病態解析学 小泉 惠子 

28 病態解析学 後藤 洋 

29 病態解析学 垣田 博樹 

30 病態解析学 竹下 覚 

31 細胞情報学 吉田 康子 

32 神経薬理学 歌 大介 

33 神経薬理学 Austin M Ganaway 

34 臨床薬学 齊藤 将之 

35 臨床薬学 供田 将志 

36 臨床薬学 成冨 稔彦 

37 臨床薬学 栗原 弘幸 

38 臨床薬学 北口 隆 

39 臨床薬学 壁谷 知樹 



 

 

 

40 病態生化学 築地 仁美 

41 生薬学 新谷 円華 

42 衛生化学 西山 彩史 

43 
コロイド・高分子物性

学 
石川 達也 

44 生命分子構造学 近藤 幸子 

45 精密有機反応学 林 優樹 

46 臨床薬学 樋口 恒彦 

47 生命分子構造学 齋藤 泰輝 

48 生命分子構造学 立尾 清悟 

49 生命分子構造学 関 健仁 

50 細胞分子薬効解析学 北原 文乃 

51 神経薬理学 小林 里帆 

52 薬化学 Malavika U 

53 薬物送達学 諏訪部 晋 

54 臨床薬学 稲葉 明彦 

55 生薬学 左 清菲 

56 薬物送達学 後藤 瑛一 

57 生命分子構造学 高木 克樹 

58 臨床薬学 池田 彩 

59 精密有機反応学 梅澤 裕子 

60 生薬学 森田 智 

 

 

2024年度研究員名簿 

許可

NO. 
配属分野 氏名 

1 
生体超分子システム解

析学 
足立 浩章 

2 
生体超分子システム解

析学 
宮地 克真 

3 生薬学 森田 智 

4 細胞分子薬効解析学 北原 文乃 

5 薬物動態制御学 石黒 雅江 

6 生薬学 鈴木 俊章 

7 生薬学 高 嘉良 

8 生薬学 太田 美里 

9 遺伝情報学 山本 肇 

10 薬物動態制御学 山本 俊輔 

11 生薬学 大渡 勝史 

12 生薬学 飛奈 良治 

13 生薬学 笛木 司 

14 薬物送達学 後藤 瑛一 

15 病態解析学 竹下 覚 



 

 

 

16 
臨床薬学教育研究セン

ター 
松永 民秀 

17 生薬学 牧 靖人 

18 病態解析学 垣田 博樹 

19 病態解析学 後藤 洋 

20 神経薬理学 小林 里帆 

21 
臨床薬学教育研究セン

ター 
鈴木 匡 

22 
臨床薬学教育研究セン

ター 
北口 隆 

23 
臨床薬学教育研究セン

ター 
稲葉 明彦 

24 
コロイド・高分子物性

学 
石川 達也 

25 
臨床薬学教育研究セン

ター 
壁谷 知樹 

26 病態解析学 渡邊 友佳 

27 生薬学 東郷 俊宏 

28 生命分子構造学 鈴木 詔子 

29 生命分子構造学 谷中 冴子 

30 生命分子構造学 佐藤 匡史 

31 生命分子構造学 近藤 幸子 

32 生命分子構造学 千田 紀代美 

33 生命分子構造学 服部 久美子 

34 生命分子構造学 平松 佳永 

35 生命分子構造学 齋藤 泰輝 

36 生命分子構造学 立尾 清梧 

37 病態生化学 築地 仁美 

38 薬化学 樋口 恒彦 

39 
生体超分子システム解

析学 
鈴木 瑠璃子 

40 
生化学・細胞生物学・腫

瘍学 
林 秀敏 

41 衛生化学 西山 彩史 

42 生薬学 楊 嘉 

43 精密有機反応学 梅澤 裕子 

44 生命分子構造学 藤田 里菜 

45 臨床薬学 渡邊 ちひろ 

46 神経薬理学 白 瑜 

47 薬品合成化学 池内 和忠 

48 薬物送達学 Aya Khaled Abdelmoneim Elsherief 

49 臨床薬学 矢野 修一 

  



 

 

 

教員採用・昇任・退職 

区分 分野 補職名 氏名 辞令年月日 前職・移動先等 

採用 神経薬理学 特任助教

（日本学

術振興会

特別研究

員-PD) 

向井 康敬 R6.4.1 日本学術振興会特別研究員（PD）

助教（北海道大学） 

採用 臨床薬学 教授 河野 弥生 R6.4.1 クスリのアオキ 薬剤師（保険調

剤） 

採用 薬化学 助教 太田 悠平 R6.4.1 崇城大学薬学部助教 

採用 薬品合成化学 助教 大橋 栄作 R6.4.1 塩野義製薬 研究員 

採用 精密有機反応

学 

助教 石田 良典 R6.11.1 東京医科歯科大学生体材料工学

研究所 助教 

昇任 臨床薬学 教授 岩尾 岳洋 R6.4.1 准教授→教授 

昇任 細胞情報学 教授 井上 靖道 R6.5.1 准教授→教授 

昇任 臨床薬学 准教授 坡下 真大 R6.10.1 講師→准教授 

昇任 病態解析学 講師 青木 啓将 R6.10.1 助教→講師 

昇任 薬物送達学 講師 小川 昂輝 R6.10.1 助教→講師 

昇任 薬物動態制御

学 

講師 山城 貴弘 R6.10.1 助教→講師 

昇任 病態生化学 講師 高岸 麻紀 R6.12.1 助教→講師 

昇任 分子生物薬学 講師 尾﨑 智也 R6.12.1 助教→講師 

異動 レギュラトリ

ーサイエンス

学 

講師 安部 賀央里 R6.10.1 本学データサイエンス学部准教

授に採用のため異動 

退職 レギュラトリ

ーサイエンス

学 

教授 頭金 正博 R6.6.30 内閣府食品安全委員会 委員に就

任のため 

退職 神経薬理学 特任助教

（日本学

術振興会

向井 康敬 R6.8.31 名古屋大学大学院  理学研究科 

助教採用 



 

 

 

特別研究

員-PD) 

退職 薬品合成化学 講師 池内 和忠 R6.9.30 星薬科大学薬学部 講師採用 

退職 衛生化学 准教授 伊藤  佐生

智 

R7.3.31 愛知学院大学薬学部 教授採用 

採用 神経薬理学 特任助教

（日本学

術振興会

特別研究

員-PD) 

向井 康敬 R6.4.1 日本学術振興会特別研究員（PD）

助教（北海道大学） 

採用 臨床薬学 教授 河野 弥生 R6.4.1 クスリのアオキ 薬剤師（保険調

剤） 

 

職 員[2024年 4 月 1 日現在] 

総合機器分析施設 

衛 生 技 師 ：小澤 史子、横井 祐斗 

薬学部事務室 

事 務 長    ： 水野 勝巳 

学 務 係 長 ： 花井 孝茂 

主 事 ： 大久保 幸、水野 栄子、中村 萌、梁川 純菜 

事務系職員： 安場 摩利耶 

総合情報センター田辺通分館-薬学部 

分 館 長：星野 真一（遺伝情報学分野教授兼務） 

司 書：吉根 佐和子 

事務系職員：遠藤 龍子、中西 玲那 

 

職員の異動 

異 動： 鵜飼 和昌（2023年 4 月 1 日転出→名市大病院医療の質管理部へ） 

水野 勝巳（2023年 4 月 1 日転入←名古屋市より派遣） 

加藤 節子（2024年 3月 31日 退職） 


